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新型コロナウイルス感染症対策分科会（第１９回） 

議 事 次 第 

１．議 事 

（１）最近の感染状況等について

（２）ワクチン接種について

（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正について

（４）その他

（配布資料） 

資料１ 直近の感染状況の評価等 （構成員提出資料） 

資料２－１ 都道府県別エピカーブ    （構成員提出資料） 

資料２－２ 現在直面する３つの課題 （構成員提出資料） 

資料３ 水際対策強化に係る新たな措置 (内閣官房) 

資料４－１ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について（案） 

 （内閣官房・厚生労働省） 

資料４－２ ワクチン接種に係るとりまとめに向けた検討について（案）

（内閣官房・厚生労働省） 

資料５ 新型コロナウイルス感染症の特措法上の位置づけ    （内閣官房） 

資料６ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の主な指摘事項 （内閣官房） 

資料７ ステージⅢ相当の対策が必要とされている地域におけるイベント

開催制限について    （内閣官房） 

資料８ AI等シミュレーション開発事業進捗報告サマリー  （内閣官房） 

資料９－１ 第２回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動

の変化に関する調査 （内閣府） 

資料９－２ Webによるアンケート （内閣官房） 

資料10 接触確認アプリの改善状況と更なる利用促進の方向性 

 （内閣官房・厚生労働省） 

資料11－１ 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言 

（構成員提出資料） 

資料11－２ 「ご自身」と「大切な人」と「ふるさと」を守るために～年末年始

の過ごし方～ （構成員提出資料） 

参考資料１ 直近の感染状況等 

参考資料２ 都道府県の医療提供体制等の状況 

参考資料３ 新型コロナウイルス感染症対策における今後の検討の方向性について

（案）  （厚生労働省） 

日時：令和２年１２月２３日（水） 

１５時００分～１７時３０分 

場所：合同庁舎８号館１階 講堂 
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＜感染状況について＞
• 全国の新規感染者数は、増加が続き、過去最多の水準。首都圏では東京を中心に増加が続いており、関西圏、中部圏で

は、明らかな減少は見られない。また、大都市圏の感染拡大が波及することにより、新たな地域での感染拡大の動きも続
き、全国的に感染が拡大している。

実効再生産数：全国的には１を上回る水準となっている (12月6日時点)。東京等首都圏、愛知、京都、大阪、兵庫などで１週間平均で１を
超える水準となっている（12月6日時点）。

• １１月以降の対策にもかかわらず、関東圏、中部圏、関西圏では新規感染者数の明らかな減少が見られていない。これに
伴い、入院者数、重症者数、死亡者数の増加が続いている。対応を続けている保健所や医療機関の職員はすでに相当に
疲弊している。予定された手術や救急の受入等の制限や、病床を確保するための転院、認知症や透析の必要がある方な
ど入院調整に困難をきたす事例など通常医療への影響も見られており、医療提供体制等が相対的に弱まる年末年始が迫
る中、各地で迅速な発生時対応や新型コロナの診療と通常の医療との両立が困難な状況が懸念される。

• 英国で、最近の流行の主な系統となった変異株については、ECDC等からは、重症化を示唆するデータは認めない一方、
感染性が高いとの指摘がなされており、医療への負荷が危惧される。この変異株については、これまでのところ国内では
確認されていないが、輸入リスクについて留意が必要である。

【感染拡大地域の動向】

①北海道 新規感染者数は減少傾向が見られる。新規感染の多くは病院・施設内の感染。旭川市の医療機関および福祉施設内の
感染状況は引き続き注意が必要。

②首都圏 東京都で新規感染者数の増加が継続し、直近の一週間では１０万人あたり３０人を超えている。医療提供体制も非常に厳
しい状況が継続。重症者の受入が困難になりつつある。また、病床確保のため、通常の医療を行う病床を転用する必要性が生
じてきている。感染者の抑制のための実効的な取組が求められる状況にあり、感染経路は不明者が多いが飲食を介した感染
の拡大が推定される。首都圏全体でも、埼玉、神奈川、千葉でも新規感染者が増加しており、医療提供体制が厳しい状況。

③関西圏 大阪では新規感染者数に減少の動きが見られるが、依然高い水準。重症者数の増加も継続し、医療提供体制の厳しさが
増大。院内感染と市中での感染が継続。感染経路不明割合は約６割。兵庫でも感染が継続。医療提供体制が厳しい状況。京都
では新規感染者数の増加が継続。奈良でも感染が継続。

④中部圏 名古屋市とその周辺で感染が継続。名古屋市では新規感染者数が高止まりし、減少傾向が見られない。医療の提供体
制が厳しい状況が継続。岐阜県でも感染が継続。

※沖縄は、新規感染者数は減少傾向であるが、感染が継続。その他、宮城、群馬、岡山、広島、高知、福岡、熊本などこれまで大き
な感染が見られなかった地域でも、新たな感染拡大や再拡大の動きが見られる。特に、広島では、広島市を中心に新規感染者数
が大幅に増加し、医療提供体制が急速に厳しくなっている。

直近の感染状況の評価等

1

資料１
令和２年12月22日新型コロナウイルス
感染症対策アドバイザリーボード資料
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直近の感染状況の評価等

2

＜感染状況の分析＞
• 主に北海道、首都圏、愛知、大阪における１１月からの対策による感染状況へのインパクトについて分析した。

• 北海道では、飲食店の時短要請が早かった札幌では１１月中旬から人流の減少がみられ、実効再生産数が１以下を継続してい
る。北海道全体でも新規感染者数の減少が続いている。しかし、直近では実効再生産数が１に近づきつつあり、注意が必要。

• 東京都では１１月下旬に一時、実効再生産数が１以下となったが、その後１以上が継続している。時短要請が行われているもの
の、人流の低下は見られていない。東京の感染が継続することで周辺自治体にも拡大し、埼玉、千葉、神奈川とともに首都圏で
新規感染者の増加が継続している。

• 大阪府では、大阪市の１１月下旬以降営業時短地域における人流の減少が見られ、実効再生産数が１近辺となった。大阪府で
も１２月中旬から新規感染者がやや減少傾向となった。しかし、関西圏で、京都は増加が継続、兵庫は高止まりの状況。

• 愛知県では人流の減少は小さく、実効再生産数も１近辺が続いている。新規感染者数は高止まりの状況。
• 人流の増減と実効再生産数の上下には一定の関係が見られる。

• 以上のように、北海道以外は新規感染者数の明らかな減少が見られていない。関東圏では増加が継続しているが、特に
東京における感染の継続が周辺自治体の感染拡大にも影響している。大都市圏の感染拡大は、最近の地方における感染
の発生にも影響していると考えられ、大都市における感染を抑制しなければ、地方での感染を抑えることも困難になる。

• 飲食などの社会活動が活発な20−50才台の世代の感染が多く、大都市圏も含め直近の感染拡大では、飲食をする場面が
主な感染拡大の要因と考えられる。

＜必要な対策＞
• 感染が拡大・継続している地域、特に、ステージⅢ相当の対策が必要で、分科会の提言にあるシナリオ３および２相当と考

えられる地域においては、取組の強化が必要である。特に東京をはじめとする首都圏では、新規感染者数の増加が続いて
いるため早急に対策の強化が求められる。

• これまで大きな感染が見られなかった地域でも感染の発生が見られており、医療機関、福祉施設における感染も頻発して
いる。特に急速な感染拡大により、医療提供体制の急速な悪化が起こりうるため、年末に向けて、宿泊療養施設を含め医
療提供体制の準備・確保等を直ちに進めることが必要である。感染拡大が見られる場合には、飲食店の時短要請等の対
策も検討する必要がある。

• 感染拡大の抑制には、市民の皆様の協力が不可欠である。忘年会や新年会を避けるとともに、年末年始の買い物も混雑
を避けるなど静かな年末年始を過ごしていただくよう、適切かつ強力なメッセージを発信していくことが求められる。

• 12月14日の政府対策本部で年明けまでを見据えた対策の強化策が示されたが、こうした取組の効果を注視し、感染状況
の分析・評価を進めて行く必要がある。その上で、効果が不十分であれば必要な対応を検討することが求められる。

• さらに、国内の厳しい感染状況の中で、英国等で見られる変異株の流入による感染拡大を防ぐことが必要である。このた
め、関係国との往来の在り方や検査・モニタリングの在り方について、適切な対応を速やかに行うべきである。 2
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直近の感染状況等
〇新規感染者数の動向

3※ 「入院患者数の動向」は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」による。この調査では、記載日の０時時点で調査・公表している。
重症者数については、8月14日公表分以前とは対象者の基準が異なる。↑は前週と比べ増加、↓は減少、→は同水準を意味する。

〇入院患者数の動向

〇検査体制の動向

11/23～11/29 11/30～12/6 12/7～12/13

225,194件↓ 6.4%↑ 265,568件↑ 5.8%↓ 268,288件↑ 6.6%↑

49,873件↓ 5.9%↑ 56,447件↑ 5.4%↓ 56,033件↓ 6.3%↑

24,204件↑ 4.7%↓ 22,753件↓ 5.1%↑ 23,999件↑ 5.9%↑

11,500件↓ 10.3%↑ 13,543件↑ 9.8%↓ 13,950件↑ 9.9%↑

23,115件↓ 10.2%↑ 26,714件↑ 9.3%↓ 24,168件↓ 10.0%↑

7,691件↓ 20.2%↑ 15,079件↑ 8.8%↓ 16,522件↑ 7.8%↓

8,901件↑ 2.9%↑ 10,914件↑ 2.4%↓ 11,292件↑ 5.0%↑

3,477件↓ 8.5%↑ 5,132件↑ 5.5%↓ 3,398件↓ 6.9%↑

12/2 12/9 12/16

全国 8,488人（31.1%） ↑ 9,222人（33.7%） ↑ 10,047人（36.9%） ↑

東京 1,698人（42.5%） ↑ 1,851人（46.3%） ↑ 1,987人（49.7%） ↑

神奈川 452人（23.3%） ↑ 436人（22.5%） ↓ 453人（23.4%） ↑

愛知 382人（42.6%） ↑ 423人（45.3%） ↑ 513人（54.9%） ↑

大阪 799人（55.8%） ↑ 796人（55.6%） ↓ 975人（65.3%） ↑

北海道 935人（51.6%） ↑ 998人（55.1%） ↑ 992人（54.8%） ↓

福岡 124人（22.5%） ↑ 138人（25.0%） ↑ 216人（39.2%） ↑

沖縄 212人（47.4%） ↑ 209人（46.8%） ↓ 191人（41.9%） ↓

〇重症者数の動向

• 新規感染者数は、過去最多の水準が続いており、引き続き最大限の
警戒が必要な状況。

（対人口10万人（人）） （検査数、陽性者割合）

• 直近の検査件数に対する陽性者の割合は6.6%であり、前週と比べ
上昇している。

※ 過去最高は緊急事態宣言時（4/6～4/12）の8.8%。
7,8月の感染者増加時では、7/27～8/2に6.7%であった。

（入院者数（対受入確保病床数））

12/2 12/9 12/16

785人（22.0%） ↑ 842人（23.6%） ↑ 950人（26.6%） ↑

246人（49.2%） ↓ 275人（55.0%） ↑ 332人（66.4%） ↑

60人（30.0%） ↑ 65人（32.5%） ↑ 56人（28.0%） ↓

30人（42.9%） ↑ 28人（40.0%） ↓ 35人（50.0%） ↑

209人（57.1%） ↑ 212人（57.9%） ↑ 219人（55.3%） ↑

28人（15.4%） ↑ 26人（14.3%） ↓ 34人（18.7%） ↑

6人（6.7%） ↑ 9人（10.0%） ↑ 12人（11.5%） ↑

26人（49.1%） ↑ 21人（39.6%） ↓ 19人（35.8%） ↓

（入院者数（対受入確保病床数））

• 入院患者数は増加が続いている。受入確保病床に対する割合も上昇し
ており、各地で高水準となっている。

• 入院患者数同様、増加が続いている。受入確保病床に対する割合も
上昇が続き、各地高水準となっている。

12/1～12/7 12/8～12/14 12/15～12/21

全国 12.18人（15,373人）↑ 14.11人（17,796人）↑ 14.79人（18,656人）↑

東京 22.01人（3,064人） ↑ 25.34人（3,527人） ↑ 30.95人（4,308人） ↑

神奈川 12.48人（1,148人） ↓ 15.99人（1,471人） ↑ 20.32人（1,869人） ↑

愛知 17.56人（1,326人） ↑ 18.31人（1,383人） ↑ 18.58人（1,403人） ↑

大阪 27.95人（2,462人） ↑ 27.01人（2,379人） ↓ 23.87人（2,103人） ↓

北海道 24.65人（1,294人） ↓ 24.70人（1,297人） ↑ 16.13人 （847人） ↓

福岡 5.86人 （299人） ↑ 10.87人 （555人） ↑ 15.32人 （782人） ↑

沖縄 17.96人 （261人） ↓ 17.69人 （257人） ↓ 10.39人 （151人） ↓
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東京

（資料出所）12月22日ADB資料１
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神奈川

（資料出所）12月22日ADB資料１ 6
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愛知

（資料出所）12月22日ADB資料１
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大阪

（資料出所）12月22日ADB資料１
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北海道

（資料出所）12月22日ADB資料１
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福岡

（資料出所）12月22日ADB資料１
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沖縄

（資料出所）12月22日ADB資料１
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都道府県別エピカーブ
(6/15から12/21まで）
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データは自治体公開データに基づく

• 上段の図の赤線は14日前、黒線は11日前を示す
• 上段の図の薄灰色の発症日不明例は確定日から推定した発症日でカウント
• 青線は7日間の移動平均であり、上段の図の移動平均には発症日不明例も含ま
れる

• 無症状例は上段の図に含まれない
• 確定日は「陽性が判明した日」、それが不明な場合「自治体が発表した日」
• リンク不明の場合は「孤発例」としてカウント
• 後日になってリンクが判明すれば「リンクあり」として再集計
• 東京都の発症日に基づくエピカーブは全てリンクなしとしてカウント
• 大阪府は11月16日より発症日を公開していないために、それ以降の全症例は発
症日不明症例としてカウント
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現在直面する３つの課題

新型コロナウイルス感染症対策分科会 会長
尾身 茂

令和２年12月21日
(12月23日一部更新)

資料２－２
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

３つのシナリオ

※報告数はイメージ

10月 11月 12月

緊急提言
11月9日分科会提言

強い対策提言
11月20日分科会提言

沈静化提言
11月25日分科会提言

政府の具体的な
アクション

11月10日政府対策本部

感染拡大に
対応した対策

11月21日政府対策本部

提言を踏まえた
政府の取組

11月27日政府対策本部

クラスター対策の
さらなる強化等
11月16日政府対策本部

シナリオ２

シナリオ１

シナリオ３12月11日

判断

勝負の
３週間

都道府県知事による
様々な対策

３つのシナリオ提言
静かな年末年始提言

12月11日分科会提言
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Week 43
10/19-
25

Week 45
11/2-8

Week 47
11/16-
22

Week 49
11/30-12/6

課題①：首都圏からの感染の染み出し
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90– 不明

二次感染なし 二次感染あり（県境を越えた移動なし） 二次感染あり（県境を越えた移動あり）

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90– 不明

二次感染者数（県境を越えた移動のある感染者より）

二次感染者数（県境を越えた移動のない感染者より）

二次感染

20-50歳代の占める割合：62%

20-50歳代の占める割合：69%
(二次感染ありでは70%)

※2020年8月31日までのデータを用いた分析結果による。

課題②：感染者の多くは20-50歳代 二次感染者の多くも20-50歳代

二次感染なし 二次感染あり
・県境を越えた移動あり⇒・周辺への染み出し

・地方の歓楽街等への拡散
・県境を越えた移動なし⇒・地域内での感染拡大

感染拡大はなぜ生じる？
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輸入

夜の街

孤発

家族内感染

院内感染

?

発症日:1/1-12/8

?

課題②：感染者の多くは20-50歳代 二次感染者の多くも20-50歳代

歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因
家族内感染や院内感染は感染拡大の結果である

輸入

孤発 （飲食等？）
(夜の街を除く)

家族内感染

院内感染

夜の街 （歓楽街）
(接待有無問わず)

感染経路別の
症例数ピークの推移
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43

65
61

79

0

20

40

60

80

100

120
クラスター発生状況 場所別分類（発生件数）

飲食店 福祉施設 企業等 医療機関 学校・教育施設等 運動施設等 その他

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

見えているクラスターだけを見ても

飲食店でのクラスターが多い
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イメージ

クラスターの発生は飲食店で先行した後に医療・福祉施設で発生する

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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1
0

（出典）Chang S, et al. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature. 2020 Nov 10.

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

レストランの再開が感染を最も増加させる
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

北海道

東京

全国1

全国2

大阪府は発症日データが公開されていないために上記データに含まれていない。
全国１：大阪府を除く全国平均
全国２：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県を除く全国平均

疫学週

東京

全国１

全国２
（大都市圏を除く）

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

北海道

特に都市部では孤発例が多い

孤
発
例
の
割
合
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(東京都2020年12月8日プレス症例まで)

*リンク有症例、および夜の街症例のうち感染リンク判明症例

22

686 

1,097 

12,271 3,282 970 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

感染経路内訳: 10月以降診断症例 (N=18,328)
輸入

夜の街

リンク有(その他)

孤発(夜の街以外)

家族内(初発含まず)

院内感染(初発含む)

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

1. 東京などの都市部では、感染者数が多いことに加え、人々の匿名性が地方に比べ高
いことから、感染経路不明（”見えない感染”）の割合が多い（東京都では約6割）。

2. しかし、この感染経路が分からない感染の多くは、飲食店における感染によるものと
考えられる。その理由は以下a b cである。

a. これまでのクラスター分析の結果、日常生活の中では、飲酒を伴う会食による感染
リスクが極めて高く、クラスター発生の主要な原因の一つであることが分かっている。

b. 感染経路が判明している割合の高い地方でも、飲酒を伴うクラスター感染が最近に
なっても多く報告されている。

c．欧州でもレストランを再開すると感染拡大に繋がることが示されてる。

例えば東京都では”見えている感染”だけを見ると家族内感染が最も多いが

“見えない感染”を”見る”と・・・

家族内感染が多い？“見えない感染”
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数
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日
後
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）

[人
]

（
後
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間
平
均
）

す
す
き
の
の
人
出

[万
人

]
（
後
方

7日
間
平
均
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00
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シ
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すすきのの人出（21時後方7日間平均, 500mメッシュ）
すすきのの人出（22時後方7日間平均, 500mメッシュ）

（注） 陽性者数は、報告日ベースの数値を10日間前倒した数値としている。（例：10/4の数値は、10/14の陽性者数（報告日ベース、後方7日間平均））

歓楽街の人出推移と新規陽性者数 【北海道】

営業時間短縮要請（北海道）
11/7～（12/25）

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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大阪府内の歓楽街の人出（21時後方7日間平均, 500mメッシュ）
大阪府内の歓楽街の人出（22時後方7日間平均, 500mメッシュ）
10日後の大阪府の新規陽性者数（後方7日間平均）

（注） 陽性者数は、報告日ベースの数値を10日間前倒した数値としている。（例：10/4の数値は、10/14の陽性者数（報告日ベース、後方7日間平均））

歓楽街の人出推移と新規陽性者数 【大阪府】

営業時間短縮要請（大阪府）
11/27～（12/29）

＊大阪府内の歓楽街の人出は、ミナミ、北新地、心斎橋の3地点におけるメッシュの人出の合計

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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都内歓楽街の人出（21時後方7日間平均, 500mメッシュ） 都内歓楽街の人出（22時後方7日間平均, 500mメッシュ）
10日後の東京都の新規陽性者数（後方7日間平均）

営業時間短縮要請（東京都）
11/28～（1/11）

（注） 陽性者数は、報告日ベースの数値を10日間前倒した数値としている。（例：10/4の数値は、10/14の陽性者数（報告日ベース、後方7日間平均））

＊都内歓楽街の人出は、歌舞伎町、六本木、池袋、渋谷センター街、新橋の5地点におけるメッシュの人出の合計

歓楽街の人出推移と新規陽性者数 【東京都】

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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16

緊急事態宣言 時短要請

実効再生産数は推定感染日（発症日マイナス5日、発症日不明例については推定発症日マイナス5日）ごとにCori et al. AJE 2013の
方法でwindow time=7で推定した。人流データはNTTドコモモバイル空間統計のものを用いた。

実効再生産数（推定感染日毎）：北海道

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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17

実効再生産数（推定感染日毎）：大阪府
緊急事態宣言 時短要請時短要請

実効再生産数は推定感染日（発症日マイナス5日、発症日不明例については推定発症日マイナス5日）ごとにCori et al. AJE 2013の
方法でwindow time=7で推定した。人流データはNTTドコモモバイル空間統計のものを用いた。

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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18

緊急事態宣言 時短要請時短要請

実効再生産数は推定感染日（発症日マイナス5日、発症日不明例については推定発症日マイナス5日）ごとにCori et al. AJE 2013の
方法でwindow time=7で推定した。人流データはNTTドコモモバイル空間統計のものを用いた。

実効再生産数（推定感染日毎）：東京都

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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現在の状況をどのように捉えているか？

１．既に多くの人が感染対策に協力して頂いていますが、この状況に
慣れ、さらなる協力の要請に対し辟易している方が多いと思います。
その気持ちは私たちもよく理解しております。

２．しかし、状況に慣れたと言っても、冬を迎えての対策は初めての経
験です。「勝負の3週間」が終わり、シナリオ１になった地域がある一方
で、シナリオ２あるいは３になった地域があります。特に感染が拡大し
ている首都圏を沈静化させないと、全国の感染を沈静化することがで
きないと考えます。

３．なお、地方においても、歓楽街でクラスターが多く発生し、地域内で
の感染拡大の主要な原因の一つになっています。

４．現在、シナリオ２あるいは３の地域であっても、国や自治体、社会を
構成するすべての人々が、それぞれの立場でできる感染対策を行うこ
とで、年末年始には感染状況を下方に転じさせることは可能だと考え
ます。

19
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全国の皆さんへのお願い

本格的な冬となり、感染が拡大しやすい季節を迎えました。

20-50歳代の人は、感染しても無症状や軽症のまま、人に感染
させる可能性があります。気づかぬうちに、家庭内に感染が広が
り、大切なおじいさんやおばあさんなどが重症になった事例が多
く報告されています。そして、気づかぬうちに、親しい友人や職場
の仲間に感染させてしまうと、彼らのおじいさんやおばあさんが
重症化することにもつながります。

基本的な感染予防策をさらに強めることが、人の命を守ること
につながります。

この厳しい冬を乗り切るため、これまで以上のご協力をお願い
します。

20
第19回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　83 / 218 ページ



全国の皆さんへのお願い
4月の緊急事態宣言を出した当時には感染を収束させるために、広範に社会経済を抑制す

るという方法を取らざるを得ませんでした。しかし、この半年以上の経験を通して私たちは多く
のことを学び、いわゆる“急所”を押えることができれば感染を収束させることが可能であるこ
とが分かってきました。

皆さんにおかれては、年末年始に向けて、以下の“急所”だけは是非押さえるようお願いしま
す。

1. 忘年会・新年会などについて

食事の際の会話は、飲酒の有無、昼夜・場所にかかわらず、感染が生じやすい場面です。

（1）食事は、静かにいただきましょう。

（２）家族・いつもの仲間で。5人以上は控えて。すいている場所を選びましょう。

（３）おしゃべりするときはマスク着用。少なくともハンカチなどで口元をおさえましょう。

2. 年末の買い出しや初売りについて

年末年始には、買い出しや初売りとして、例年は買い物のために人が多く集まる場所に出か
けることが多いと思います。しかし、今年の年末年始は、人との接触をできるだけ減らすため
に、特に、混雑する時間を避けてください。事業者の方々もご協力をお願いします。

3. 帰省について

帰省の際には、感染防止策を徹底して、大人数の会食は避けてください。そうした対応が難
しい場合には帰省について慎重に検討してください。 21
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都市部の皆さんへのお願い

特にこの年末年始は、多くの方にご協力頂き、帰省を見送って
頂いたことで、都市部には例年よりも多くの方が留まることになり
ます。

例年、年末年始は医療機関などの体制が手薄になりますが、
特にこの年末年始は、例年よりも多くの方が暮らす中で、通常の
医療を含めて、医療機関が逼迫することも考えられます。

皆さんに置かれては、年末年始を静かに過ごすようよろしくお
願いします。

22
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シナリオ２の地域の皆さんへ

シナリオ２の地域では、これまでの対策の効果が少しずつ
見え始めていることから、これまでの対策を徹底して、可及
的速やかに感染を下方に転じさせるようにお願いします。

23
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シナリオ３の地域の皆さんへ

シナリオ３の地域では、これまで対策が取られてきたにも
かかわらず、感染が増加しています。したがって、人の移動
や接触の低減を含めた更なる強い対策が必要です。

そのため、シナリオ３の地域では、年末年始に向けて、次
のことをお願いします。

1. 忘年会・新年会は基本的に見送ってください。

（家族・いつもの仲間で。5人以上は控える。）

2. 帰省も、時期の分散のみならず、延期も含め慎重に検討
してください。

3. イルミネーションについては早めの消灯。カウントダウンイ
ベントなどについてもオンラインを活用した形で開催。いずれ
にしても混雑する時間は避けることなどをお願いします。

24
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国とシナリオ３の自治体の皆さんへ

飲食を中心として感染拡大していると考えられるため、飲
食店などの営業時間の短縮要請を含め会食・飲食による感
染拡大リスクを徹底的に抑えることが必要と考えられます。

幅広い事業者等を休業させるような緊急事態宣言を出す
ような状況にはありませんが、このままの感染拡大が続く
と、更に医療が逼迫することは明らかです。

現在、首都圏が感染者の多くを占めており、また、首都圏
では都市部から周辺に感染が染み出してる状況にありま
す。

したがって、関係する都道府県知事の更なるリーダーシッ
プを早急に発揮して頂き、また、国としても更なる後押しをし
て頂ければ、年末年始には感染状況を下方に転じさせるこ
とは可能だと考えますので、是非よろしくお願いします。

25
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水際対策強化に係る新たな措置 

 

 

令和２年 12月 23日 
 

１．英国からの新規入国の一時停止 

  「国際的な人の往来の再開」（第 43 回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和 2 年 9 月 25

日）資料４の１（２））に基づき、本年 10月 1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体が

いることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところである

が、12月 24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国を拒否する。 

 （注）上記に基づく措置は、12 月 24 日午前 0時（日本時間）前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は

対象としない。 

 

２．英国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止 

  「国際的な人の往来の再開」（第 44回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和 2年 10月 30

日）資料５の１）に基づき、本年 11月 1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象

に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団

体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の 14日間待機緩和を認めているところである

が、12 月 24 日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの帰国者・再入国者については 14

日間待機緩和を認めない。 

 

３．検疫の強化 

（１）英国から帰国する日本人については、新たに出国前 72時間以内の検査証明を求める（12月

27 日の帰国者から当分の間）。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長

の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る。）で 14日間待機することを要請する。ま

た、12 月 24 日以降、当分の間、新たに帰国時に位置情報の保存等（接触確認アプリのダウン

ロード及び位置情報の記録）について誓約を求める。 
 

（２）英国から再入国する在留資格保持者については、出国前 72 時間以内の検査証明を求めてい

たところであるが、これに加え、12 月 24 日以降、当分の間、新たに入国時に位置情報の保存

等（接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録）について誓約を求める。 
 

※ １～３．の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14 日以内に英国における滞在歴のあ

る者 
 

４．英国への短期渡航の自粛要請 

英国には現状、感染症危険情報レベル３（渡航中止勧告）が出ていることも踏まえ、日本在住

の日本人及び在留資格保持者に対し、日本への帰国・再入国を前提とする英国への短期渡航を当

分の間、自粛するよう改めて要請する。 

 

（以上） 

資料３ 
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新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案) 

 

 

令和〇年〇月〇日 

 内閣官房 

厚生労働省 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「ワクチン」という。）の接

種開始に当たっては、ワクチン等の確保に加え、流通体制の確保、接種順

位の検討、接種体制の整備、副反応への対応、安全対策など、多領域にわ

たる事前準備が必要となる。 

ワクチンの接種を円滑に実施するために、令和２年９月時点で得られた知

見、新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論経過等（別添）を踏まえ、

中間とりまとめを策定したが、その後、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）

の改正や接種順位の検討など、接種に向け必要な準備を進めてきたところ

であり、それらを踏まえとりまとめを行うものである。 

 

２ 接種目的 

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減

らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る。 

 

３ ワクチンの確保  

（１）国は、多くの国民へのワクチン接種により、生命・健康を損なうリスクの

軽減や医療への負荷の軽減、更には社会経済の安定につながることが

期待されることから、令和３年前半までに全国民に提供できる数量を確保

することを目指す。 

このため、現在開発が進められているワクチン候補のうち、臨床試験の

進捗状況等を踏まえ、安全性や有効性、日本での供給可能性等が見込

まれるものについては、国内産、国外産の別を問わず、全体として必要な

数量について、供給契約の締結を順次進める。 

 

（２）ワクチンの確保のため、健康被害に係る損害を賠償すること等により生

じた製造販売業者等の損失の補償については、予防接種法に基づき、適

切に対応する。 

資料４－１ 
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４ 接種の実施体制 

（１）接種の実施体制については、特定接種の枠組みではなく、予防接種法

の臨時接種の特例として、住民への接種を優先する考えに立ち、簡素か

つ効率的な接種体制を構築する。 

 

（２）接種は、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施

することとなる。国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、

広域的視点、住民に身近な視点から、国、都道府県及び市町村の主な役

割について概ね以下の分担を前提とし、今後具体的な検討を進め、必要

な体制の確保を図る。 

 

（国の主な役割） 

・ ワクチン、注射針・注射筒の購入及び卸売業者への譲渡 

・ 接種順位の決定 

・ ワクチンに係る科学的知見の国民への情報提供 

・ 健康被害救済に係る認定 

・ 副反応疑い報告制度の運営 

 

（都道府県の主な役割） 

・ 地域の卸売業者との調整 

・ 市町村事務に係る調整 

・ 医療従事者等への接種体制の調整 

・ 専門的相談対応 

 

（市町村の主な役割） 

・ 医療機関との委託契約、接種費用の支払 

・ 住民への接種勧奨、個別通知（予診票、接種券） 

・ 接種手続等に関する一般相談対応 

・ 健康被害救済の申請受付、給付 

・ 集団的な接種を行う場合の会場確保 

 

（３）ワクチン接種の実施に当たっては、地方自治体の負担が生じないよう、 

予防接種法に基づき、国が必要な財政措置を講ずる。 
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（４）国は、都道府県及び市町村の事務負担の軽減を図るため、接種可能な

医療機関及び接種対象者の把握及びワクチン等の物流管理等のための

システムの構築・改修、集合契約の活用等について検討を進める。 

 

５ 接種順位 

（１）当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる

見通しであることから、接種目的に照らして、 

・新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者 

を含む。以下同じ。）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新

型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と

接する業務を行う保健所職員等を含む。） 

・高齢者及び基礎疾患を有する者 

を接種順位の上位に位置付けて接種する。その基本的考え方や、具体

的な範囲等については、別紙のとおり。 

 

（２）高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する

施設等で従事する者の接種順位については、 

・高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居住系

介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等）に

おいて、利用者に直接接する職員 

を高齢者に次ぐ接種順位と位置付けて接種する。その基本的考え方や、

具体的な範囲等については、別紙のとおり。 

  

（３）妊婦の接種順位については、厚生労働省において、国内外の科学的知

見等を踏まえた検討を継続した上で示す。 

 

（４）上記の者以外の者については、上記の者への接種の状況を踏まえた対

応となるが、地方自治体はあらかじめ接種券を配布し、接種を希望する者

は医療機関に予約すること等により、順次接種を行う。 

 

６ ワクチンの有効性及び安全性 

（１）接種に用いるワクチンは現時点では未定であるが、新たな技術を活用し

たワクチンの開発が進められており、これまで日本で承認されたワクチンと

は大きく性質が異なるものと考えられる。また、接種実績が限られる状況

では、ワクチンの有効性及び安全性等に係る情報も限られることも想定さ
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れる。 

 

（２）ワクチンの有効性及び安全性等の評価については、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構等で検討するとともに、広く接種を行う際には厚生科

学審議会予防接種・ワクチン分科会で適切に議論する。 

 

（３）国は、ワクチンの接種開始以降も、ワクチンの製造販売後調査等により、

製造販売業者等と連携し、品質、有効性及び安全性のデータの収集・分析

を行うなど、有効性及び安全性を十分に確保する。 

 

（４）国は、ワクチンによる副反応を疑う事象について、医療機関又は製造販

売業者からの報告などにより迅速に情報を把握するとともに、当該情報に

係る専門家による評価により、速やかに必要な安全対策を講ずる。 

 

（５）ワクチンは最終的には個人の判断で接種されるものであることから、ワク

チンの接種に当たっては、リスクとベネフィットを総合的に勘案し接種の判

断ができる情報を提供することが必要である。 

 

７ 健康被害救済制度 

国は、ワクチン接種に伴い、健康被害が生じた場合については、予防接種

法に基づき、必要な救済措置を講ずる。 

 

８ 広報 

国は、国民に対して、ワクチンの有効性及び安全性についての情報を提

供するなど、的確で丁寧なコミュニケーション等を進め、幅広くワクチン接種

への理解を得るとともに、国民が自らの意思で接種の判断を行うことができ

るよう取り組む。 

 

９ 今後の検討等 

（１）今回整理する内容は、今後明らかになる知見等を踏まえ、適宜見直す。 

 

（２）今後のワクチンの接種に当たり、更に具体的な接種順位、ワクチンの流

通体制、複数メーカーのワクチンの使用の在り方、副反応への対応等につ

いて、厚生労働省において引き続き検討する。 
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（別紙） 

接種順位の基本的考え方と具体的な範囲について 

 

 

１  重症化リスクの大きさ、医療提供体制の確保等を踏まえ、まずは医療従事

者等への接種、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する者、

高齢者施設等の従事者への接種をできるようにする。 

   その後、それ以外の者に対し、ワクチンの供給量等を踏まえ順次接種をで

きるようにする。 

 

２  医療従事者等に早期に接種する理由として、以下の点が重要であることを

踏まえ、具体的な範囲を定める。 

 業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と

頻繁に接する業務を行うことから、新型コロナウイルスへの曝露の機会

が極めて多いこと 

 医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確

保のために必要であること 

  

  医療従事者等の範囲は、基本的に以下とする。 

○ 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウ

イルス感染症疑い患者を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある

医師その他の職員 

○ 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会の

ある薬剤師その他の職員 

○ 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁

職員、自衛隊職員 

○ 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナ

ウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者 

    

３  高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する施設

等で従事する者（以下「高齢者施設等の従事者」という。）の接種順位につい

ては、業務の特性として、仮に施設で新型コロナウイルス感染症患者が発生

した後にも高齢の患者や濃厚接触者へのサービスを継続するとともに、クラ

スターを抑止する対応を行う必要があることから、基本的に以下の従事者を、

高齢者に次ぐ接種順位と位置付ける。 
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  対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入所・

居住するものが含まれる 

○ 介護保険施設 

 ・ 介護老人福祉施設 

 ・ 地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

 ・ 介護老人保健施設 

 ・ 介護療養型医療施設 

 ・ 介護医療院 

 

○ 居住系介護サービス 

 ・ 特定施設入居者生活介護 

 ・ 地域密着型特定施設入居者生活

介護 

 ・ 認知症対応型共同生活介護 

 

○ 老人福祉法による老人福祉施設 

 ・ 養護老人ホーム（一般）（盲） 

 ・ 軽費老人ホーム Ａ型、Ｂ型 

（ケアハウス） 

 ・ 都市型軽費老人ホーム 

 ・ 有料老人ホーム 

 

○ 高齢者住まい法による住宅 

 ・ サービス付き高齢者向け住宅 

○ 生活保護法による保護施設 

 ・ 救護施設 

 ・ 更生施設 

 ・ 宿所提供施設 

 

○ 障害者総合支援法による障害者 

支援施設等 

 ・ 障害者支援施設 

 ・ 共同生活援助事業所 

 ・ 重度障害者等包括支援事業所 

 （共同生活援助を提供する場合に限る） 

 ・ 福祉ホーム 

 

○ その他の社会福祉法等による施設 

 ・ 社会福祉住居施設 

（日常生活支援住居施設を含む） 

 ・ 生活困窮者・ホームレス自立支援 

センター 

 ・ 生活困窮者一時宿泊施設 

 ・ 原子爆弾被爆者養護ホーム 

 ・ 生活支援ハウス 

 ・ 婦人保護施設 

 ・ 矯正施設 （※患者が発生した場合の

処遇に従事する職員に限る） 

 ・ 更生保護施設 
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接種⽬的

〇新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発⽣をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス
感染症のまん延の防⽌を図る。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
・国は、死亡者や重症者をできる限り抑制し、国⺠の⽣命及び健康を守るために、ワクチン接種の実施体制を

整えていく必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」）での議論と
政府としての中間とりまとめ①

（構成員の主なご意⾒）
・ワクチン接種により感染予防効果が得られるかが不確実である現状において、死亡者や重症化の発⽣の抑制

を第⼀の⽬的とすることでよいのではないか。
・これまでの経験から今回のワクチンは、感染予防効果を期待することは難しいとして考えるべきではないか。

（政府としての中間とりまとめ）

1

資料４－１
（別添）

第１０回分科会資料
（令和２年９⽉２５⽇開催）

ワクチンの確保

（１）国は、多くの国⺠へのワクチン接種により、⽣命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負荷の軽減、
更には社会経済の安定につながることが期待されることから、令和３年前半までに全国⺠に提供できる数
量を確保することを⽬指す。

このため、現在開発が進められているワクチン候補のうち、臨床試験の進捗状況等を踏まえ、安全性や
有効性、⽇本での供給可能性等が⾒込まれるものについては、国内産、国外産の別を問わず、全体として
必要な数量について、供給契約の締結を順次進める。

（２）国は、ワクチンの使⽤による健康被害が⽣じた場合の適切な救済措置を講ずるとともに、健康被害に
係る損害を賠償すること等により⽣じた製造販売業者等の損失を補償することができるよう、接種の開始
前までに法的措置を講ずる。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
・国としてワクチンの確保に全⼒で取り組んでいくとともに、海外からの購⼊に際しては、安全性及び有効性

などが明確になっていない時点で確保の判断を⾏う必要がある。したがって、最終的には確保したワクチン
をすべては使⽤しない可能性があるとしても、必要なワクチンを確保することを⽬指す必要がある。

・その⼀⽅で、ワクチンの確保にあたっては、世界で⽇本だけがワクチンを独占するかのようなことにならな
いよう、他国への⼀定程度の配慮を踏まえた施策も進めるべきである。

（構成員の主なご意⾒）
・全国⺠のワクチン接種が⽬標という基本認識の下、全国⺠に⾏きわたるワクチンの量を確保することは重要。
・基本的に国⺠みんなに接種できることを⽬標としていくべき。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ②

（政府としての中間的とりまとめ）

2
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接種の実施体制

（１）接種の実施体制については、特定接種の枠組みはとらず、住⺠への接種を優先する考え⽴ち、簡素かつ効
率的な接種体制を構築する。

（２）国⺠への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広域的視点、住⺠に⾝近な視点から、国、都道府県
及び市町村の主な役割について概ね以下の分担を前提とし、今後具体的な検討を進め、必要な体制の確保を図る。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ③

（政府としての中間とりまとめ）

（国の主な役割）
・ワクチン、注射針・注射筒の購⼊及び卸売業者への譲渡
・接種順位の決定

・健康被害救済に係る認定
・副反応疑い報告制度の運営

（都道府県の主な役割）
・地域の卸売業者との調整
・市町村事務に係る調整
・医療従事者等への接種体制の調整
・専⾨的相談対応

（市町村の主な役割）
・医療機関との委託契約、接種費⽤の⽀払
・住⺠への接種勧奨、個別通知（予診票、クーポン券）
・接種⼿続等に関する⼀般相談対応
・健康被害救済の申請受付、給付
・集団的な接種を⾏う場合の会場確保

・ワクチンに係る科学的知⾒の国⺠への情報提供

3

接種の実施体制 （続き）

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ④

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• 医療従事者、⾼齢者及び基礎疾患を有する者以外にも、仕事上の感染のリスクが⾮常に⾼く、かつ、感染し

た際に社会的な影響が甚⼤な者がいることも考えられる。しかし、これまでの感染の状況を踏まえると、新
型インフルエンザ対策で想定をしていたような、国⺠のほとんどが短期間に感染し、⽋勤者や死亡者が多発
することは今のところ想定されない。

• こうしたことを踏まえれば、特定の医療従事者、⾼齢者及び基礎疾患を有する者へのワクチンの接種を優先
すべきであり、社会機能維持者に対する特定接種を⾏うことについては現段階では優先的な課題とはならな
いのではないかと考えられる。

• 実施体制の構築については、現場が混乱しないよう、簡素かつ効率的な体制整備を進めていくべきである。
• ワクチンの接種の実施にあたっては、各地域の実情に踏まえつつ、地⽅⾃治体や医療機関、都道府県医師

会・郡市区医師会が⼗分に連携をした上で実施していく必要がある。また、地⽅⾃治体の負担が⽣じないよ
う、円滑な実施に向けて政府における財政措置をすべきである。

• また、ワクチン製剤の品質の確保体制を⼗分に確保すべきである。

（政府としての中間とりまとめ）
（３）ワクチン接種の実施に当たっては、地⽅⾃治体の負担が⽣じないよう、国が必要な財政措置を講ずる。
（４）国は、都道府県及び市町村の事務負担の軽減を図るため、接種可能な医療機関及び接種対象者の把握及び

ワクチン等の物流管理等のためのシステムの構築・改修、集合契約の活⽤等について検討を進める。

4
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接種の実施体制

（構成員の主なご意⾒）
• 接種主体を市町村とした場合、市町村の準備内容を明らかにし、市町村への⽀援の在り⽅を考えておくべき。
• 実務を担う市町村の意⾒を⼗分に踏まえ準備を進めることが必要。
• 今回、ワクチンの流通に必要なコールドチェーンの整備が必要。
• 準備が完全に整っていない段階で⼀⻫に多数の⼈に接種すると、⼿続きに混乱が⽣じたり、接種時の副反応

が多数報告されることによる不安感の助⻑などが想定されるので、余裕を持って段階的に接種を促すことも
重要ではないか。

• 異なる製法のワクチンが混在した場合、ワクチンの選択・使⽤を事前に考えておくことが重要。
• ワクチン接種の枠組みは、効率的かつ簡素なものにすることが必要。
• ⾏政機関と医療機関が連携して、円滑にワクチンが接種できる体制の構築が必要。
• ワクチン接種に係る財政負担について、国の⽀援が必要。

（続き）

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑤

5

接種順位

（１）当⾯、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次⾏われる⾒通しであることから、接種⽬的
に照らして、

・新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者を含む。以下同じ。）に直接医療を
提供する施設の医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員及び積極的な疫学
調査等の業務に携わる保健師等を含む。）

・⾼齢者及び基礎疾患を有する者
を接種順位の上位に位置付けて接種する。今後、具体的な範囲等について、検討する。

（３）さらに、妊婦の接種順位について、国内外の科学的知⾒等を踏まえ、検討する。

（２）⾼齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する施設等で従事する者の接種順位に
ついて、業務やワクチンの特性等を踏まえ、検討する。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• 今回のワクチンに関しては、様々なメーカーが開発を進めているが、単独のメーカーのワクチンだけでは

必要な供給量を確保できない可能性がある。したがって、場合によっては、安全性や有効性の異なる複数
のワクチンが流通し、その複数のワクチンの有効性などの差異も踏まえて接種対象者に分配しながら、接
種を進めることが必要になりうる。

• また、安全性及び有効性の両⾯で理想的なワクチンが開発される保証はない。即ち、図（本資料では省
略）に⽰すように、ワクチンによっては、重症化予防効果のみならず発症予防効果も有することもありえ
るが、感染予防効果はない可能性もあり、現実の早い段階で国⺠に周知する必要がある。

• 更に、安全性及び有効性のレベルはワクチンによって様々である。そこで、安全性及び有効性がどこまで
存在すれば許容範囲内であるかについての議論が必要である。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑥

（政府としての中間とりまとめ）

6
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接種順位 （続き）

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• 国には、国⺠に必要なワクチン確保のために全⼒を挙げてもらいたい。さらに、国⺠へのワクチンの接種

にあたっては、常識的なワクチンの供給量や接種体制を考えると、⼀度にすべての対象集団に接種を⾏う
ことは不可能である。

• したがって、接種を⾏うにあたっては、接種の対象を誰にするのか、そしてどのような順番にするのかと
いう優先順位を検討する必要がある。

• 我が国では、新型コロナウイルス感染症の対策として、感染拡⼤防⽌と重症化防⽌を⽬指してきた。この
ことを踏まえると、接種を優先すべき対象者については、⾼齢者及び基礎疾患を有する者の重症化を予防
することを中⼼とし、さらに、それらの者に対し新型コロナウイルス感染症の診療を直接⾏う医療従事者
を含めることを考えるべきである。

• なお、特定の医療従事者を優先する場合、新型コロナウイルス感染症の患者に係る直接の診療を⾏わない
までも、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を積極的に診療する医療従事者や救急隊員、積極的疫
学調査に携わる保健所の職員を含めることについても議論が必要と考えられる。⾼齢者及び基礎疾患を有
する者が集団で居住する施設で従事する者や妊婦を含めるかどうかについても、検討課題である。

• 優先順位を考える上では、さらに上記以外にも、供給量及び価格、年齢等による差異、有効性の持続期間、
接種回数、複数の種類のワクチンの流通についても考慮する必要があり、これらの情報が明らかとなった
段階で最終的な判断を⾏うべきである。

• 接種を優先すべき対象者がリスクとベネフィットを考慮した結果、接種を拒否する権利も⼗分に考慮する
必要がある。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑦

7

接種順位

（構成員の主なご意⾒）
• 医療従事者への接種の際、特定接種管理システムを活⽤してはどうか。
• ワクチンの供給は段階的に⾏わざるを得ない状況において、接種順位を明確にすることは必要。
• 命を守る観点から、⾼齢者あるいは基礎疾患を有する⽅を接種順位に位置付けることは理解。
• ⾼齢者が⼊居する社会福祉施設において、クラスターが発⽣するなどにより、施設職員が⾮常に苦労をし

ていることや重症化しやすい⼊居者が多数居住していることから、社会福祉施設で従事する⽅も接種順位
に位置付けることを検討してはどうか。

• 接種順位の対象者については、反発を招かないように丁寧に説明していくことが重要。

（続き）

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑧

8
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ワクチンの有効性及び安全性

（１）接種に⽤いるワクチンは現時点では未定であるが、新たな技術を活⽤したワクチンの開発が進められて
おり、これまで⽇本で承認されたワクチンとは⼤きく性質が異なるものと考えられる。また、接種実績が限
られる状況では、ワクチンの有効性及び安全性等に係る情報も限られることも想定される。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• ワクチンの接種を⾏うにあたっては、リスクとベネフィットの双⽅を考慮する必要がある。現在のところ、

開発されるワクチンの有効性及び安全性については不明な点が多いが、継続的な情報収集を進める必要が
ある。

• 特に留意すべきリスクは、現在開発が進められているワクチンでは、核酸やウイルスベクター等の極めて
新規性の⾼い技術が⽤いられていることである。また、ワクチンによっては、抗体依存性増強（ADE）な
ど重篤な副反応が発⽣することもありうる。ワクチンの接種にあたっては、特に安全性の監視を強化して
接種を進める必要がある。

（２）ワクチンの有効性及び安全性等の評価については、医薬品医療機器総合機構等で検討するとともに、広
く接種を⾏う際には厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会で適切に議論する。

（４）国は、ワクチンによる副反応を疑う事象について、医療機関⼜は製造販売業者からの報告などにより迅速
に情報を把握するとともに、当該情報に係る専⾨家による評価により、速やかに必要な安全対策を講ずる。

（３）国は、ワクチンの接種開始以降も、ワクチンの製造販売後調査等により、製造販売業者等と連携し、品質、
有効性及び安全性のデータの収集・分析を⾏うなど、有効性及び安全性を⼗分に確保する。

（５）ワクチンは最終的には個⼈の判断で接種されるものであることから、ワクチンの接種に当たっては、リス
クとベネフィットを総合的に勘案し接種の判断ができる情報を提供することが必要である。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑨

（政府としての中間とりまとめ）

9

ワクチンの有効性及び安全性

（構成員の主なご意⾒）
• 今回準備されているワクチンは、新技術を活⽤したものであり副反応がかなり⽣じることを考慮して、ワ

クチンの種類や接種対象を慎重に検討していくことが必要。
• 今回、ワクチンの薬事承認までの期間が通常よりも短くなることも考えられるが、ワクチンの有効性及び

安全性などを確実に担保していくことが必要。
• 予防接種後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがある（いわゆる

「紛れ込み」等）。このような事象に対しては、科学的に検証することが重要。
• 接種しない⼈も相当数でてくる可能性があるが、有効性及び安全性が確保されるのであれば、勧奨接種し

ていくことも必要ではないか。
• 最終的には、判断をして接種するというのは、成⼈の国⺠の選択。

（続き）

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• ⼀般的に、呼吸器ウイルス感染症に対するワクチンで、感染予防効果を⼗分に有するものが実⽤化された

例はなかった。従って、ベネフィットとして、重症化予防効果は期待されるが、発症予防効果や感染予防
効果については今後の評価を待つ必要がある。しかし、今から、安全性と共に有効性が妥当なワクチンが
開発されたときに備えて準備を進めていく必要がある。

• 実際に接種を始める時期は、安全性及び有効性について国が認める薬事承認が⾏われた後となる。しかし、
新規性の⾼いワクチンである場合、市販後に多数の⼈々への接種が開始された後になって初めて明らかに
なる安全⾯の課題も想定されるため、現実社会（Real world）での有効性を検討する疫学調査とともに市
販後調査を⾏いながら、注意して接種を進める必要がある。そして、副反応などの発⽣については、特に
情報収集とともに、適切な情報発信を⾏う必要がある。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ➉

10
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健康被害救済制度

〇国は、ワクチン接種に伴い、健康被害が⽣じた場合の健康被害救済を⽬的とした必要な措置を講ずる。

（構成員の主なご意⾒）
• 副反応等による健康被害救済や相談対応について、国の責任を明確化すること。
• ワクチン接種後に、副反応が疑われる場合の対応について、事前に関係者に情報提供することが重要。
• 国⺠の不安を軽減するため、健康被害を受けた場合についての補償を盛り込むべき。
• 定期接種での接種後の健康被害は、疾病・障害認定審査会で認定されているが、今回どのようなシステムで

健康被害を認定するのか。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• 実際の安全性及び有効性などの性能評価については、医薬品医療機器総合機構（PMDA）での検討とともに、

厚⽣科学審議会（予防接種・ワクチン分科会）での議論を⼗分に⾏っていただきたい。導⼊後の副反応のモ
ニタリングについても、予防接種・ワクチン分科会にお願いをしたい。有害事象の発⽣時の対応についても、
予防接種・ワクチン分科会で⾏うことを確認したい。

• 接種した⽅に健康被害が⽣じた場合の救済措置についても、認定のプロセスを含め、検討する必要がある。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑪

（政府としての中間とりまとめ）

11

広報

〇国は、国⺠に対して、ワクチンの有効性及び安全性への認識を⾼めるため、的確で丁寧なコミュニケーション
等を進め、幅広くワクチン接種への理解が得られるように取り組む。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• わが国では、ワクチンの効果と副反応の関係については、⻑い間、国⺠に理解を求める努⼒をしてきたが、

副反応への懸念が諸外国に⽐べて強く、ワクチンがなかなか普及しなかった歴史がある。
• 従って、国⺠が納得できるような、⼗分な対話を⾏っていくべきである。
• 国⺠からのワクチン開発への期待は極めて⾼いが、開発が進むにつれ、特定の社名や製品が話題に上りやす

くなり、様々な誤解を与える情報の発⽣につながりやすい。国⺠がワクチンに対して抱く懸念や誤解されや
すい点を調査や対話を通じて理解し、よりよいリスクコミュニケーションにつなげる仕組みを設けるべきで
ある。現時点から、継続的にワクチンのリスクとベネフィットや供給体制の考え⽅を周知する取り組みが必
要である。

• 優先順位の決定については、ワクチンの確保の状況なども踏まえて、政府が⾏うべき事項ではあるが、その
決定にあたっては、科学的に明らかとなったことと共に科学的には未だ不明な点も含めて国⺠への丁寧な情
報発信を⾏いつつ、パブリックコメント等を通した国⺠からの意⾒も⼗分に踏まえて、検討を⾏うことが必
要である。

• 仮に感染予防効果の⾼いワクチンの開発に成功した場合には、感染による重症化リスクが相対的に低い若年
者の接種状況がまん延を防ぐためには重要になるとも考えられることから、各世代に向けた⼗分な情報の発
信が必要である。

• 今回の新型コロナウイルスワクチンの安全性及び有効性については科学的な不確実性がある⼀⽅で、国⺠の
期待も極めて⼤きいことから、しっかりと正確な情報を丁寧に伝えていく必要がある。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑫

（政府としての中間とりまとめ）

12
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広報

（構成員の主なご意⾒）
• 新たなワクチンでもあるので接種後も、リスクコミュニケーションを進めることは必要。
• 社会全体で、健康被害の救済措置を含めワクチンに関して正しく理解するために、しっかりリスクコミュ

ニケーションをすべき。
• 2009年新型インフルエンザワクチンやHPVワクチンの経験を踏まえ、⽇本⼈は他国と⽐べ副反応に対し⾮常

にセンシティブであることを考慮したうえで、国⺠の理解をいかに形成しながらワクチン接種を進めてい
くのか検討することが必要。

• ワクチンへの期待が⼤きいだけに期待する効果が得られなかった場合、⼼理的な影響にも考慮するため、
社会的な発信をどのようにするのか検討することが必要。

• ワクチン接種が社会や経済に対し、どれだけのベネフィットがあるのか推定しながら、国⺠的な議論を⾏
うこと考慮してはどうか。

• 情報発信する前に、ワクチンに対する期待値、不安や疑問を抱く点などを調査してはどうか。特に⾼齢者
がどうしたら接種の意向を持てるようになるか調査してはどうか。

• ワクチン接種が原因とする様々な有害事象が⽣じることは事実であり、ワクチン接種するかどうかは最終
的には個⼈の判断であるため、接種するかどうかを⼀⼈⼀⼈がよく考えてもらう機会にしてはどうか。

• 国⺠からのワクチン開発への極めて⾼いが、開発が進むにつれ、特定の社名や製品が話題に上りやすくな
り、様々な誤解を与える情報の発⽣につながりやすい。

（続き）

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑬

13

今後の検討等

〇今回整理する内容は、今後明らかになる知⾒等を踏まえ、適宜⾒直す。

（分科会として第６回分科会までの意⾒を整理した考え⽅）
• これからも、新しい科学的知⾒が出た場合には、必要に応じ、⼗分な議論を⾏う必要がある。

〇今後のワクチンの接種に当たり、具体的な接種順位、ワクチンの流通体制、複数メーカーのワクチン使⽤
の在り⽅、副反応への対応等について、引き続き検討する。

分科会での議論と政府としての中間とりまとめ⑭

（政府としての中間とりまとめ）

14
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月日 検討の場 検討事項

１２月２３日 第１９回分科会 ○とりまとめ（案）を議論

１２月～
パブリックコメント
（任意の意見募集）

○とりまとめ（案）をパブリックコメント
（２週間程度）

１月 第〇回分科会
○パブリックコメント等を踏まえ、とりまとめ
（案）を議論・結論

ワクチン接種に係るとりまとめに向けた検討について（案）

※スケジュールについては、おおよその目安であり、ワクチン開発の進捗状況等により変更。

１２月～ 厚生労働省

○厚生労働省において、厚生科学審議会等で
議論し、以下について更なる検討

【接種順位関係】
・高齢者及び基礎疾患を有する者の具体的な

範囲
・妊婦の接種順位への位置付け 等

※今後、厚生労働省から自治体等に対し、
接種順位等について示す予定。

資料４－２
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新型インフルエンザ等感染症
（感染症法第６条第７項）

再興型インフルエンザ
（感染症法第６条第７項第２号）

新感染症
（感染症法第６条第９項）

新型インフルエンザ等
（特措法第２条第１号）

⇒ 全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限定
（特措法第２条第１項第１号において限定）

○ 新型インフルエンザとは、人から人に持続的に感染するウイルスを病原体とするインフルエンザであって、
国民の大部分が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれがあるもの。（感染症法第６条第７項第１号）

○ 新感染症とは、感染症であって、既知の疾病と病状や治療の結果が明らかに異なるもので、病状の程度
が重篤であり、新型インフルエンザと同様に、まん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与える
おそれがあるもの。なお、新型コロナウイルス感染症については、その病原体や病状等が既に明らかに
なっているため、新感染症には当たらない。（感染症法第６条第９項）

新型インフルエンザ
（感染症法第６条第７項第１号）

○ 再興型インフルエンザとは、かつて世界的に流行したインフルエンザであって、現在の国民の大部分が
免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を
与えるおそれがあるもの。（感染症法６条第７項第２号）

新型コロナウイルス感染症の特措法上の位置づけ

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、施行の日から２年を経過する日までの間で政令で
定める日まで（令和３年１月３１日まで）の間、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等対策
特別措置法の対象とされ、各措置が適用可能となっている。

施行の日から２年を経過する日までの間で政令で定める日まで
（令和３年１月３１日まで）の間、新型コロナウイルス感染症を追加

第１9回新型コロナウイルス
感染症対策分科会

⇒ 新型コロナウイルス感染症について、特措法の対象とする期限を１年間（令和４年１月３１日まで）
延長することとしてはどうか。

現在の位置づけ
資料５
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新型インフルエンザ等対策特別措置法の主な指摘事項

○ 特措法の対象となる感染症の範囲
現行：新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ及び新感染症（全国的かつ急速なまん延のお

それのあるものに限る。）が対象。

（既に知られている感染性の疾病である指定感染症については、法改正をしなければ特措
法の対象とならない。）

○ 臨時の医療施設の位置付け
現行：「臨時の医療施設」の開設は、緊急事態措置としての位置付け。

○ 都道府県知事の要請等の実効性確保（罰則、支援）
現行：罰則、支援等については規定なし。第５条で基本的人権の尊重について規定。

緊急事態宣言後でも、要請、指示及び公表にとどまり、強制力のある措置ではない。さら
に緊急事態宣言前は要請に限られる。

課題：感染防止策の実効性を上げるためにどのようにしたらよいか。また、立法事実の有無や、
緊急事態宣言前と後で措置の強度が異なるという法体系について、どう考えるか。

1

（参考）全国知事会「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」（令和２年12月20日）（特措法関係抜粋）

２．特措法・感染症法等の改正について
〇 事業者への休業や営業時間短縮要請の実効性を担保するため、要請に対する遵守義務や、違反した場合の罰則、営業停止処

分、営業補償に資する協力金制度、差別・偏見防止等の措置について、緊急事態宣言が発出される以前でも必要な対策がと
れるようにすることも含め、特措法等の改正の検討を早期に進めること。

資料６
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（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症（全国
的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。）をいう。

（基本的人権の尊重）
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限
が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

（都道府県対策本部長の権限）
第二十四条
９ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認める
ときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

（感染を防止するための協力要請等）
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び

健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型
インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、
生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感
染の防止に必要な協力を要請することができる。

２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保
護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒まで
の期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用されるものに
限る。）、興行場（興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項に規定する興行場をいう。）その他の政令で定める多数の
者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者（次項において「施設管理者等」という。）に対し、当該施設の
使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

３ 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん
延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、
当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

４ 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

（臨時の医療施設等）
第四十八条 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると

認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設（第四項において「医療施
設」という。）であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの（以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。）において医療
を提供しなければならない。

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

2
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ステージⅢ相当の対策が
必要とされている地域における
イベント開催制限について

資料７
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感染拡大地域におけるイベント開催制限について

〇 第１６回分科会では、短期間に集中して、感染リスクが高い状況に焦点を絞った、「これ
までより強い対策」として、①飲食店等の営業時間短縮、②地域の移動に係る自粛要請、③
Go To Travel事業及びGo To Eat事業の運用見直し等が提言されたところ。

〇 イベント開催制限の目安については、ステージⅢ相当以上の都道府県を念頭に、「地域の
感染状況等に応じ、都道府県知事の判断でより厳しい制限を課すことも可能」と運用してい
る。

〇 これを踏まえ、各都道府県において、大規模イベント開催に伴う人の往来等により、感染
リスクが高まると判断する場合には、ステージⅢ相当の強い対策が必要な状況に達したと考
えられる地域（都道府県全域又は一部地域）で開催されるイベント等に対し、より厳しい制
限を設けることを検討することを促してはどうか。

〇 なお、業種別ガイドラインの遵守徹底に向けて取組強化を図るとともに、更なる全国的な
感染拡大やイベントでのクラスターが発生した場合等には、感染状況を分析し、人数上限の
見直し等適切な対応を行う。

２

ステージⅠ

(参考）各都道府県の感染状況の段階

感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階

ステージⅡ

ステージⅣ

ステージⅢ

感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階

感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階

爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階

11月25日第15回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料
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これまでのイベント開催制限にかかる分科会提言について

（9月11日提言）
〇 地域の感染の状況がステージⅠ又はステージⅡ相当と判断されれば、5,000人という人数上限を解除することを検討して

頂きたい。また、歓声や声援などが想定されないクラシックコンサートなどについては収容率を100％以内とすることも検
討して頂きたい。

○ ある都道府県で感染の状況がステージⅢ相当以上と判断された場合には、イベントの人数制限を元に戻すことやイベント
を中止することを含め、慎重な対応をとって頂きたい。

（9月25日提言）
〇 国及び都道府県は、感染のステージを常にモニターし、ステージⅢ相当と判断した場合には、イベントの中止やGO TOト

ラベル事業等を除外することなども含め躊躇なく行って頂きたい。

（11月25日提言）
〇 年末年始を穏やかに過ごすためにも、この３週間に集中して、都道府県は、政府と連携し、ステージⅢ相当の対策が必要

となる地域においては早期に強い措置を講じることとし、以下の対応を行って頂きたい。
④ Go To Travel事業の一時停止を行うこと。その際、今後の状況に応じて、当該地域からの出発分についても検討するこ

と。また、Go To Eat事業の運用見直しやイベントの開催制限の変更等も検討すること。

（12月11日提言）
【シナリオ２】感染高止まり地域
（１）延長・強化すべき対策
〇 イベント開催要件の厳格化（知事の判断）

【シナリオ３】 感染拡大継続地域
（１）強化すべき対策
○ イベント開催要件の厳格化（目安を国より通知）

３
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ステージⅢ相当の対策が必要とされている地域におけるイベント開催制限について（案）

分科会提言及び内閣官房提出資料では以下のとおり整理。
• イベント開催制限は、従前から、「全国的な感染拡大が発生した場合、収容率要件・人数上限の見直し等適切な対

応を行う」「地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断でより厳しい制限を課すことも可能」とされている。
• ステージⅢ相当の強い対策が必要な地域では、イベント開催制限の見直し等を検討すべきとされており、特に、12

月11日の分科会では、感染高止まり地域及び感染拡大継続地域におけるイベント開催要件の見直しを提言。シナリ
オ２では知事判断、シナリオ３では目安を国より通知することとされている。

• 11月25日の分科会では「大規模イベント開催に伴う人の往来等により、感染リスクが高まると判断する場合には、
ステージⅢ相当の対策が必要とされている地域で開催されるイベント等に対し、より厳しい制限の検討を促す」と
されている。

前提

今後の対応（案）
感染減少地域（※１）

国の目安で運用することを基本
（イベント制限を厳格化した場合は必要に応じ

制限を維持）

感染高止まり地域

国の目安、又は、都道府県知事
判断で厳格化の検討を促す（＊1）

国から都道府県知事に厳格化した
目安（＊2）を示し、適用を促す

制限の
目安 ＊１ 原則、収容率要件の変更は行わないが、基本的な感染防止策の徹底を促すほか、人数上限をどのように厳格化するか

等、イベント開催制限の具体的な方法は、各都道府県の感染状況や医療提供体制を考慮し、各都道府県の判断に委ねる
こととする。

＊２ ９月１８日以前のいずれかの段階での人数上限を目安に設定するよう求めることとする。

感染拡大継続地域

期間 • 営業時間短縮、外出・往来自粛要請等、各種対策と同一期間（対策が延長された場合はその期間延長
と合わせること）を基本とする。

経過措置
• 既にチケット販売されているイベントの既存販売分はキャンセルを求めず、目安の見直し後１週間後

を目途に、厳格化した目安を超える新規販売を自粛を求める。（新規開催については、新しい目安に
準拠することを求める。）

（※１）ステージⅡ以下の場合も、国の目安で運用することを基本とする。
（※２）引き続き、業種別ガイドラインの遵守徹底に向けて取組強化を図るとともに、更なる全国的な感染拡大やイベントでのクラスター

が発生した場合等には、感染状況を分析し、人数上限の見直し等適切な対応を行う。 ４
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（参考）これまでのイベント開催制限の変遷（イベント開催制限の段階的緩和）

(注) 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）。

時期 収容率 人数上限 備考

５月２５日～
６月１８日

屋内 50％以内 100人

(入退場管理できない催物)
• 6/1以降、地域の行事

（盆踊り等）は開催可
• 全国的・広域的な祭

り・花火大会等は慎重
に判断

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ 200人

６月１９日～
７月 ９日

屋内 50％以内 1000人
屋外 十分な間隔

＊できれば２ｍ 1000人

７月１０日～
９月１８日

屋内 50％以内 5000人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ 5000人

９月１９日～
当面１１月末

大声なし

100％以内（収容人数あり）
又は

密にならない程度の間隔（収容人数なし）
・クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、
芸能・演芸、公演・式典、展示会 等

収容人数10,000人超
⇒収容人数の50%

収容人数10,000人以下
⇒5,000人

上記整理を維持

大声あり

50％以内（収容人数あり）
又は

十分な人と人との間隔（１ｍ）（収容人数なし）
・ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、
公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベント

（注）食事を伴う催物は「大声あり」と同じ取扱い

時期 収容率 人数上限 備考
感染状況を見つつ、
来年２月末まで
維持

大声なし 現状維持
（※）飲食を伴うが発声のない催物（映画館等）は大声なしと取り扱う。 現状維持

上記整理を原則維持
• 入退場管理等ができる

花火大会、野外フェス
等は開催可能と明確化大声あり 現状維持

５
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AI等シミュレーション開発事業

AI等シミュレーション開発事業 進捗報告 サマリー
（Dec 2020）

23/12/2020 新型コロナウイルス感染症対策分科会

AI等シミュレーション開発チーム

• 本資料は、AI等シミュレーション開発事業における現時点での成果、今後の成果の想定等を示すものである。
 本資料の位置づけ

1

資料８
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AI等シミュレーション開発事業

目次

１．事業の全体像

２．感染シミュレーション、データ解析で分かってきたこと

（１）マルチエージェント等のシミュレーション

① 分かってきたこと

② 繁華街での感染防止策

③ 行動自粛の方策の検討

④ 第１，２，３波の感染推移のシミュレーションでの再現

（２）非接触技術等を用いた対策

① CO2濃度測定による三密回避

② 気体計測小型LIDARシステムの開発

３．第三次補正事業 AI等を活用した感染拡大の端緒の早期探知

2
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AI等シミュレーション開発事業

１．事業の全体像

Ⅰ 感染拡大シミュレーション
マクロな感染状況の予測・把握 / マクロな対策の効果分析

Ⅱ 飛沫拡散のシミュレーション Ⅲ ICTを活用した感染予防
１．これまで取り組んだこと（抜粋）

① 繁華街での感染防止
策の効果分析

繁華街での居酒屋、ナイトスポットが感染拡
大へ与える影響をシミュレーションして評価

12/17 AIアド
バイザリーボード
報告

②
様々な属性（コミュニ
ティ内と外など）の接触
削減の影響分析

様々な属性の接触削減の感染拡大に与える
効果をシミュレーションして評価

12/17 AIアド
バイザリーボード
報告

２．これから取り組むこと

① シミュレータ開発 パラメータを入れることにより陽性者数等の予
測が可能 新規

ミクロな感染防止対策の進化のための取組

１．これまで取り組んだこと（抜粋）

①
・マスク等の効果分析
・公共交通機関等の
飛沫・気流分析

マスク等の効果分析や、人が集まるところ、クラ
スターが発生している状況の飛沫・気流のシ
ミュレーション

随時
アップデート
(継続）

② CO2センサを活用した
換気策の効果分析

三密状況の測定、換気が必要になる状況を
可視化

12/17 AIアドバ
イザリーボード報告

③ LiDARシステムによる
飛沫拡散の可視化

システムの最適化・小型化と仮想飛沫のアク
サンの可視化等

12/17 AIアドバ
イザリーボード報告

※シミュレーションのテーマは、三次補正においても現実の感染状況等に応じて柔軟に追加

Ⅳ データ連携基盤の構築

① データの取得と連携 人出のデータ、医療機関等のデータを取得し、研究開発に活用 随時アップデート（継続）

② SNS投稿、Web検索ワードによる行動変容モニタリング SNS等のデータをAI等を用いて分析し、感染拡大を早期探知・予測 新規

③ 市中感染率の把握 市中におけるPCR（唾液、呼気検査等も含む）により、市中感染率の正確な把握 新規

Ⅴ 重症化を防ぐ医療体制の考察
感染後の対策（重症化阻止、重症者治療に係る取組

Ⅵ 感染の早期検知
１．これまで取り組んだこと、現在取り組んでいること（抜粋）

①
感染状況に応じた
必要な検査・医療
リソースの効果分析

各地域における感染状況からその後必要と
なる医療リソースを予測

12/17 AIアドバイザ
リーボード報告

① CTスキャンによる患者
のスクリーニング AIによる迅速・正確な画像診断の実現 12/17 AIアドバイザ

リーボード経過報告

※スーパーコンピュータ富岳を用いた飛沫・気流のシミュレーションは実需を踏まえて引き続き継続
※シミュレーションのテーマは、三次補正においても現実の感染状況等に応じて柔軟に追加

3
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AI等シミュレーション開発事業

4

• 「知らない人や最近会っていなかった人との接触を避ける」
• 「久しぶりに」、「たまには」、「今回は特別」の行動で新しい人との接触することを避ける
• Stay with your community
人の接触に関する複雑系ネットワークを有するであろう数学的特徴（冪乗則やSmall world network構造, HOTnet構造）からの知見
普段接している人の中で生活していれば、感染伝播は局在化し、大きくは広がらない。
行動性が高まり、その枠を超えると、局所的ネットワーク間の結合性が急速に高まり、クラスターが起きやすくなり、さらに行動性が高まるとクラスター
連鎖に至る。

普段会っている人のネットワーク 少し行動性が高い場合のネットワーク
小規模クラスターが発生

さらに行動性が高い場合のネットワーク
クラスター連鎖が発生

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ① 分かってきたこと
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AI等シミュレーション開発事業

評価結果

• 会社間で飲食 (A) 1.00倍
• 会社内で飲食 (B) 0.83倍
• 部署内で飲食 (C) 0.76倍
• 部署内で飲食4名制限(D) 0.74倍
• 部署内で飲食4名制限時短 (E) 0.70倍

5

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ② 繁華街での感染防止策

 営業時間を短くした飲食店において、同伴者を同一の会社の部署内の人4名に限定した場合、会社間での飲食をした場合と比較して0.7
倍まで感染者数を抑制する効果がある。

繁華街での感染者発生と飲食・接客対策の影響比較

 繁華街での居酒屋、ナイトスポットが感染拡大へ与える影響を個体ベースシミュレーションで評価
（クラスター発生事例を参考に、10000人の街のモデルを構築し、感染者拡大リスクを評価）

会社間（自社＋他社）の人たちと飲食をした場合に比べて、
自社内の人に限定すると0.83倍、部署内に限定すると0.76
倍まで、感染者数は減少する。

時短をした居酒屋で部署内に限定した飲食をすると、0.70倍
まで感染者数は減少する。

飲食の範囲を限定することは、ある程度効果がある。

A B C D E

提供：筑波大学

約1.5倍
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AI等シミュレーション開発事業
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6

（本事業のアウトプット）感染爆発の予防は、
①Stay with Community会う人を学校や職場などのコミュニティ内に限定すれば、行動自粛しなくても顕著な感染拡大はしない。ただし、通常生活の中
でコミュニティ外の人と接触機会が多い個人（Wが大きい人）が相当いると感染爆発を起こす可能性があるという結果。今後、大規模なシミュレーションによ
り自粛の効果検証予定。
②早い段階で個々人が行動自粛をやめてコミュニティ外との接触を増やすと、収束せずに感染者が継続して発生。

 スケールフリーネットワーク（SFN）を都市における時空間制約下に近づけた感染拡大モデル
（９月までの結果：本事業前の段階） （現状の結果：詳細について未発表）

各ノードにWの上限制約と、二次元距離の近
い人に会いやすい制約を追加しても、傾向は
同様 →各地点の人口データを連結できる

（現状の結果：詳細については未発表）
感染者数が減少した際、人々の自粛志向が弱まる(隣人に
会う確率をそれぞれ５％増)という設定をいれた結果→収
束せずに新規感染者が発生が持続（現在の発生状況に
近く今後の予測が困難。）

W

m0=4

m0=8

W=2m0

W=2m0

W ： 接触してしまう人
m0 ： 必要な接触相手
W－m0 ：必要ないのに接触してしまう人

全てのノード（人）に等しいW, m0の制約：
W-m0がm0を超えると感染爆発

PLOS ONEに以下URLで12/3発刊
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242766

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ③ 行動自粛の方策の検討 提供：東京大学

塗りつぶしは95%信頼区間
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AI等シミュレーション開発事業

都市や地方都市，離島といったクラスタを
またぐ感染が感染を拡大させる．

※ 行動係数が上昇し，γ値が下がる
→ クラスタ間での移動頻度が上昇

※感染ネットワークはスモールワールド構造

発症の高止まりは，発症者数が発生するペースと
回復するペースの動的平衡状態．
→行動係数が上昇し続けることで再現可能．
→人々の行動したいという欲求が上昇し続けているということ．

※α：自粛的政策， β：活動的政策
※行動係数は若年齢ほど高い

※人が感染リスクの高い行動をしてしまう頻度は冪乗則に従う．→ 「たまには」, 「久々の」 という時こそ自粛を！！

不安係数: 728
行動係数: 0.46
感染対策係数: 0.64

不安係数: 245
行動係数: 2.19
感染対策係数: 0.11

不安係数: 190
行動係数: 3.68
感染対策係数: 0.03

青 健常
赤 発症

緑 免疫で回復
オレンジ 潜伏期間

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ④ 第１，２，３波の感染推移のシミュレーションでの再現
提供：慶應大学、産業技術総合研究所

人のリスク的行動の頻度はべき乗則的

頻度

低リスク行動 高リスク行動

p(k) ∝ k-γ

γが小さくなると（不安が減
少、行動が活発化等）、高
リスク行動の頻度が高くなる

SNS上のキーワード等から高リスクな活動の度合等を推定。何が人の高リスク行動を変容させるか等の分析も含め、検討していく。

発 症 者 数
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AI等シミュレーション開発事業

8

２．（２）非接触技術等を用いた対策 ① CO2濃度測定による三密回避

 コロナの感染経路の一つである浮遊微粒子対策として、各シーン(オフィス、カラオケ等）でのCO2濃度を測定して、換気の目安を検討した。
 建築基準法で定める1,000 ppm以下にCO2濃度を抑えるため、①窓を開ける、②汚れた空気を排出するために、全館空調の空気取り込み

量を増やす、③人密度を減らす対策を施すことが有効である。
 ただし、個別事例で部屋の換気性能は異なるため、より安全に換気対策を施すにはCO2センサーを用いて室内のCO2濃度を常時測定することに

より、数値に基づく換気ができるようになる。

各シーンで観られる状況と必要な対策の目安

シーン
各シーンで観られる状況 必要な対策

人密度
[m2/人]

運動量
[METs]

CO2濃度
水準[ppm]

換気回数※

[/h] その他の対策

オフィスフロア 15 1.3 1,000 1.5 着座率を80%

会議室 15 1.3 1,000 4

デイケアサービス 4 2.5 600~1,000 6.4 間欠窓開け強化、常時換気

カラオケ 1 1.5 2,000 9.5 小部屋で3名まで、小声で歌い
手だけ歌う

食堂・レストラン 3 2 1,000 15

住宅・寝室 20 1 1,000 0.55 感染者が出た時点で対策

※ 定員一杯の状況で、1,000ppm以下に抑制するために求められる換気回数

デイケアサービスでのCO2測定の結果

提供：産業技術総合研究所
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AI等シミュレーション開発事業

２．（２）非接触技術等を用いた対策 ② 気体計測小型LIDARシステムの開発

小型LIDARの特徴

提供：理化学研究所

飛沫拡散の可視化（動画） 実飛沫の可視化を実証

散乱光検出の原理実証実験 仮想飛沫の可視化を実証

赤外光を用いた散乱光検出
高濃度仮想飛沫

赤外光＋波長特有の屈折現象
高濃度仮想飛沫

赤外光イメージングLIDAR

 レーザー、計測系及び模擬（仮想）粒子の散乱計測の原理実験を踏まえLIDARシステム小型化のためのデザインが完了しており、ライ
ダーシステム構築、固定散乱体を用いた性能評価実験等を実施している。

 仮想飛沫（微小粒子）の拡散の可視化と粒径依存性の基礎実験を実施しており、実飛沫の拡散の分光学的な可視化が実現している。

LIDARシステムの小型化デザイン
■ 半導体レーザー励起小型全固体／ファイバーレーザー総合システム
■ 赤外イメージングカメラの導入
■ 効率化観測のための反射ミラー、散乱体の利用

9
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AI等シミュレーション開発事業

AI等を用いたデータ解析によって感染症の流行・拡大を早期に検知
研究と実証と実用化を同時並行的に進める

SNS/Web情報 空港・駅、医療機関等から
の情報・症例

健康管理アプリ
の情報

各種調査等からの情報

市中における検査
による感染状況の把握

コロナ

咳

発熱

味覚

接触

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

公共機関等への
早期の情報提供
行動変容、体制
整備等に反映

自治体、医療機関
等による協議会

データ解析

内外の
研究機関等
との連携

アプリの普及

各種分析・AIシミュレーション・データ連携基盤等を活用

３．第三次補正事業 AI等を活用した感染拡大の端緒の早期探知

10
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〇調査方法：インターネット調査

〇回収数 ：10,128

〇調査期間：12月11日(金)～12月17日(木)

第２回 新型コロナウイルス感染症の影響下における

生活意識・行動の変化に関する調査

内閣府
政策統括官（経済社会システム担当）

資料９－１
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2

テレワーク実施状況
→５月時点と比べるとテレワーク実施割合はやや低下

＜働き方＞

17.8%

48.4% 42.8%

10.3%

27.7%
21.5%

8.1%

19.0%
14.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

昨年12月 5月 現在（12月）

東京都23区

全国

地方圏

就業者への質問
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3

テレワーク実施状況
→５月時点と比べるとテレワーク実施割合はやや低下

＜働き方＞ 就業者への質問

65.6%

35.2%

32.5%
29.0% 28.9%

25.6%
21.8%

17.6%
14.5% 17.0%

13.9%
11.1% 9.4% 4.8%

1.4%

21.5%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%
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）
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業
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、
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関
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全
体

昨年12月 5月 現在（12月）
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36.7%

88.0%

65.8%

17.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就業者全体

現在のテレワーク実施者

テレワーク中止者

（５月は実施）

テレワーク不実施者

（５月・１２月時点）

今後のテレワーク実施希望
→テレワーク実施中の就業者の約９割がテレワークの継続を希望
→テレワークをやめた就業者の約３分の２がテレワークの再開を希望

＜働き方＞

4

完全に
テレワークを希望

テレワーク中心で
定期的に出勤を希望

出勤中心で定期的に
テレワークを希望

不定期に
テレワーク利用を希望

就業者への質問
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5

本人年収別 現在（12月）のテレワーク実施状況
→年収の高い就業者はテレワーク実施率が高い傾向

＜働き方＞

12.7%

20.6%

27.9%

41.2%

51.0%

21.5%

87.3%

79.4%

72.1%

58.8%

49.0%

78.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上700万円未満

700万円以上1000万円未満

1000万円以上

全体

テレワークを実施している テレワークを実施していない
＜本人年収別＞

就業者への質問
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11.6%

12.9%

12.9%

10.0%

10.0%

12.4%

52.2%

62.5%

59.8%

57.6%

44.6%

29.8%

36.2%

24.7%

27.3%

32.4%

45.4%

57.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就業者全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

副業を実施中
副業に関心があるが、
行っていない

副業に関心が無く、
行っていない

副業の実施状況
→就業者の約１割が副業を実施、約５割が副業に関心

＜働き方＞

6

就業者への質問
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7

100 103.6 101.4
100

111.7
109.9

100

104.7

99.5

95

100

105

110

115

昨年12月 5月 現在（12月）
男性全体 テレワーク継続 テレワーク中止

男性の家事・育児時間の変化の推移（平均値）
→テレワークを継続している男性は家事・育児時間が増加

＜子育て＞ 子育て世帯への質問
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地方移住への関心
→東京圏在住者の約3割が地方移住に関心

＜地方＞

8

東京圏在住者への質問

全年齢 20歳代

2.6%

3.3%

4.2%

5.5%

8.0%

8.1%

17.0%

18.9%

19.2%

26.6%

24.6%

24.1%

48.4%

45.2%

44.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昨年12月

本年5月

現在(12月)

強い関心がある 関心がある やや関心がある

あまり関心がない 全く関心がない

3.5%

4.6%

5.9%

7.8%

10.6%

9.8%

20.8%

24.0%

24.6%

28.3%

23.7%

23.8%

39.7%

37.1%

35.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昨年12月

本年5月

現在(12月)

強い関心がある 関心がある やや関心がある

あまり関心がない 全く関心がない
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地方移住への関心が高まった理由
→テレワークを機に地方移住への関心が高まった人が約２割強

＜地方＞

9

東京圏在住者で地方移住に関心がある人への質問

28.8%

24.1%

17.9%

17.3%

15.5%

9.3%

8.8%

8.4%

6.2%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40%

人口密度が低く自然豊かな

環境に魅力を感じたため

テレワークによって地方でも

同様に働けると感じたため

ライフスタイルを都市部での仕事重視から、

地方での生活重視に変えたいため

感染症と関係ない理由

現住地の感染症リスクが気になるため

買物・教育・医療等がオンラインによって

同様にできると感じたため

感染症を契機に将来のライフプランを考え直したため

テレビやネット等で地方移住に関する

情報を見て興味を持ったため

感染症を契機に地元に帰りたいと感じたため

その他
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60.6%

2.4%

8.9%

12.2%

26.1%

0% 20% 40% 60%

具体的に行動していない

第1回調査以降に地方移住
（東京圏→東京圏以外）

移住に向けて家族と
具体的な相談をした

移住先での就職情報を調べた

移住先での住宅情報を調べた

＜地方＞

10

4.4% 13.5% 76.8% 1.6% 3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方移住への関心の変化（東京圏在住者）

＜参考＞
第１回調査の回答

本年５月以降の地方移住に向けた行動 地方移住にあたっての懸念

地方移住への関心（東京圏在住者）
→関心が高くなるものの、地方移住に向けた実行に課題

関心が高くなった 関心がやや高くなった

東京圏在住者への質問継続サンプル（パネルデータ）

第２回調査の回答（継続サンプルの回答）

18.8%

19.8%

26.0%

32.3%

49.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

移住資金の不足

まだ具体的に検討していない

人間関係や地域コミュニティ

買物や公共交通等の利便性

仕事や収入

※第１回調査で「関心が高くなった」と回答した人のうち、
第２回調査で「具体的に行動していない」と回答した人の回答

※第１回調査で「関心が高くなった」と回答した人の回答

第２回調査の回答（継続サンプルの回答）

関心が
やや低くなった

関心が
低くなった変わらない
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34.3%

47.5%

49.9%

38.1%

15.8%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳代

実施したい 実施したいものは無い わからない

ワーケーションの実施希望
→２０歳代の約５割が、ワーケーションを実施したいと回答

＜地方＞

11

就業者への質問

第19回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　132 / 218 ページ



大学生・大学院生の将来の進路希望の変化
→地方での就職志望が高まる。全国では約２割、地方圏では３割

＜地方＞

12

大学生・大学院生への質問

7.0%

4.3%

14.3%

12.3%

57.4%

62.3%

8.2%

7.6%

13.0%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国（第２回）

全国（第１回）

10.1%

6.4%

8.6%

4.7%

1.9%

0.9%

18.3%

14.8%

16.7%

16.4%

7.1%

5.5%

53.3%

63.8%

56.3%

56.6%

63.6%

64.7%

4.8%

3.3%

5.7%

6.6%

14.6%

14.4%

13.6%

11.7%

12.7%

15.6%

12.7%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏（第２回）

地方圏（第１回）

大阪・名古屋圏（第２回）

大阪・名古屋圏（第１回）

東京圏（第２回）

東京圏（第１回）

＜地域別＞

変わらない
東京圏での
就職志向が高まった

地方都市での
就職志向が高まった

地方（都市部以外）での
就職志向が高まった

わからない
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オンライン授業を

受講していない学生

オンライン授業を

受講している学生

高まった 概ね変化無い 低下した

大学生・院生の学習意欲
→オンライン授業を受講する学生の方が、学習意欲が高まる傾向

＜学び＞

13

やや高まった やや低下した

わからない

33.7％

23.3％

＜オンライン授業の受講状況＞

オンライン授業の受講状況別の学生の学習意欲の変化

大学生・大学院生への質問
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20.0%

34.9%

25.3%

25.4%

14.3%

13.4%

22.1%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学生等

全体

＜年末年始＞

決めていない
帰省予定

(他の都道府県)
帰省予定

(同一都道府県)
帰省しない(例年通り)

帰省しない(例年は帰省する)

年末年始の帰省の予定
→大学生等は、帰省する割合が高い

14

全員への質問
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33.1%

40.5%

27.1%

31.5%

17.7%

16.6%

12.9%

6.8%

5.6%

3.1%

3.6%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学生等

全体

＜年末年始＞

忘年会・新年会等の会食の予定
→約４割が例年は行く会食を取りやめ

決めていない

行く予定がある
（昨年の半分以下）

行く予定はない（例年通り）行く予定はない(例年は行く)

行く予定がある
（昨年より少し少ない）

行く予定がある
（昨年と同程度かそれ以上）

忘年会・新年会等の会食の予定はあるか

15

33.1%

38.6%

46.1%

43.1%

15.6%

10.9%

5.2%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学生等

全体

５人以上10人未満 10人以上 決めていない４人以下

忘年会や新年会等の会食時の平均的な人数

全員への質問

＜年末年始に会食に行く予定がある人への質問＞
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16.2%

13.2%

65.6%

67.1%

13.6%

14.1%

4.5%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学生等

全体

＜年末年始＞

忘年会・新年会等の会食
→約５割がアクリル板の設置されてる店の方が良いと回答

＜年末年始に会食に行く予定がある人への質問＞

16

忘年会や新年会等の会食におけるマスク着用

食事中も、会話時にはマスクを着用
食事中はマスクを着用しないが、

席を外す時にはマスクを着用
着用しない わからない

10.4%

11.1%

42.2%

40.1%

39.0%

40.5%

8.4%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学生等

全体

出来れば設置されている方が良い アクリル板の有無は気にしない わからない設置されている店を選ぶ

忘年会や新年会等の会食において、アクリル板が設置された店を選ぶかどうか

全員への質問
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Webアンケート
（令和２年12月実施）から

内閣官房
新型コロナウイルス感染症対策推進室

17

資料９－２
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（注）帰省するかどうか決めていない132名を除く868名のうち、「帰省の予定はない」と回答した者が762名（87.8%） 19
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（注）初詣に行くかどうか決めていない273名を除く727名のうち、「初詣に行く予定はない」と回答した者が553名（76.1%）
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マスク着用率の推移（2020年１月～12月）
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公共交通機関内

スーパー/コンビニ等商業施設内

屋外

（注）内閣官房調べ（N = 1000）。１～９月は10月末時点調査、10・11月は12月上旬調査、12月は12月下旬調査 21
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接触確認アプリの改善状況と
更なる利用促進の方向性

2020年12月23日
厚生労働省・内閣官房

資料10
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接触確認アプリの改善状況
（報告）

1
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 6月19日 接触確認アプリ（COCOA）を試行版としてリリース
▶バージョン1.0.0

▶バージョン1.1.1

▶バージョン1.1.2

▶バージョン1.1.3

▶バージョン1.1.4

 6月30日iOS版、7月1日Android版をリリース。
 任意の番号を陽性者の登録画面に処理番号として入力した場合

に「完了しました」という表示が出る問題等を修正。

 9月24日iOS版、9月28日Android版をリリース。
 陽性者との接触があった旨のプッシュ通知が想定よりも広範に表

示されていることが判明したため、接触確認アプリに陽性者との接
触があった旨の表示と整合的に行うようプログラムを修正。

 9月8日iOS版、9月9日Android版をリリース。
 接触の検知精度の適正化を図るため内部処理を改良。

 7月13日iOS版、7月14日Android版をリリース。
 接触確認アプリに陽性者として登録を行う際、正しい処理番号を

入力しても登録することができない事象を解消。

接触確認アプリの機能面・運用面の改善状況

▶バージョン1.1.5
 11月5日iOS版、Android版をリリース。
 季節性インフルエンザ流行に備えた各自治体の体制整備の状況に

応じて、適切な相談先を速やかにご案内できるよう画面遷移を修
正。

▶バージョン1.2.0
 12月3日iOS版、Android版をリリース。
 利用者が本アプリの不具合を感じた際に、利用者本人の同意・協

力のもとで、不具合の調査に役立つ動作情報を送信いただける機
能を追加。

▶バージョン1.2.1
 12月15日iOS版、Android版をリリース。
 保健所による積極的疫学調査との整合性を図る観点から、陽性

者との接触の可能性について本アプリで通知を行う対象期間を、
保健所が行う積極的疫学調査において濃厚接触者の探索を行
う期間にあわせる改修等を実施。

 アップデートにより、不具合の解消や、保健所による積極的疫学調査との整合性を図るための機能改善等を実施。
 ヘルプデスクで受け付ける利用者からの受信メール数は、約37,000件/月（8月）から約1,800件/月（11月）に
減少。

 陽性者との接触について通知を受け取った者を速やかに検査につなぐことや、アプリへの陽性登録を促進することを目的と
した運用面の改善も実施。

▶事務連絡（※１）
 8月21日事務連絡
 本アプリで通知を受けた者に対して検査を行う場合は、症状の有

無や濃厚接触者に該当するか否かに関わらず、行政検査として取
り扱うことを明確化。

▶事務連絡（※２）
 12月16日事務連絡
 保健所による積極的疫学調査を補完する手段として本アプリが

有効であることから、陽性者が本アプリを利用している場合は、本ア
プリへの陽性登録は本人同意に基づくものであることを踏まえつつ、
陽性登録を行うよう促すよう再周知。

※1:「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）で通知を受けた者に対する行政検査等につい
て」（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）

※2:「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の陽性者登録のお願いについて（再周知）」
（同上）

【参考１】

【参考２】

【参考３】

2
第19回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　145 / 218 ページ



【接触確認アプリ ver.1.2.0】 動作情報送信機能のご案内
○ 接触確認アプリは、高い透明性のもと、「みんなで作るアプリ」です。
○ 利用者が不具合を感じた際に、不具合の調査に役立つ動作情報を送信できる機能ができました。
○ 調査結果は利用者への解決策のご案内やアプリの改善に役立てます。利用者の皆様のご協力をお願いします。

①引き続き電話番号やメールアドレスなどの個人を識別可能な情報や位置情報を取得することはありません。
②送信する動作情報を、事前に利用者本人が確認出来ます。
③動作情報は、利用者本人が同意して初めて送信されます。

ポイント

手順
❹

❶ カスタマーサポートに
不具合内容を送信

❷ 動作情報の送信へ
(同意画面へ移動)

❸ 動作情報の送信に
ついての詳細に同意
し、送信

❹ 手順❶・❸で送信し
たものを紐づける動
作情報IDを送信

※動作情報IDとは、❶の不具合
内容と❸の動作情報を紐づけ
るために、動作情報に振り出さ
れる記号です。

※調査を行っても解決策のご案
内ができない場合もありますの
で予めご了承ください。

※手順❶を飛ばして、手順❷以
降に進んだ場合には、解決策
のご案内をいたしかねます。

NEW

❷
ポイント

❸
ポイント手順

❸

❶
ポイント

操作手順

手順
❷

メールアプリが起動。
メール文に動作情報IDが記載さ
れておりますので、そのまま送信
ボタンを押してください。
※動作情報IDを控えたり、メー
ル文に入力していただく必要
はありません。

手順
❶

令和２年12月3日
厚生労働省報道発表資料

【参考１】

3
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【接触確認アプリ ver.1.2.1】 接触通知の対象範囲の変更のご案内

変更のポイント
• 保健所による積極的疫学調査との整合性を図るための修正です。
• 陽性者との接触の可能性について接触確認アプリで通知を行う対象期間
を、保健所が行う積極的疫学調査において濃厚接触者の探索を行う期
間にあわせました。

4

NEW
❶

※ 入力された発症日又は検査日の日付にかかわらず、陽性登録から遡って14日間より前の接触について
通知されることはありません。

※ これまでは陽性登録から遡って14日間の接触の可能性について通知していましたが、アップデートにより、
陽性となった利用者が入力した発症日又は検査日の約２日前以降に接触の可能性のある利用者に通
知するようになります。

※ 入力された症状の有無や、発症日・検査日を、厚生労働省が取得したり、他の利用者に通知されたり
することはありません。

「陽性情報の登録」

①症状の有無を入力してください。

②症状が始まった最初の日を入力してください。
（症状「ない」を選択した場合は、検査日を入力してください。）
※この日を起点に、保健所が行う積極的疫学調査と整合的な期間における
接触について通知します。

③処理番号を入力して登録してください。

NEW
➋

❸

令和２年12月15日
厚生労働省報道発表資料（一部修正）【参考２】
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課題・背景

積極的疫学調査における接触確認アプリの有効活用

【対応】積極的疫学調査における接触確認アプリの有効活用

 保健所による接触者の探索による調査は、主に当該陽性者からの行動歴等の聞き取りに基づいて行われているが、
場合によっては陽性者が接触した自覚のない接触者や、連絡先を把握できない接触者がいることもある。（例：不
特定多数の者が参加するイベントへの参加、接待を伴う飲食店の利用 等）

 接触確認アプリは、陽性となった利用者が同アプリに登録することにより、①陽性者と濃厚接触した可能性がある者へ
注意喚起をすること、②陽性者と濃厚接触した可能性のある者を迅速に検査につなげること、が期待される。

 接触確認アプリのダウンロード件数は12月9日時点で約2,137万件、陽性登録件数は3,936件となっており、活
用が広がりつつある（参考１）。

 保健所に対しては、処理番号の発行手順を周知し（参考２）、陽性登録の呼びかけを行っていただいているところである
が、感染が拡大する局面において①の役割をより促進する必要がある。

 陽性者との窓口となる全国の保健所のご理解・ご協力のもと、陽性登録を促進するため、上記①の効果について、以
下のように考え方を整理の上、周知してはどうか。
⇒周知については、事務連絡による周知に加え、積極的疫学調査実施要領上の位置づけを想定
 接触確認アプリの利用者が陽性となった場合に、当該陽性者の同意に基づき接触確認アプリに登録を行うこと
により、陽性者と接触した可能性のある接触確認アプリ利用者に通知が行われ（※）、陽性者が接触したと認
識していない接触者等を効率的かつ速やかに把握することにつながる可能性もある（※※）。
※保健所による積極的疫学調査との整合性を図る観点から、陽性者との接触の可能性について接触確認アプリで通知を行う対象期間を、保健所が行う積極的疫学調査
において濃厚接触者の探索を行う期間にあわせる改修を12月中に予定。

※※ただし、通知を受け取った本人が接触確認アプリに表示される連絡先に相談しない限り、保健所を含む行政機関が接触の有無を把握することができない、仮に通知を受
け取った本人が保健所等に相談をしたとしても、保健所等はどの陽性者との接触があったのかや接触時のマスク着用・会話の有無等を把握できない等、保健所による積極
的疫学調査と比べて、接触確認アプリの活用による接触者の把握には一定の制約がある。

 このため、保健所による積極的疫学調査を補完する手段として接触確認アプリが有効であることから、陽性者
が接触確認アプリを利用している場合は、接触確認アプリへの陽性登録は本人同意に基づくものであることを踏
まえつつ、陽性登録を行うよう促す（※）。
※ 陽性登録にあたっては、HER-SYSによる処理番号の発行が必要。

5

令和２年12月10日 厚生労働省
第17回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
提出資料

【参考３】
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今後の課題と対応の方向性（案）

6
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 関係省庁・団体と連携し、接触確認アプリの利用促進を実施してきたが、新規ダウンロード件数は逓減傾向にある。
 接触確認アプリには、保健所による積極的疫学調査を補完する役割が期待されており、感染が拡大する局面におい
ては特に重要性が高まる。

接触確認アプリの今後の課題：更なる利用促進

現状
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（万件）

（１）業界等による感染拡大防止ガイドラインへの記載（例）
 従業員へのCOCOA利用の呼びかけ（例：日本経済団体連合会「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」）
 入場時に、COCOAまたは各地域の通知サービスの事前インストールと入場前後における稼働の呼びかけや掲示（例：東日本遊園地協

会・西日本遊園地協会・賛同企業「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」）
 上映中もCOCOAを稼働可能にするため、スマートフォンをOffにするのではなく、マナーモードに設定する旨を周知するよう努める（例：全

国興行生活衛生同業組合連合会「映画館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」）
（２）個別の企業・地方公共団体等による取組（例）

 インフルエンザの予防接種費用の助成を契機としてCOCOAのインストールを呼びかけ（例：福岡市）
 キャンパス入構時に求める対応の選択肢の一つとしてCOCOAのインストールを提示（例：同志社大学）
 スマートフォンユーザーに対し、COCOAのインストールを呼びかけるメールを配信（NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク）
 COCOAのインストールを呼びかけるWeb広告を掲載（Yahoo!Japan、Google検索広告、Shufoo!特設コンテンツ）

（参考）利用促進のためのこれまでの取組（例）

1週間の新規ダウンロード件数の推移

通信事業者による
メール配信
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8

接触確認アプリの更なる利用促進のための方向性（案）

①業界団体等による感染拡大防止ガイドラインへの追記等の呼びかけ
 以下のような感染リスクが高まる場面が生じやすい業界や、接触確認アプリの効果が出やすいと思われる業界・企業等
を中心に幅広く、感染拡大防止ガイドラインへの追記や店舗・イベント会場等におけるインストールのお願い等への更な
る積極的な協力の呼びかけを行ってはどうか。

• 感染リスクが高まる「５つの場面」が生じやすい場
• 不特定多数の者が出入りするなど、呼びかけの効果が高いと思われる場
• スマートフォンに関する情報提供をしやすい場

 業界・企業等による接触確認アプリの利用勧奨等については、以下の点に留意することとしてはどうか。
• 店舗等において、接触確認アプリの利用の呼びかけを行うとともに、可能な場合には入店・来場時等に利用状
況の確認を行うこと

• 接触確認アプリ以外の通知サービス等についても利用を呼びかける場合は、接触確認アプリを選択肢として提示
するのではなく、接触確認アプリ及びその他の通知サービスの両方の利用を呼びかけること

• 接触確認アプリの稼働の支障にならないよう、スマートフォンの電源やBluetoothを切るのではなく、マナーモード
に設定するよう呼びかけること

• スマートフォンを取り扱う店舗においては、接触確認アプリのインストール方法についてビラ配布や案内を行うこと

②接触確認アプリの利用によるメリットの積極的発信
 接触確認アプリで陽性者との接触の可能性について通知を受け取ったことを契機として検査を受診し、感染を早期に
発見するとともに更なる感染拡大防止につながった事例について情報収集し、SNS等による発信を行ってはどうか。
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新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言 

 

現在、全国各地で新型コロナウイルス感染症が再拡大し、全国の１日の新規

感染者数が最多を更新するなど、依然として感染拡大が止まらず、医療がひっ

迫する深刻な地域も生じている。 

このため、我々４７人の知事は、感染拡大地域、感染が落ち着いている地域

それぞれが役割を果たしながら実効性ある対策を行い、国民・政府とともに何

としてもこれ以上の爆発的な感染拡大を防ぐよう全力を尽くす決意である。 

ついては、政府におかれても、下記の項目について対処されるよう提言す

る。 

 

１．Go To キャンペーン事業について 

〇 Go To トラベル事業の全国一斉停止が目指すものは、本来は人々の往来や接

触機会を減らすことにあり、年末年始に向けて、国として感染拡大地域とそれ

以外の地域との往来についての考え方を示すとともに、オンライン帰省の促

進や「新しい旅のエチケット」を弾力的に見直すなど、根本的に感染を抑制す

るための対策を早急に実行すること。 

〇 今般の年末年始における Go To トラベル事業等の全国一斉停止は、年末年

始を静かに過ごすことで感染拡大を封じ込めるという予防的な措置として総

理が決断されたものであり、我々としても協力していきたい。他方で、事業者

や利用者の間で混乱も見られることから、今後はできるだけ早期に方針を示

すとともに、事業の停止・再開について、感染状況のステージ判断との関連も

含めて運用方針を明らかにすること。併せて、緊急事態宣言の判断についても、

地方と相談の上、その方針について明らかにすること。 

○ １月 12 日以降の取扱いについて、可能な限り早期に対応方針を示すととも

に、Go To キャンペーン事業が地域経済に与える効果が大きいことから、各都

道府県知事の意見も踏まえた上で、感染が落ち着いている地域から順次再開

するなど柔軟な対応を行うこと。併せて、政府においても Go To キャンペー

ン事業の利用者に対する感染防止対策の周知・徹底を図る取組を行うこと。 

○ Go To トラベル事業の一斉停止は、宿泊施設、観光事業者だけでなく幅広い

産業に影響が及ぶため、事業者への支援を手厚く行うとともに、キャンセル料

の支援が交通事業者や土産物店等にも及ぶよう、旅行業者等への指導を行う

とともに、早期に事業者に対して実施する救済措置の内容を公表すること。ま

た、12 月 28 日から１月 11 日の期間以外も含め、関連する事業者への十分な
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支援を行うことに加え、今後の Go To トラベル事業について、期間の延長や

ビジネス旅行・ワーケーションへの適用検討など振興策を検討すること。併せ

て、地域独自の観光支援措置についても、新型コロナウイルス感染症地方創生

臨時交付金などで支援すること。 

○ Go To イート事業については、年末年始の食事券の新規販売停止や既に発

効された食事券・ポイントの利用自粛要請を改めて検討するよう依頼をされ

たところであるが、最終的には都道府県知事の判断とされていることも踏ま

え、地域の感染状況を踏まえた柔軟な対応ができるようにすること。 

 

２．特措法・感染症法等の改正について 

〇 事業者への休業や営業時間短縮要請の実効性を担保するため、要請に対す

る遵守義務や、違反した場合の罰則、営業停止処分、営業補償に資する協力金

制度、差別・偏見防止等の措置について、緊急事態宣言が発出される以前でも

必要な対策がとれるようにすることも含め、特措法等の改正の検討を早期に

進めること。 

〇 感染症法についても、保健所による積極的疫学調査や健康観察、入院勧告に

対する遵守義務の規定、宿泊施設や自宅での療養の法的根拠の規定、都道府県

と保健所設置市との情報共有の規定等、感染拡大防止策の実効性を高める改

正を早期に行うこと。 

 

３．医療提供体制や医療従事者の処遇改善について 

〇 第３次補正における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額

や小児科等の診療報酬上の措置に関しては、深く感謝申し上げる。他方で、医

療がひっ迫する厳しい状況の中で新型コロナウイルス感染症患者の治療の現

場を支える医療従事者に報いるため、慰労金の追加給付や対象期間の延長、支

給対象の拡大等処遇改善を図ること。併せて、各地域で行われている医療機関

への患者受入れ協力金等の対策についても、緊急包括支援交付金で適切に支

援すること。 

○ 12 月 14 日以降に重点医療機関に派遣する医師や看護師等への処遇改善の

ため、交付金の補助上限額が倍増されたが、クラスター発生時など、重点医療

機関以外の医療機関に新型コロナウイルス感染症対応のため派遣されるケー

スもあることから、宿泊療養施設や社会福祉施設に派遣される医療従事者も

含め当該措置の対象を拡大するとともに、派遣に係る財源措置の拡充を図る

こと。また、重点医療機関の施設要件について、病棟単位ではなくフロア単位
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とするなど弾力的な運用を認めること。 

○ 医療機関・薬局等の感染拡大防止対策や診療体制確保等のため、清掃・消毒・

リネン交換等の委託経費も交付金の対象とされたが、この措置が実効性ある

ものとするためにも、国において業界団体等と連携して清掃作業等を担える

事業者の育成支援を行うとともに、清掃業者等における感染防止対策の研修

など関連する経費も対象とするなど、柔軟な対応をとること。 

○ 多くの医療機関で新型コロナウイルス感染症患者の受入れの有無にかかわ

らず厳しい経営状況にあることから、医療機関の経営悪化へ歯止めをかける

よう引き続き戦略的かつ継続的に対処すること。加えて、薬局、健診機関、介

護・福祉サービス、あん摩マッサージ・鍼灸・柔道整復師等の事業所等につい

ても、処方箋受付の減少や利用控えなどにより経営上困難な状況であること

から、経営安定化のための財政支援等についても、新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金の拡充等を図ること。 

○ 診療・検査医療機関の拡充を図るため、新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金におけるスタッフに対する危険手当の創設やスタッフの感染時の

休業補償、事務職員を含む労災給付上乗せ補償の保険料支援を行うこと。 

○ 感染拡大地域への看護師の応援派遣について、日本看護協会による調整の

枠組みが設けられたことは評価するが、いかなる状況にも対応できるよう、国

において総合調整をしっかりと行うとともに、その他の感染拡大地域支援も

含め自衛隊の活用について機動的に実施すること。 

 

４．ワクチン接種及び保健所機能の確保について 

〇 ワクチン接種について、国産ワクチン製造を支援するとともに、市町村や医

療機関等が連携して円滑かつ迅速に実施することができるよう、副反応や優

先接種等を速やかに明確化し、現場と具体的な情報共有を行い、国民への周知

を図るとともに、自治体窓口等への支援を行うこと。 

○ 優先接種の対象については、医療従事者及び積極的疫学調査や宿泊療養施

設の運営に携わる職員に加えて、新型コロナ対応に携わる人が幅広く対象と

なるよう検討し、予防接種法に基づき都道府県で弾力的に接種対象を認める

運用とすること。 

○ 医療現場の負担を減らすためにも根本的に感染者数を抑制することが必要

であり、積極的疫学調査や入院勧告などの重要な機能を保健所が円滑に行う

ことができるよう、国としても保健師の派遣や育成も含めた体制の充実・確保

を図ること。 
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○ 検査体制の充実について、検査技師等の人材育成を図ることも含め、必要な

体制の確保を図るとともに、幅広い検査により感染抑制につなげる各地域の

積極的検査を支援すること。 

 

５．休業・営業時間短縮要請及び経済雇用対策について 

〇 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金に関して、「協力要請推進枠」

の年末年始における協力金の額の引上げ、日数上限の撤廃等の運用拡大につ

いて、全国知事会からの要望を踏まえたご対応をいただき、感謝申し上げる。

引き続き、各都道府県知事の意見も踏まえつつ、迅速かつ弾力的な運用を行う

とともに、１月 12 日以降の協力金の額の引上げ継続や、20％の地方負担に係

る通常分の交付金の確実な措置や迅速な交付をお願いしたい。併せて、事業者

や国民の協力・理解を得るためにも、営業時間短縮要請による感染拡大防止効

果を明らかにし、密にならない人数とする制限も含め、わかりやすく説明を行

うこと。 

○ 直接休業要請の対象にならない業種においても、休業や営業時間短縮の影

響が及んでいるとともに、Go To キャンペーンの全国一斉停止もあいまって、

幅広い業種が厳しい状況に置かれていることから、第３次補正予算に計上さ

れた中小企業等事業再構築促進事業や中小企業生産性革命推進事業について

は、多くの事業者が活用できるよう柔軟な対応をとるとともに、持続化給付金

や家賃支援給付金の再度の支給や要件緩和、制度融資の融資限度額 4 千万円

の引上げ等の支援を行うこと。 

○ 雇用情勢が厳しさを増していることを踏まえ、雇用調整助成金については

新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれるまでの間、特例措置を延長す

るとともに、基金を活用した「緊急雇用創出事業」を早期に創設すること。 

○ 今後も引き続き経済情勢を踏まえて機動的に雇用創出・消費喚起対策や総

需要対策を行うとともに、生産性向上や新たな付加価値創出、産業の国内回帰

等に対する予算措置を、地域独自の対策の支援も含め、十分に講じること。 

 

６．水際対策等について 

〇 現在、都道府県が行っている入国者・帰国者に対する健康観察については、

対象人数の多さ、連絡の取りづらさ等から新型コロナウイルス感染症対策の

要である保健所の負担につながっているため、入国者・帰国者に対する健康観

察については、国の責任において行うなど、水際対策に係る地方自治体の負担

を軽減するとともに、入国時検査が不要である感染症危険情報レベル２の国
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等からの入国の場合も含め、入国者・帰国者に関する情報を都道府県と共有す

ること。 

○ クリスマスや年末年始のホリデーシーズンを迎えることから、在住外国人

に対して改めて感染対策を呼びかけるとともに、在住外国人を雇用する派遣

事業者や派遣先についても業種別ガイドラインを策定するなど、感染防止対

策を徹底すること。 

 

７．誰ひとり取り残さない社会の構築について 

〇 感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者、更には他の都道府県からの

来訪者や外国人等に対するデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、人物の

特定などの人権が脅かされることのないよう、国においても人権を守る対策

を強力に講じること。 

  また、地方の相談窓口の設置やネット監視業務等に対する財政支援を行う

とともに、国において感染者情報等の統一的な公表基準を定めること。 

○ 子どもの貧困や児童虐待の潜在化などを踏まえ、子ども食堂をはじめ地域

で子育て支援を行う団体への支援を強化するとともに、ひとり親への継続的

な支援や、大学生の経済的負担の軽減や再び就職氷河期世代を生み出さない

ための対策を講じるなど、将来世代等を応援するための対策を行うこと。 

○ 大学入試や就職の際に必要となる各種の国家試験について、感染が確認さ

れた場合等においても受験機会が最大限確保されるよう、国において関係機

関への支援を行うなど環境整備を図ること。 

 

令和２年１２月２０日 

 

       全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部 

 本部長        徳島県知事   飯泉 嘉門 

 本部長代行・副本部長 鳥取県知事   平井 伸治 

 副本部長       京都府知事   西脇 隆俊 

 副本部長       神奈川県知事  黒岩 祐治 

本部員        ４３都道府県知事   
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【別添】 
 

 

法律改正が必要と考えられる事項 
 

 

・休業や営業時間短縮の要請・指示に対する遵守義務及び違反した場合の罰則の 

明記（特措法第 45条関係） 

 

・食品衛生法に準じた行政処分（食中毒発生時の営業停止処分・店名公表）の明記

（特措法関係） 

 

・休業や営業時間短縮の要請・指示を受け入れた事業者に対する支援措置   

（特措法第 60条関係） 

 

・積極的疫学調査への協力義務の明記（感染症法第 15条関係） 

 

・宿泊施設における療養の法定化（感染症法第 19条・第 20条関係） 

 

・陽性者及びクラスターが発生した施設等に係る情報公開の根拠規定の明確化 

（感染症法第 16条関係） 

 

・感染症に関する情報の都道府県への集約化に係る法的根拠の明確化 

（感染症法第 15条，第 16条，特措法第 24条関係） 

 

・新型コロナウイルス感染症の患者や医療従事者、他県からの来訪者、外国人等に

対する偏見・差別行為・デマ等の排除及びこれらの行為を受けた人への支援措置

（特措法及び感染症法関係） 

 

参考資料：全国知事会「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言（11月 5日）」抜粋 
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「ご自身」と「大切な人」と「ふるさと」を守るために 

～  年末年始の過ごし方  ～ 
 

年末年始の時期を迎えましたが、全国の新型コロナ感染者の発生数は依然として高い水準で

推移しており、医療がひっ迫する深刻な地域も生じるなど、感染拡大の勢いが止まらない状況

となっています。 

このような困難な状況の中、我々都道府県知事は、お互いの成功事例を参考にしながら知恵

を絞り、最善の保健医療行政を展開して参りますが、国民の皆様におかれましては、感染拡大

防止に向けた格別のご協力をお願い申し上げます。 

本来であれば、一年を締めくくり、また、新しい年を迎え、大切なご家族や友人と     

「ふるさと」で穏やかに過ごす期間ですが、今が肝心な時です。力を合わせて感染拡大

を防ぎ、「ご自身」・「大切な人」・「ふるさと」を守りましょう。 

 

〇マスクなどで予防を徹底し、年末年始は静かに過ごしましょう！ 

ウイルスは親しい間柄こそ狙い撃ちして感染を広げます。人が集まることの多い時期です

が、家族や友人との間でもマスクをしたり、こまめな手洗いをするなど予防を徹底し、初詣

も含め、「三密」を避け、移動時期も分散し混雑を避けるほか、普段顔を合わせない人との会

食を控えるなど、年末年始は静かに過ごしましょう。 

〇帰省や旅行によって感染を広げないように慎重に行動しましょう！ 

居住地や行き先の都道府県が出しているメッセージや感染状況を確認し、特に感染が拡大

している地域とそれ以外の地域との間の帰省や旅行については、今一度必要性について   

ご家族などと相談し、今回は控えることも含め、慎重に行動しましょう。 

その上で、お出かけされる際には、感染防止対策をしっかり講じるとともに、接触確認  

アプリ「ＣＯＣＯＡ」を利用し、また、帰省先や旅行先で感染・発病した場合は、感染拡大

防止のためにその地域の保健医療当局に協力してください。 

全国知事会では、各都道府県のメッセージを取りまとめていますので参考にしてください。 

（www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/shingatakoronauirusukinkyutaisakukaigi/

reiwa2nendo/1608276290289.html） 

〇会食の際は飛まつ感染リスクに十分注意しましょう！ 

会食の際の飛まつによる感染やクラスターの発生が、現在全国で多発しています。深酒や

大騒ぎは避け、会食の場でも会話時はマスクを着用するほか、「少人数」、「短時間」、「斜め向

かい席」などの工夫を行い、ガイドラインを遵守したお店を選ぶなど、感染リスクに十分注

意し賢く楽しみましょう。 

〇新型コロナ感染症に関する偏見・差別は絶対にやめましょう！ 

感染者自身のほか、感染者が発生した団体に属する人、県外から帰省された方等に対する

誹謗中傷や差別はあってはならないことであり、さらにＳＮＳやうわさ話などデマによるい

われのない偏見や差別につながるような行為は絶対に行わないようにしましょう。 

 

令和２年１２月２０日 

                               全 国 知 事 会 
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（１）感染の状況（疫学的状況） （２）①医療提供体制（療養状況）
A B C D E F G H I J K L

時点 2019.10 ~12/21(1W) ~12/21(1W) ~12/14(1W) ~12/11(1W) 12/15 12/15 12/8 12/8 12/15 12/8

単位 千人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

北海道 5,250 847 16.13 1297 0.65 27% 992 34 998 26 452 514
青森県 1,246 16 1.28 32 0.50 21% 35 2 32 2 11 17
岩手県 1,227 30 2.44 86 0.35 10% 87 3 53 4 29 2
宮城県 2,306 238 10.32 224 1.06 40% 88 3 63 3 86 36
秋田県 966 1 0.10 4 0.25 100% 3 0 1 0 1 1
山形県 1,078 59 5.47 88 0.67 10% 94 1 56 1 22 0
福島県 1,846 132 7.15 81 1.63 23% 125 3 63 5 9 1
茨城県 2,860 137 4.79 168 0.82 33% 150 13 180 17 62 49
栃木県 1,934 159 8.22 115 1.38 28% 123 11 144 10 14 5
群馬県 1,942 267 13.75 282 0.95 35% 167 4 165 7 89 82
埼玉県 7,350 1,254 17.06 1133 1.11 39% 639 42 657 26 212 235
千葉県 6,259 907 14.49 752 1.21 47% 324 13 332 15 247 181
東京都 13,921 4,308 30.95 3527 1.22 57% 1,987 332 1,851 275 938 804
神奈川県 9,198 1,869 20.32 1471 1.27 53% 453 56 436 65 322 225
新潟県 2,223 35 1.57 49 0.71 13% 65 0 71 0 7 2
富山県 1,044 20 1.92 13 1.54 78% 15 1 6 0 0 0
石川県 1,138 51 4.48 42 1.21 56% 53 0 30 0 2 1
福井県 768 5 0.65 10 0.50 0% 16 2 17 2 0 0
山梨県 811 34 4.19 25 1.36 30% 40 1 77 0 4 14
長野県 2,049 73 3.56 154 0.47 17% 161 6 118 4 22 16
岐阜県 1,987 239 12.03 249 0.96 28% 287 5 247 1 83 37
静岡県 3,644 174 4.77 227 0.77 39% 176 16 164 13 45 44
愛知県 7,552 1,403 18.58 1383 1.01 44% 513 35 423 28 275 262
三重県 1,781 79 4.44 115 0.69 13% 180 5 167 6 9 8
滋賀県 1,414 75 5.30 43 1.74 34% 54 2 50 4 17 11
京都府 2,583 522 20.21 423 1.23 39% 170 16 143 16 91 62
大阪府 8,809 2,103 23.87 2379 0.88 53% 975 219 796 212 791 694
兵庫県 5,466 846 15.48 861 0.98 54% 477 43 462 41 247 292
奈良県 1,330 171 12.86 175 0.98 48% 161 9 187 6 68 62
和歌山県 925 25 2.70 50 0.50 14% 67 3 71 1 0 0
鳥取県 556 2 0.36 3 0.67 33% 9 0 8 0 0 0
島根県 674 13 1.93 10 1.30 25% 16 1 11 0 0 0
岡山県 1,890 306 16.19 139 2.20 65% 144 3 83 0 28 24
広島県 2,804 655 23.36 596 1.10 51% 196 13 186 6 66 77
山口県 1,358 31 2.28 23 1.35 17% 45 5 51 3 1 2
徳島県 728 5 0.69 2 2.50 0% 3 0 6 1 0 0
香川県 956 9 0.94 25 0.36 8% 23 0 31 0 18 6
愛媛県 1,339 15 1.12 11 1.36 29% 43 2 51 2 5 7
高知県 698 150 21.49 122 1.23 48% 114 1 107 0 16 14
福岡県 5,104 782 15.32 555 1.41 35% 216 12 138 9 257 138
佐賀県 815 27 3.31 43 0.63 16% 29 0 30 0 20 13
長崎県 1,327 91 6.86 52 1.75 29% 26 2 7 0 30 2
熊本県 1,748 185 10.58 186 0.99 12% 152 7 76 7 33 21
大分県 1,135 54 4.76 114 0.47 38% 58 3 81 2 76 63
宮崎県 1,073 57 5.31 46 1.24 18% 35 2 42 1 30 42
鹿児島県 1,602 44 2.75 154 0.29 6% 70 0 45 0 91 23
沖縄県 1,453 151 10.39 257 0.59 38% 191 19 209 21 62 63
全国 126,167 18,656 14.79 17796 1.05 45% 10,047 950 9,222 842 4,888 4,152

※：人口推計　第４表   都道府県，男女別人口及び人口性比－総人口，日本人人口（2019年10月１日現在）
※：累積陽性者数は、感染症法に基づく陽性者数の累積（各都道府県の発表日ベース）を記載。自治体に確認を得てない暫定値であることに留意。
※：入院患者・入院確定数、重症者数及び宿泊患者数（G列～L列）は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」による。
　　　同調査では、記載日の翌日 00:00時点としてとりまとめている。
※：入院確定数は、一両日中に入院すること及び入院先が確定している者の数。
※：重症者数は、集中治療室（ICU）等での管理、人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な患者数。
※：各数値は、資料掲載時点において把握している最新の値としている。掲載時以降に数値が更新されることにより、前週の値が前週公表の値と一致しない場合がある。
※：東京都、滋賀県、京都府、福岡県及び沖縄県の重症者数については、これまで都府県独自の基準に則って報告された数値を掲載していたが、
　　　8/21公表分からは、国の基準に則って、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者も含めた数値が報告されている。

直近１週間と
その前１週間の比

（B/D）
人口

直近１週間
累積陽性者数

対人口10万人
B/(A/100)

その前１週間
累積陽性者数

感染経路不明
な者の割合

（アンリンク割合）

入院患者・
入院確定数

うち
重症者数

入院患者・
入院確定数

うち
重症者数 宿泊療養者数

参考資料１
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（２）②医療提供体制（病床確保等） （３）検査体制の構築
M N O P Q R S T U V W

時点 5/1 5/1 5/19 12/15 12/15 12/15 ~12/13(1W) ~12/6(1W) ~12/13(1W
) ~12/6(1W)

単位 床 床 室 件 件 人 人

北海道 済 済 済 1,811 1,811 1,660 16,522 15,079 1.10 1,296 1,321

青森県 済 済 済 210 225 290 1,167 1,369 0.85 43 43

岩手県 済 済 済 374 374 381 1,954 1,815 1.08 82 29

宮城県 済 済 済 345 450 300 3,482 2,262 1.54 216 110

秋田県 済 済 済 222 235 58 286 382 0.75 4 0

山形県 済 済 予定 216 216 108 1,714 1,475 1.16 80 40

福島県 済 済 済 469 469 160 3,962 2,809 1.41 71 41

茨城県 済 済 済 550 550 324 6,433 8,774 0.73 155 294

栃木県 済 済 済 313 313 284 3,196 3,108 1.03 121 115

群馬県 済 済 済 335 335 1,300 4,104 3,024 1.36 264 193

埼玉県 済 済 済 1,215 1,400 1,351 19,267 19,396 0.99 1,122 961

千葉県 済 済 済 1,147 1,200 710 10,084 10,593 0.95 725 527

東京都 済 済 済 4,000 4,000 2,360 56,033 56,447 0.99 3,521 3,076

神奈川県 済 済 済 1,939 1,939 1,134 23,999 22,753 1.05 1,415 1,167

新潟県 済 済 済 456 456 176 1,268 1,356 0.94 44 25

富山県 済 済 済 500 500 125 858 915 0.94 12 4

石川県 済 済 済 258 258 340 1,614 1,570 1.03 38 22

福井県 済 済 済 215 215 75 485 918 0.53 11 7

山梨県 済 済 済 285 285 139 1,475 1,859 0.79 29 84

長野県 済 済 済 350 350 250 2,892 2,090 1.38 154 100

岐阜県 済 済 済 625 625 466 2,755 3,181 0.87 253 190

静岡県 済 済 済 442 450 592 6,133 6,830 0.90 235 321

愛知県 済 済 済 934 934 1,300 13,950 13,543 1.03 1,380 1,323

三重県 済 済 済 349 349 100 932 1,101 0.85 105 106

滋賀県 済 済 済 274 280 260 1,732 949 1.83 47 37

京都府 済 済 済 680 750 338 4,697 4,393 1.07 409 195

大阪府 済 済 済 1,492 1,615 2,019 24,168 26,714 0.90 2,422 2,496

兵庫県 済 済 予定 671 750 988 6,913 8,534 0.81 902 869

奈良県 済 済 済 467 500 108 2,728 2,672 1.02 179 179

和歌山県 済 済 済 400 400 137 1,527 1,386 1.10 51 57

鳥取県 済 済 済 313 313 340 567 555 1.02 4 5

島根県 済 済 済 253 253 98 372 304 1.22 9 11

岡山県 済 済 済 302 302 207 3,713 3,568 1.04 121 65

広島県 済 済 済 553 553 934 8,455 5,005 1.69 532 239

山口県 済 済 済 423 423 834 810 1,442 0.56 25 26

徳島県 済 済 済 200 200 150 271 306 0.89 2 4

香川県 済 済 済 199 199 101 1,121 1,150 0.97 35 21

愛媛県 済 済 済 229 229 192 275 834 0.33 14 34

高知県 済 済 済 200 200 361 1,177 666 1.77 124 83

福岡県 済 済 済 551 760 1,057 11,292 10,914 1.03 562 261

佐賀県 済 済 済 274 274 253 1,064 601 1.77 43 30

長崎県 済 済 済 395 395 352 2,232 1,769 1.26 45 5

熊本県 済 済 済 400 400 1,430 1,894 1,880 1.01 165 74

大分県 済 済 済 355 355 700 2,204 1,476 1.49 119 117

宮崎県 済 済 済 246 246 250 1,160 1,159 1.00 49 66

鹿児島県 済 済 済 342 342 370 1,953 1,510 1.29 150 45

沖縄県 済 済 済 456 456 370 3,398 5,132 0.66 231 281

全国 - - - 27,235 28,134 25,832 268,288 265,568 1.01 17,616 15,299

※：受入確保病床数、受入確保想定病床数、宿泊施設確保数は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」による。
　　　受入確保想定病床数は、同調査における「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を用いている。同調査では、記載日の翌日 00:00時点としてとりまとめている。
※：受入確保病床数は、ピーク時に新型コロナウイルス感染症患者が利用する病床として、各都道府県が医療機関と調整を行い、確保している病床数。実際には受入れ患者の重症度等により、変動する可能性がある。
※：受入確保想定病床数は、ピーク時に新型コロナウイルス感染症患者が利用する病床として、各都道府県が見込んでいる（想定している）病床数であり変動しうる点に特に留意が必要。また、実際には受入れ患者の重症度等により、変動
    する可能性がある。
※：確保病床数が確保想定病床数を超える場合には、確保想定病床数は確保病床数と同数として計算している。
※：宿泊施設確保数は、受け入れが確実な宿泊施設の部屋として都道府県が判断し、厚生労働省に報告した室数。都道府県の運用によっては、事務職員の宿泊や物資の保管、医師・看護師の控え室のために使用する居室等として、一部
　　使われる場合がある。（居室数が具体的に確認できた場合、数値を置き換えることにより数値が減る場合がある。）数値を非公表としている県又は調整中の県は「-」で表示。
※：PCR検査件数は、①各都道府県から報告があった地方衛生研究所・保健所のPCR検査件数（PCR検査の体制整備にかかる国への報告について（依頼）（令和２年３月５日））、②厚生労働省から依頼した民間検査会社、大学、医療
　　機関のPCR検査件数を計上。一部、未報告の検査機関があったとしても、現時点で得られている検査件数を計上している。
※：各数値は、資料掲載時点において把握している最新の値としている。掲載時以降に数値が更新されることにより、前週の値が前週公表の値と一致しない場合がある。

患者受入れ
調整本部
の設置状況

新型コロナ対策
協議会の
設置状況

変化率
(S/T)

(参考)それぞれの週
の陽性者数

周産期医療
の協議会
開催状況

受入確保
病床数

受入確保
想定病床数

宿泊施設
確保数

最近１週間の
PCR検査件数

2週間前の
PCR検査件数
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（参考）都道府県の医療提供体制等の状況（医療提供体制・監視体制・感染の状況）

A

時点 2019.10

単位 千人

北海道 5,250 54.8% (▲0.3) 54.8% (▲0.3) 18.7% (+4.4) 18.7% (+4.4) 41.6 (▲1.2) 7.8% (▲0.9) 18.74 (▲6.9) 0.73 (▲0.21) 26.8% (▲0.1)
青森県 1,246 16.7% (+1.4) 15.6% (+1.3) 6.5% (+0.0) 6.5% (+0.0) 4.1 (▲0.2) 3.7% (+0.5) 2.57 (▲0.9) 0.74 (▲0.69) 21.4% (+4.3)
岩手県 1,227 23.3% (+9.1) 23.3% (+9.1) 5.1% (▲1.7) 5.1% (▲1.7) 9.5 (+5.0) 4.2% (+2.6) 7.91 (+6.4) 5.39 (+4.90) 10.3% (▲7.4)
宮城県 2,306 25.5% (+7.2) 19.6% (+5.6) 7.0% (+0.0) 4.6% (+0.0) 13.4 (+6.9) 6.2% (+1.3) 11.36 (+4.2) 1.58 (▲0.40) 39.5% (▲3.6)
秋田県 966 1.4% (+0.9) 1.3% (+0.9) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 0.4 (+0.2) 1.4% (+1.4) 0.41 (+0.4) - - 100.0% (+100.0)
山形県 1,078 43.5% (+17.6) 43.5% (+17.6) 3.8% (+0.0) 3.8% (+0.0) 10.9 (+5.6) 4.7% (+2.0) 7.88 (+2.1) 1.37 (▲0.26) 9.8% (▲4.1)
福島県 1,846 26.7% (+13.4) 26.7% (+13.4) 7.1% (▲4.8) 6.0% (▲4.0) 7.3 (+3.8) 1.8% (+0.3) 5.80 (+2.8) 1.91 (▲0.52) 22.5% (▲11.8)
茨城県 2,860 27.3% (▲5.5) 27.3% (▲5.5) 18.6% (▲5.7) 18.6% (▲5.7) 9.8 (▲3.1) 2.4% (▲0.9) 5.94 (▲1.7) 0.78 (+0.04) 32.9% (+0.8)
栃木県 1,934 39.3% (▲6.7) 39.3% (▲6.7) 26.8% (+2.4) 26.8% (+2.4) 10.5 (+1.7) 3.8% (+0.1) 7.55 (+1.3) 1.22 (+0.05) 28.2% (▲2.8)
群馬県 1,942 49.9% (+0.6) 49.9% (+0.6) 5.6% (▲4.2) 5.6% (▲4.2) 16.6 (+3.9) 6.4% (+0.1) 15.09 (+4.1) 1.37 (+0.27) 35.1% (▲3.8)
埼玉県 7,350 52.6% (▲1.7) 45.6% (▲1.3) 32.3% (+12.0) 21.0% (+8.0) 24.3 (+2.5) 5.8% (+0.9) 16.03 (+1.2) 1.08 (▲0.23) 39.1% (▲3.5)
千葉県 6,259 28.2% (▲0.7) 27.0% (▲0.7) 12.9% (▲2.0) 7.2% (▲1.1) 16.0 (+3.5) 7.2% (+2.2) 13.10 (+3.4) 1.36 (+0.34) 46.6% (+1.4)
東京都 13,921 49.7% (+3.4) 49.7% (+3.4) 66.4% (+11.4) 66.4% (+11.4) 36.4 (+4.6) 6.3% (+0.8) 28.45 (+5.6) 1.24 (+0.27) 57.2% (+3.1)
神奈川県 9,198 23.4% (+0.9) 23.4% (+0.9) 28.0% (▲4.5) 28.0% (▲4.5) 17.2 (+5.0) 5.9% (+0.8) 18.40 (+5.5) 1.42 (+0.46) 53.1% (+5.3)
新潟県 2,223 14.3% (▲1.3) 14.3% (▲1.3) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 3.6 (+0.0) 3.5% (+1.6) 2.11 (+0.9) 1.81 (+0.68) 13.3% (+1.8)
富山県 1,044 3.0% (+1.8) 3.0% (+1.8) 2.8% (+2.8) 2.8% (+2.8) 1.5 (+1.0) 1.4% (+1.0) 1.63 (+1.3) 5.67 (+5.39) 77.8% (+52.8)
石川県 1,138 20.5% (+8.9) 20.5% (+8.9) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 4.8 (+2.1) 2.4% (+1.0) 4.39 (+2.1) 1.92 (+0.55) 56.1% (▲8.9)
福井県 768 7.4% (▲0.5) 7.4% (▲0.5) 8.3% (+0.0) 8.3% (+0.0) 2.1 (▲0.1) 2.3% (+1.5) 0.78 (▲0.7) 0.55 (▲0.45) 0.0% (+0.0)
山梨県 811 14.0% (▲13.0) 14.0% (▲13.0) 4.2% (+4.2) 4.2% (+4.2) 5.4 (▲5.8) 2.0% (▲2.6) 3.33 (▲3.9) 0.46 (▲0.85) 29.6% (▲5.6)
長野県 2,049 46.0% (+12.3) 46.0% (+12.3) 12.5% (+4.2) 12.5% (+4.2) 9.5 (+1.6) 5.3% (+0.5) 5.91 (▲0.5) 0.92 (▲0.33) 17.4% (▲4.5)
岐阜県 1,987 45.9% (+6.4) 45.9% (+6.4) 9.8% (+7.8) 9.8% (+7.8) 18.6 (+4.3) 9.2% (+3.2) 12.48 (+1.4) 1.13 (▲0.12) 27.7% (+0.6)
静岡県 3,644 39.8% (+5.1) 39.1% (+4.4) 42.1% (+24.3) 23.9% (+6.1) 18.6 (+1.7) 3.8% (▲0.9) 5.93 (▲1.0) 0.85 (+0.24) 39.5% (▲5.4)
愛知県 7,552 54.9% (+9.6) 54.9% (+9.6) 50.0% (+10.0) 28.9% (+5.8) 28.5 (+2.7) 9.9% (+0.1) 18.52 (▲0.0) 1.00 (▲0.06) 44.2% (▲5.5)
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（参考）都道府県の医療提供体制等の状況（医療提供体制・監視体制・感染の状況）

A

時点 2019.10

単位 千人

【　　　　　　　　　　医療提供体制　　　　　　　　　　】 【監視体制】 【　　　　　　　感染の状況　　　　　　　】
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三重県 1,781 51.6% (+3.7) 51.6% (+3.7) 9.4% (▲1.9) 9.4% (▲1.9) 10.7 (+0.7) 11.3% (+1.6) 5.84 (▲0.1) 0.98 (+0.12) 12.9% (▲7.1)
滋賀県 1,414 19.7% (+8.1) 19.3% (+8.2) 4.5% (▲4.3) 3.2% (▲2.3) 5.2 (+0.8) 2.7% (▲1.2) 3.32 (+0.3) 1.09 (+0.12) 34.1% (▲8.8)
京都府 2,583 25.0% (+4.0) 22.7% (+3.6) 18.6% (+0.0) 18.6% (+0.0) 19.8 (+7.2) 8.7% (+4.3) 18.70 (+5.5) 1.42 (▲0.83) 39.3% (▲6.1)
大阪府 8,809 65.3% (+9.8) 60.4% (+11.1) 55.3% (▲2.6) 55.3% (▲2.6) 48.2 (+0.5) 10.0% (+0.7) 26.47 (▲1.1) 0.96 (+0.03) 52.5% (▲6.3)
兵庫県 5,466 71.1% (+2.2) 63.6% (▲5.3) 39.1% (+1.8) 35.8% (+1.7) 14.3 (▲0.5) 13.1% (+2.9) 15.68 (▲1.8) 0.90 (▲0.26) 53.6% (▲2.9)
奈良県 1,330 34.5% (▲5.6) 32.2% (▲5.2) 33.3% (+11.1) 33.3% (+11.1) 17.2 (▲1.5) 6.6% (▲0.1) 12.11 (▲0.8) 0.94 (▲0.10) 47.9% (+2.7)
和歌山県 925 16.8% (▲1.0) 16.8% (▲1.0) 7.5% (+5.0) 7.5% (+5.0) 7.2 (▲0.4) 3.3% (▲0.8) 3.46 (▲3.0) 0.53 (▲0.40) 14.1% (▲1.9)
鳥取県 556 2.9% (+0.3) 2.9% (+0.3) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 1.6 (+0.2) 0.7% (▲0.2) 0.18 (▲0.9) 0.17 (▲1.83) 33.3% (▲33.3)
島根県 674 6.3% (+2.0) 6.3% (+2.0) 4.0% (+4.0) 4.0% (+4.0) 2.4 (+0.7) 2.4% (▲1.2) 1.34 (▲0.6) 0.69 (▲0.93) 25.0% (+10.7)
岡山県 1,890 47.7% (+20.2) 47.7% (+20.2) 8.1% (+8.1) 7.5% (+7.5) 10.9 (+4.8) 3.3% (+1.4) 9.68 (+5.8) 2.51 (+1.65) 64.7% (+12.4)
広島県 2,804 35.4% (+1.8) 35.4% (+1.8) 18.1% (+9.7) 18.1% (+9.7) 26.8 (+14.3) 6.3% (+1.5) 25.14 (+11.6) 1.86 (▲0.54) 50.7% (+16.7)
山口県 1,358 10.6% (▲1.4) 10.6% (▲1.4) 3.6% (+1.5) 3.6% (+1.5) 3.4 (▲0.5) 3.1% (+1.3) 1.33 (▲0.5) 0.72 (+0.01) 16.7% (+2.4)
徳島県 728 1.5% (▲1.5) 1.5% (▲1.5) 0.0% (▲4.0) 0.0% (▲4.0) 0.4 (▲0.4) 0.7% (▲0.6) 0.14 (▲0.5) 0.20 (▲2.30) 0.0% (+0.0)
香川県 956 11.6% (▲4.0) 11.6% (▲4.0) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 4.8 (▲0.9) 3.1% (+1.3) 0.73 (▲3.8) 0.16 (▲1.99) 7.5% (▲44.9)
愛媛県 1,339 18.8% (▲3.5) 18.8% (▲3.5) 6.1% (+0.0) 6.1% (+0.0) 4.1 (▲1.6) 5.1% (+1.0) 1.34 (▲0.3) 0.82 (+0.38) 29.4% (+10.5)
高知県 698 57.0% (+3.5) 57.0% (+3.5) 1.7% (+1.7) 1.7% (+1.7) 26.8 (+9.5) 10.5% (▲1.9) 22.06 (+4.7) 1.27 (▲2.63) 48.3% (+1.5)
福岡県 5,104 39.2% (+14.2) 28.4% (+10.3) 11.5% (+1.5) 10.9% (+2.7) 13.5 (+5.1) 5.0% (+2.6) 12.83 (+4.8) 1.59 (+0.17) 35.5% (▲13.5)
佐賀県 815 10.6% (▲0.4) 10.6% (▲0.4) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 6.0 (+0.7) 4.0% (▲1.0) 4.42 (▲0.2) 0.95 (▲0.36) 15.8% (+9.7)
長崎県 1,327 6.6% (+4.8) 6.6% (+4.8) 7.4% (+7.4) 4.8% (+4.8) 5.3 (+4.5) 2.0% (+1.7) 4.67 (+3.4) 3.65 (+1.52) 28.6% (▲46.4)
熊本県 1,748 38.0% (+19.0) 38.0% (+19.0) 11.9% (+0.0) 11.9% (+0.0) 13.4 (+6.8) 8.7% (+4.8) 11.78 (+5.4) 1.86 (+0.15) 12.1% (▲33.7)
大分県 1,135 16.3% (▲7.7) 16.3% (▲7.7) 7.3% (+2.4) 7.3% (+2.4) 11.8 (▲0.9) 5.4% (▲2.5) 8.11 (▲2.6) 0.75 (▲0.52) 37.7% (▲0.4)
宮崎県 1,073 14.2% (▲2.8) 14.2% (▲2.8) 6.1% (+3.0) 6.1% (+3.0) 6.7 (▲2.1) 4.2% (▲1.5) 5.22 (+0.5) 1.10 (+0.37) 17.5% (+2.8)
鹿児島県 1,602 20.5% (+7.3) 20.5% (+7.3) 0.0% (+0.0) 0.0% (+0.0) 10.8 (+5.8) 7.7% (+4.7) 5.68 (▲2.0) 0.74 (▲2.68) 5.6% (▲25.7)
沖縄県 1,453 41.9% (▲4.9) 41.9% (▲4.9) 35.8% (▲3.8) 35.8% (▲3.8) 23.5 (▲2.1) 6.9% (+1.4) 13.63 (▲4.0) 0.77 (▲0.04) 38.1% (▲4.3)
全国 126,167 36.9% (+3.2) 35.7% (+3.0) 26.6% (+3.0) 24.4% (+2.7) 20.6 (+2.7) 6.6% (+0.8) 14.64 (+1.7) 1.13 (+0.08) 44.7% (▲2.1)

※：人口推計　第４表   都道府県，男女別人口及び人口性比－総人口，日本人人口（2019年10月１日現在） ※：人口推計　第４表   都道府県，男女別人口及び人口性比－総人口，日本人人口（2019年10月１日現在）
※：確保病床使用率、確保想定病床使用率、療養者数は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」による。 ※：陽性者数は、感染症法に基づく陽性者数の累積（各都道府県の発表日ベース）を記載。自治体に確認を得てない暫定値であることに留意。
　　　確保想定病床使用率は、同調査における「最終フェーズにおける即応病床（計画）数」を用いて計算している。同調査では、記載日の翌日 00:00時点としてとりまとめている。 ※：ＰＣＲ検査件数は、厚生労働省において把握した、地方衛生研究所・保健所、民間検査会社、大学等及び医療機関における検査件数の合計値。
※：重症者数は、集中治療室（ICU）等での管理、人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な患者数。 ※：各数値は、資料掲載時点において把握している最新の値としている。掲載時以降に数値が更新されることにより、前週差が前週公表の値との差と一致しない場合がある。
※：東京都、滋賀県、京都府、福岡県及び沖縄県の重症者数については、これまで都府県独自の基準に則って報告された数値を掲載していたが、 ※：⑤と⑥について、分母が０の場合は、「－」と記載している。
　　　8/21公表分からは、国の基準に則って、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者も含めた数値が報告されている。
※：確保病床数が確保想定病床数を超える場合には、確保想定病床数は確保病床数と同数として計算している。
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新型コロナウイルス感染症対策における
今後の検討の視点について（案）

令和２年12月〇日
厚生労働省

Ministry of Health, Labour and Welfare

参考資料３
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今後の検討の進め方について（案）

〇 新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対応するため、緊急の措置が必要な事項
をまとめ予防接種法・検疫法の改正法案を臨時国会に提出。12月２日成立、12月９日
公布・施行。

〇 今回の新型コロナウイルス感染症対策として、以下の事項については、確実な取組を
推進するための方策を検討することが必要と考えられる。
▶ 感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置づけ
▶ 国や地方自治体間の情報連携
▶ 感染症の調査研究の推進
▶ 対策の実効性の確保のための措置等

〇 私権制約を伴う措置も含みうることから慎重な議論が必要であるため、幅広い関係者
から意見を伺い、制度改正も見据えて検討を進めてはどうか。

１．緊急に必要な新型コロナウイルス感染症対策

２．当面の新型コロナウイルス感染症対策
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当面の新型コロナウイルス感染症対策の主な論点

○ 新型コロナウイルス感染症を感染症法等にどう位置づけるべきか。
⇒ 令和3年1月以降、順次、感染症法に基づく指定感染症等の当面の期限が到来するが、指定感染症等の指定の延

長（1年以内）について検討する必要。
※感染症法については、令和3年1月31日に期限が到来（令和4年1月31日まで延長可）。検疫法については
令和3年2月13日に期限が到来（令和4年2月13日まで延長可）。

⇒ 加えて、仮に１年間延長したとしても、令和４年初頭には指定感染症としての期限が到来する（再延長はでき
ない）ことから、新型コロナウイルス感染症の法的な位置付けについて検討する必要。

１．新型コロナウイルス感染症の位置づけ

○ 国や自治体間の情報連携について、どのように推進すべきか。
⇒ 医師の届出などの感染状況に係る情報について、厚生労働省、都道府県、保健所設置市、特別区間で十分な共

有が図られるよう検討する必要。
⇒ HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム）の法的位置づけについて整理する必要。

２．国や地方自治体間の情報連携

○ 新型コロナウイルス感染症の調査研究をどのように推進すべきか。
⇒ 国立感染症研究所・国立国際医療研究センター間やその他の関係者との連携など感染症に関する調査研究の強

化の在り方について検討する必要。

３．感染症の調査研究の推進

○ 個人等の権利に十分に配慮しつつ、より実効性のある形で、感染拡大防止を図る観点から、次の事
項についてどのように考えるか。
 入院、宿泊療養、自宅療養の実効性の確保
 国や自治体による積極的疫学調査の実効性の確保
 国や自治体の権限・役割分担

４．対策の実効性の確保のための措置等
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現在直面する３つの課題

新型コロナウイルス感染症対策分科会
令和２年12月2３日
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

３つのシナリオ

※報告数はイメージ

10月 11月 12月

緊急提言
11月9日分科会提言

強い対策提言
11月20日分科会提言

沈静化提言
11月25日分科会提言

政府の具体的な
アクション

11月10日政府対策本部

感染拡大に
対応した対策

11月21日政府対策本部

提言を踏まえた
政府の取組

11月27日政府対策本部

クラスター対策の
さらなる強化等
11月16日政府対策本部

シナリオ２

シナリオ１

シナリオ３12月11日

判断

勝負の
３週間

都道府県知事による
様々な対策

３つのシナリオ提言
静かな年末年始提言

12月11日分科会提言

1
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Week 43
10/19-
25

Week 45
11/2-8

Week 47
11/16-
22

Week 49
11/30-12/6

課題①：首都圏からの感染の染み出し

4
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90– 不明

二次感染なし 二次感染あり（県境を越えた移動なし） 二次感染あり（県境を越えた移動あり）

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90– 不明

二次感染者数（県境を越えた移動のある感染者より）

二次感染者数（県境を越えた移動のない感染者より）

二次感染

20-50歳代の占める割合：62%

20-50歳代の占める割合：69%
(二次感染ありでは70%)

※2020年8月31日までのデータを用いた分析結果による。

課題②：感染者の多くは20-50歳代 二次感染者の多くも20-50歳代

二次感染なし 二次感染あり
・県境を越えた移動あり⇒・周辺への染み出し

・地方の歓楽街等への拡散
・県境を越えた移動なし⇒・地域内での感染拡大

感染拡大はなぜ生じる？

5
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輸入

夜の街

孤発

家族内感染

院内感染

?

発症日:1/1-12/8

?

課題②：感染者の多くは20-50歳代 二次感染者の多くも20-50歳代

歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因
家族内感染や院内感染は感染拡大の結果である

輸入

孤発 （飲食等？）
(夜の街を除く)

家族内感染

院内感染

夜の街 （歓楽街）
(接待有無問わず)

感染経路別の
症例数ピークの推移

6
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43
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79

0

20

40
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80

100

120
クラスター発生状況 場所別分類（発生件数）

飲食店 福祉施設 企業等 医療機関 学校・教育施設等 運動施設等 その他

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

見えているクラスターだけを見ても

飲食店でのクラスターが多い

7
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イメージ

クラスターの発生は飲食店で先行した後に医療・福祉施設で発生する

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

8
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1
0

（出典）Chang S, et al. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature. 2020 Nov 10.

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

レストランの再開が感染を最も増加させる

9
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

北海道

東京

全国1

全国2

大阪府は発症日データが公開されていないために上記データに含まれていない。
全国１：大阪府を除く全国平均
全国２：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県を除く全国平均

疫学週

東京

全国１

全国２
（大都市圏を除く）

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

北海道

特に都市部では孤発例が多い

孤
発
例
の
割
合

10
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(東京都2020年12月8日プレス症例まで)

*リンク有症例、および夜の街症例のうち感染リンク判明症例

22

686 

1,097 

12,271 3,282 970 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

感染経路内訳: 10月以降診断症例 (N=18,328)
輸入

夜の街

リンク有(その他)

孤発(夜の街以外)

家族内(初発含まず)

院内感染(初発含む)

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

1. 東京などの都市部では、感染者数が多いことに加え、人々の匿名性が地方に比べ高
いことから、感染経路不明（”見えない感染”）の割合が多い（東京都では約6割）。

2. しかし、この感染経路が分からない感染の多くは、飲食店における感染によるものと
考えられる。その理由は以下a b cである。

a. これまでのクラスター分析の結果、日常生活の中では、飲酒を伴う会食による感染
リスクが極めて高く、クラスター発生の主要な原因の一つであることが分かっている。

b. 感染経路が判明している割合の高い地方でも、飲酒を伴うクラスター感染が最近に
なっても多く報告されている。

c．欧州でもレストランを再開すると感染拡大に繋がることが示されてる。

例えば東京都では”見えている感染”だけを見ると家族内感染が最も多いが

“見えない感染”を”見る”と・・・

家族内感染が多い？“見えない感染”

11
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すすきのの人出（21時後方7日間平均, 500mメッシュ）
すすきのの人出（22時後方7日間平均, 500mメッシュ）

（注） 陽性者数は、報告日ベースの数値を10日間前倒した数値としている。（例：10/4の数値は、10/14の陽性者数（報告日ベース、後方7日間平均））

歓楽街の人出推移と新規陽性者数 【北海道】

営業時間短縮要請（北海道）
11/7～（12/25）

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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大阪府内の歓楽街の人出（21時後方7日間平均, 500mメッシュ）
大阪府内の歓楽街の人出（22時後方7日間平均, 500mメッシュ）
10日後の大阪府の新規陽性者数（後方7日間平均）

（注） 陽性者数は、報告日ベースの数値を10日間前倒した数値としている。（例：10/4の数値は、10/14の陽性者数（報告日ベース、後方7日間平均））

歓楽街の人出推移と新規陽性者数 【大阪府】

営業時間短縮要請（大阪府）
11/27～（12/29）

＊大阪府内の歓楽街の人出は、ミナミ、北新地、心斎橋の3地点におけるメッシュの人出の合計

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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都内歓楽街の人出（21時後方7日間平均, 500mメッシュ） 都内歓楽街の人出（22時後方7日間平均, 500mメッシュ）
10日後の東京都の新規陽性者数（後方7日間平均）

営業時間短縮要請（東京都）
11/28～（1/11）

（注） 陽性者数は、報告日ベースの数値を10日間前倒した数値としている。（例：10/4の数値は、10/14の陽性者数（報告日ベース、後方7日間平均））

＊都内歓楽街の人出は、歌舞伎町、六本木、池袋、渋谷センター街、新橋の5地点におけるメッシュの人出の合計

歓楽街の人出推移と新規陽性者数 【東京都】

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

14
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16

緊急事態宣言 時短要請

実効再生産数は推定感染日（発症日マイナス5日、発症日不明例については推定発症日マイナス5日）ごとにCori et al. AJE 2013の
方法でwindow time=7で推定した。人流データはNTTドコモモバイル空間統計のものを用いた。

実効再生産数（推定感染日毎）：北海道

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染
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17

実効再生産数（推定感染日毎）：大阪府
緊急事態宣言 時短要請時短要請

実効再生産数は推定感染日（発症日マイナス5日、発症日不明例については推定発症日マイナス5日）ごとにCori et al. AJE 2013の
方法でwindow time=7で推定した。人流データはNTTドコモモバイル空間統計のものを用いた。

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

16
第19回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　182 / 218 ページ



18

緊急事態宣言 時短要請時短要請

実効再生産数は推定感染日（発症日マイナス5日、発症日不明例については推定発症日マイナス5日）ごとにCori et al. AJE 2013の
方法でwindow time=7で推定した。人流データはNTTドコモモバイル空間統計のものを用いた。

実効再生産数（推定感染日毎）：東京都

課題③：感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染

17
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現在の状況をどのように捉えているか？

１．既に多くの人が感染対策に協力して頂いていますが、この状況に
慣れ、さらなる協力の要請に対し辟易している方が多いと思います。
その気持ちは私たちもよく理解しております。

２．しかし、状況に慣れたと言っても、冬を迎えての対策は初めての経
験です。「勝負の3週間」が終わり、シナリオ１になった地域がある一方
で、シナリオ２あるいは３になった地域があります。特に感染が拡大し
ている首都圏を沈静化させないと、全国の感染を沈静化することがで
きないと考えます。

３．なお、地方においても、歓楽街でクラスターが多く発生し、地域内で
の感染拡大の主要な原因の一つになっています。

４．現在、シナリオ２あるいは３の地域であっても、国や自治体、社会を
構成するすべての人々が、それぞれの立場でできる感染対策を行うこ
とで、年末年始には感染状況を下方に転じさせることは可能だと考え
ます。

18
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全国の皆さんへのお願い

本格的な冬となり、感染が拡大しやすい季節を迎えました。

20-50歳代の人は、感染しても無症状や軽症のまま、人に感染
させる可能性があります。気づかぬうちに、家庭内に感染が広が
り、大切なおじいさんやおばあさんなどが重症になった事例が多
く報告されています。そして、気づかぬうちに、親しい友人や職場
の仲間に感染させてしまうと、彼らのおじいさんやおばあさんが
重症化することにもつながります。

基本的な感染予防策をさらに強めることが、人の命を守ること
につながります。

この厳しい冬を乗り切るため、これまで以上のご協力をお願い
します。

19
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全国の皆さんへのお願い
4月の緊急事態宣言を出した当時には感染を収束させるために、広範に社会経済を抑制す

るという方法を取らざるを得ませんでした。しかし、この半年以上の経験を通して私たちは多く
のことを学び、いわゆる“急所”を押えることができれば感染を収束させることが可能であるこ
とが分かってきました。

皆さんにおかれては、年末年始に向けて、以下の“急所”だけは是非押さえるようお願いしま
す。

1. 忘年会・新年会などについて

食事の際の会話は、飲酒の有無、昼夜・場所にかかわらず、感染が生じやすい場面です。

（1）食事は、静かにいただきましょう。

（２）家族・いつもの仲間で。5人以上は控えて。すいている場所を選びましょう。

（３）おしゃべりするときはマスク着用。少なくともハンカチなどで口元をおさえましょう。

2. 年末の買い出しや初売りについて

年末年始には、買い出しや初売りとして、買い物のために人が多く集まる場所に出かけるこ
とが多いと思います。しかし、今年の年末年始は、特に、ぜひ少人数で、混雑する時間を避け
てお出かけください。事業者の方々もご協力をお願いします。

3. 帰省について

帰省の際には、感染防止策を徹底して、大人数の会食は避けてください。そうした対応が難
しい場合には帰省について慎重に検討してください。 20
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都市部の皆さんへのお願い

特にこの年末年始は、多くの方にご協力頂き、帰省を見送って
頂いたことで、都市部には例年よりも多くの方が留まることになり
ます。

例年、年末年始は医療機関などの体制が手薄になりますが、
特にこの年末年始は、例年よりも多くの方が暮らす中で、通常の
医療を含めて、医療機関が逼迫することも考えられます。

皆さんに置かれては、年末年始を静かに過ごすようよろしくお
願いします。

21
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シナリオ２の地域の皆さんへ

シナリオ２の地域では、これまでの対策の効果が少しずつ
見え始めていることから、これまでの対策を徹底して、可及
的速やかに感染を下方に転じさせるようにお願いします。

22
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シナリオ３の地域の皆さんへ

シナリオ３の地域では、これまで対策が取られてきたにもかかわらず、
感染が増加しています。したがって、人の移動や接触の低減を含めた
更なる強い対策が不可欠です。

そのため、シナリオ３の地域では、年末年始に向けて、次のことをお
願いします。

1. 忘年会・新年会は基本的に見送ってください。

（どうしても行う場合は、家族・いつもの仲間で。5人以上は控える。）

2. 帰省（とりわけ感染地域とそれ以外の地域での往来）も、ご家族と
相談の上、控えることや延期・分散も含め慎重に検討してください。

3. イルミネーションについては早めの消灯。カウントダウンイベントな
どについてもオンラインを活用した形で開催。いずれにしても混雑
する時間は避けることなどをお願いします。

23
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国とシナリオ３の自治体の皆さんへ

飲食を中心として感染拡大していると考えられるため、飲食店などの
営業時間のさらなる短縮の要請を含め会食・飲食による感染拡大リス
クを徹底的に抑えることが必要と考えられます。

幅広い事業者等を休業させるような緊急事態宣言を出すような状況
にはありませんが、このままの感染拡大が続くと、更に医療が逼迫す
ることは明らかです。

現在、首都圏が感染者の多くを占めており、また、首都圏では都市
部から周辺に感染が染み出してる状況にあります。大都市における感
染を抑制しなければ、地方での感染を抑えることは困難です。

したがって、関係する都道府県知事の更なるリーダーシップを早急に
発揮し、対策をさらに強化して頂くようお願いします。また、国としても
更なる後押しをして頂ければ、年末年始には感染状況を下方に転じさ
せることは可能だと考えますので、是非よろしくお願いします。
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新型コロナウイルス感染症対策分科会（第 19 回） 

議事概要 

 

１ 日時 

令和 2 年 12 月 23 日（水）15 時 00 分～17 時 58 分 

 

２ 場所 

  合同庁舎８号館１階 講堂 

 

３ 出席者 

分科会長   尾身 茂  独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 

分科会長代理 脇田 隆字 国立感染症研究所所長 

構成員    石川 晴巳 ヘルスケアコミュニケーションプランナー 

       石田 昭浩 日本労働組合総連合会副事務局長 

今村 顕史 東京都立駒込病院感染症センター長、感染症科部長 

太田 圭洋 日本医療法人協会副会長 

大竹 文雄 大阪大学大学院経済学研究科教授 

岡部 信彦 川崎市健康安全研究所長 

押谷  仁 東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授 

釜萢  敏 公益社団法人日本医師会常任理事 

河本 宏子 ANA総合研究所会長 

小林慶一郎 公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹 

清古 愛弓 全国保健所長会副会長 

平井 伸治 鳥取県知事 

南   砂 読売新聞東京本社常務取締役 調査研究本部長 

武藤 香織 東京大学医科学研究所公共政策研究分野教授 

 

分科会長が出席を求める関係者 

           北野 宏明 ソニーコンピュータサイエンス研究所代表取締役社長 

 

４ 議事概要 

＜西村国務大臣挨拶＞ 

先生方におかれましては、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがと

うございます。 

  御案内のとおり、新規陽性者の数が連日過去最多の水準で報告がなされておりま

す。特に首都圏の東京を中心に増加が続いているということであります。また、関
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西圏、中部圏でも減少に向けた明確な傾向は見られていないということであります。 

  こうした状況の下で、大都市圏の感染拡大が波及することによって、新たな地域、

地方での感染拡大の動きも続いている。全国的に高い水準の報告がなされていると

いうことであります。 

  こうした状況に伴いまして、入院される方、重症者の方の数も増加が続いており

ます。現場で必死な対応を続けていただいている保健所や医療機関の従事者の皆さ

ん方は、既に相当疲弊をされておられるということであります。通常医療への影響

も見られてきています。まさに医療提供体制が逼迫をしてきている中、コロナへの

対応、そして、通常医療との両立が困難な状況にもなってきているという報告を受

けております。 

  国民の皆さんの命を守るために、何としても医療提供体制を確保していかなけれ

ばならないわけでありますし、そのためにも新規陽性者の数を減らしていかなけれ

ばいけないということだと思います。 

  昨日は、経済界や労働界の皆様に対しまして、年末年始の忘年会・新年会の見送

り、あるいは帰省についての慎重な対応など、要請をしたところであります。特に

若い世代も含めて、今から静かな年末年始を過ごすことをお願いしていければと思

います。 

  人と人との接触を減少させなければいけない水準になってきておりますので、そ

れぞれの知事と連携して、営業時間短縮などの要請も行い、対応してきているとこ

ろでありますけれども、首都圏では人出が減っていない状況であります。さらに連

携を強め、対策を強化していければと考えております。 

  一昨日、尾身会長からも呼びかけを行っていただきましたけれども、首都圏にお

いては、忘年会・新年会は見送っていただく。また、帰省についても、慎重な検討

を改めてお願いしたいと思います。 

  後ほど内閣官房で行いましたウェブ上の調査も御紹介をさせていただきますけれ

ども、12月に入って、マスクの着用率が少し低下傾向にあることも分かってきまし

た。改めて食事の際も含めて、マスクの着用の徹底をお願いしたいと思います。 

  帰省については、約７割の方が慎重に検討していただいているという結果が出て

おりますけれども、休暇の取り方を見ますと、休みが今月29日から、出勤日が４日

からというところに依然として集中をしているようであります。 

  初詣についても、行かないという方もかなり多いのですけれども、行かれる方は、

元旦に行く方が圧倒的に多いという結果も出ております。 

  こうした調査結果も踏まえながら、改めて年末年始の休暇の分散、初詣も分散し

て参拝していただけるように、また、テレワークの推進や時差出勤の推進なども改

めてお願いをしたいと思います。 

  あわせて、今回、いわゆるSIRモデルのみならず、マルチエージェントモデルとい
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うモデルを使ってシミュレーション手法の研究も進めてまいりました。後ほど詳し

く報告させていただきますけれども、これによりますと、同じ会社の同じ部署の４

人に制限して、時間を限定して飲食を行った場合に比べて、ほかの会社の人と時間

制限なく飲食を行った場合、約1.5倍近くリスクが高まることも分かってまいりまし

た。年末年始はぜひ家族で、また、Stay with your community、いつも一緒にいる

仲間で、静かな年末年始をお願いしたいと思います。 

  提起されております英国との水際対策については、新規入国の一時停止や、短期

出張からの再入国時における特例措置の一時停止、検疫の強化など、新たな措置を

講じ、対策を強化していくこととしております。この点についても、後ほど説明を

させていただければと思います。 

  その上で、本日、この分科会で御議論いただくワクチン接種と特措法の改正につ

いて、申し上げたいと思います。 

  ワクチン接種につきましては、これまでも議論を重ねていただいているところで

あります。本日は、前回の分科会までの議論、準備状況を反映した文書について、

御議論をいただければと思います。その後、パブリックコメント、意見募集の手続

を進めまして、最終的には年明けに取りまとめを行えればと考えているところであ

ります。 

  特措法の改正につきましては、先日総理から、今後はこれまでの知見を参考にし、

事業者や個人の権利に十分配慮をしつつ、感染拡大の防止にどのような法的措置が

必要かという中において、分科会で御議論いただく中で、政府として必要な見直し

は迅速に行っていきたいと、この旨を述べられたところであります。本日は、これ

まで知事会などから提起をされてきました主な指摘事項について、お示しをしなが

ら御議論をいただければと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  先ほど申し上げましたAI、スパコンなどを使ったシミュレーションの事業の進捗

状況を御報告させていただき、それも踏まえて、今後の取組について御説明させて

いただければと思いますので、御議論をいただければと思います。 

  いずれも重要な議題ばかりであります。忌憚のない御意見をいただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

＜田村厚生労働大臣挨拶＞ 

本日も構成員の皆様方には、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとう

ございます。感謝を申し上げます。 

  昨日、アドバイザリーボードを開き、評価・分析をいただいたわけでありますけ

れども、11月以降の対策にもかかわらず、関東圏、中部圏、関西圏での新規感染者

は、明らかな減少が見られていないという評価をいただきました。また、全国的に

感染が拡大しているということでありまして、大都市の感染を抑制しなければ、地
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方の感染を抑えることは困難である、このような御評価もいただきました。いずれ

にいたしましても、特に東京をはじめとする首都圏では、早急に対策の強化が求め

られるということであります。 

  また、今、西村大臣からも話がありましたが、英国の変異株について、ECDC等か

ら感染性が高いとの指摘をいただき、そして、国内流入による感染拡大を防ぐこと

が必要であると、このような御意見もいただいたところであります。 

  11月以降の取組もありまして、北海道や大阪など、人流の減少が見られるところ

もありますが、一方で、東京では人流の減少が見られないということであります。

新規感染者も増加しているということでありますので、東京におきましては、病床

4,000床確保に向けて取り組んでいただいているところであります。 

  政府としても、Go Toトラベルの一時停止、時短営業等々、このような形で働きか

けを行っていただくように、各都道府県、特に東京にはお願いをしております。私

の立場からは、これからさらなる気温の低下が見られる中、色々な形で対応いただ

いて、何とか感染拡大が収まっていけば、これはありがたいことではありますけれ

ども、残念ながら、感染が拡大していくことも一応想定をしておかなければならな

いわけでありまして、医療機関には、医師、看護師等を派遣する場合の支援の強化

をするなど、新型コロナウイルスの最前線で対応する医療機関や医療従事者の皆様

方をしっかりと支援して、医療提供体制の維持・確保に全力で取り組んでまいりた

いと考えております。 

  先ほど英国の変異株の話が出ましたけれども、水際対策の強化をしなければなら

ないということでありまして、12月24日以降、当分の間、防疫措置を確保できる受

入企業がいること等を条件等として認めていた英国からの新規入国について、一時

停止をすることといたしました。 

  また、英国から帰国する日本人について、新たに英国出国前72時間以内の検査証

明を求めさせていただきます。英国から帰国をする日本人及び在留資格保持者に関

しましては、再入国に際し、入国時に位置情報の保存等について誓約を求めるとい

うことで、接触アプリのダウンロード等々をするのを確約していただくこと等をお

願いすることとしております。引き続き関係省庁としっかりと連携をしてまいりた

いと思います。 

  今ほどもお話がありましたけれども、静かなお正月を迎えなければいけないとい

うことであります。飲食店等々で比較的多数で飲食する場合、これもぜひとも話す

ときにはマスクをしていただく。それをしていただかないのであれば、なるべく飲

食店に行っていただくこと、お酒をいただくようなことはなるべく控えていただく、

そのような覚悟が要るという状況になってきております。特に東京は厳しい状況で

ございますので、改めてこの場をお借りいたしまして、飲食店に行かれてお話をす

るときには、必ず飛沫が飛ばないような対策を国民の皆様方にお願いを申し上げて、
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私からの冒頭の御挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

 

（報道関係者退室） 

 

＜議事（１）最近の感染状況等について＞ 

 

○脇田構成員 ＜資料１を説明＞ 

 

○押谷構成員 ＜資料２－１を説明＞ 

 

○尾身分科会長 ＜資料２－２を説明＞ 

 

○厚生労働省（浅沼） ＜資料３を説明＞ 

 

○釜萢構成員 資料２－２に関連で、この中に既にエビデンスとしてかなり確立され

た内容を踏まえての御説明だったと思う。 

  今、早急に対策を打たなければならないのは、首都圏を中心とした地域がまず一

番であって、人の流れが減ってこないことを、どのようにすれば改善できるのか、

ということだろうと思う。 

  そこで、今、感染拡大で一番注意しなければならないことは、会食の場面におけ

る感染拡大であって、これを減らすためには、営業時間の短縮をさらに強力に進め

ていただくことが極めて大事だと思う。なぜそこに焦点を当てるべきか、というと

ころは、尾身先生がお示しになったところにはっきり出ていたと思う。 

  一方で、ステイホームということを訴えておられる首長さんもおられるが、ステ

イホームをみんな全部やってもらうことは、全ての社会経済活動をやめてしまうと

いうことに等しいわけであって、４月７日以降の緊急事態宣言の経験が生かされて

いないというわけである。 

  色々と御説明があったが、その経験を生かして、なるべく社会経済活動の抑制を

限定的に行うという方針からしても、まずやるべきことは、営業時間の短縮に伴う

人流の低下と、会食場面における感染拡大を何とか抑えるということである。特に

東京都知事さんには、ぜひそのことを強くお願いしたいと思い、発言をさせていた

だいた。 

 

○平井構成員 本日も西村大臣、田村大臣はじめ、政務の方々も御臨席いただき、資

料を拝見しても、知事会の要望に非常に応えていこうという政府の姿勢を感じてお

り、まずもって感謝を申し上げたい。 
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  感染状況の御説明があり、また、尾身会長が取りまとめていただいた資料２－２

があった。今、私どもが現場で仕事をしており、これはのっぴきならない状況だと

感じている。日々、感染例が出てくるが、それが本当に早くどんどんと広がってし

まう。この状況を何とか止めなければいけない。 

  西村大臣や田村大臣の総括の中でもお話しがあったが、最初は首都圏をはじめと

して、大都市の問題だったのだろうが、今、地方に広がってしまっている。特に中

国、四国は割と穏やかだったが、高知や広島、岡山などが急拡大してきているわけ

である。悪夢が近づいているくらいの感覚を持っている。 

  先般、全国知事会を開催し、私たちが考えたのは、感染急拡大地域は、しっかり

と抑え込む努力を今まで以上に強くしなければならない。かつて第一波、第二波で

やっていたことでは追いつかないと思う。感染の勢いは非常に強いというのが我々

の実感である。 

  まだ感染が比較的穏やかなところは、何とか踏みとどまってゼロにしようという

ことを頑張っているし、リンクも追えているところだと思うが、もう限界に近づい

てきて、このままだといつ堤防が切れてしまうか分からないところまで追い込まれ

ている。 

  年末年始を前にして、強いメッセージをこの分科会、あるいは政府から出してい

ただけないだろうかという声は大分上がった。20日に私どもはその会議を開催し、

皆様のお手元に資料11－１と資料11－２というペーパーを出させていただいている。 

  資料11－１のGo Toキャンペーン事業についての一番初めの○というのは、本来、

Go Toトラベル事業の議論は、人の移動や接触を減らすものである。Go Toトラベル

の事業の話だけにマスコミの目や世間の目が奪われてしまっていて、本来は色々と

お話があったが、人流をどのように止めるのかということが意識されないままに、

面白おかしく取り上げられているような感があり、非常に懸念をしている。 

  国として、感染拡大地域とそれ以外の地域の往来についての考え方などを明確に

示していただくタイミングに入ったのではないだろうか。従来よりも思い切った根

本的な感染抑制をしていただく必要があるのではないか。これをいの一番に書かせ

ていただいたのは、そのような趣旨であり、分科会のメッセージを今日、この会議

が終わった後に会見されると思うが、そのような中でも触れていただくとありがた

い。 

  医療従事者も非常に大変な状況になってきており、今異常に看護師が離職をした

りしているから、そうした看護師の処遇や医療現場での手当をもう一段踏み込んで

いただかないと、大変なことになるのではないかと危惧をしている。 

  水際対策のお話もあったが、今、レベル２のような国々も含めて、都道府県と入

国者、帰国者の情報を共有していただきたい。これも資料11－１の中に書かせてい

ただいている。 
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  そういう意味で、今、尾身会長のこのようなメッセージを出そうというのは大賛

成だし、できればクローズアップされるような形で、これを打ち出していただけれ

ばありがたい。 

  資料２－２の後ろに全国の皆さんへのお願い等々がつけられているのは、恐らく

尾身会長の会見で出される仕掛けなのではないかと推察するが、力強く訴えかけを

していただきたい。 

  １点だけ、21ページの一番下の「３ 帰省について」のところであるが、帰省の

際には大人数の会食は避けましょう、それが難しければ、帰省については慎重に検

討しましょう、と書いているが、実は資料11－２で、先般20日に私ども47都道府県

ですり合わせて、色々と意見が出た中で出させていただいたものである。 

  資料11－２の２つ目の○のところ、私ども全国知事会のメッセージであるが、「居

住地や行き先の都道府県のメッセージや感染状況をまず確認し、特に感染が拡大し

ている地域とそれ以外の地域との間の帰省や旅行について、今一度必要性について

御家族などと相談し、今回は控えることも含め、慎重に行動しましょう。」とある。 

  各知事が順番に意見を言ったが、尾身先生の表現よりも我々現場はもっと抑制的

に言っている現状がある。だから、資料11－２にあるが、もう少し表現も厳しくし

て、むしろ帰省をやめてもらう、という表現でもいいのではないか。ただ、最終的

には帰省の事情も色々あるし、仕事もあるが、ただ、基本的にはもう一度検討して

もらって、やめられるべきものか考えてもらう。大人数の会食だけがトリガーで、

これさえ避けられればいいということでもないと思う。 

  実際に小さな家の中でおじいちゃん、おばあちゃんと孫たちが一緒に出会う瞬間

に新型コロナがうつるかもしれない。だから、そういう意味では、もう少し踏み込

んでメッセージを明確に出していただければと思う。特に今日の会が終わって、帰

省の問題というのはメディアが注目すると思うので、ここの表現については、特に

力を入れて作成していただけるとありがたい。 

 

○尾身分科会長 平井知事のコメント、本当に感謝申し上げたい。 

24ページの１で、感染が拡大している地域の忘年会・新年会は基本的に見送って

ください、という部分について、強いクリアなメッセージは、修文も含めて、後で

アドバイスをいただければと思う。 

  ２の帰省についても、延期も含め、少し強いメッセージとしたい。 

また、ここのメッセージはシナリオ３とそうではないところで分けているので、

21ページの表現はこのようになっている。 

  

○石川構成員 資料２－２で、北海道と大阪府、東京都で営業時間の短縮要請後の人

流の変化では、東京が反応していないところが一番のポイントだと思う。私は東京
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都民だから、東京都知事からのメッセージを聞いているが、不要不急の外出は控え

てください、というメッセージは出ている。 

  しかし一方で、Go Toトラベルは、私の年齢だとまだ使ってもいいというメッセー

ジになっている。つまりGo Toトラベルで旅行すること自体が、不要不急の外出にな

るのかどうか、非常に難しい問題で、個人が自己責任で判断をしてくれ、という形

に受け止めている。 

  都民は、恐らく自分の責任で行動して構わないという状態になっているだろう。

年の瀬の12月28日以降は、Go Toキャンペーン自体が全体的に一時停止になるといっ

た情報が入ってくると、どういう反応になるかといえば、そこまでは動いていいと

いう反応になる。つまり東京都においては、メッセージが非常に混乱しており、人

流が全く下がらないというのは、ある意味で当然のことである。 

  大阪と北海道は、Go Toトラベルも含めて知事たちが非常にはっきりした、統一性

のある、つまり受け手の誤解の余地のないメッセージが出ていたと思う。東京都に

関しては、それが出ていないのが最大の原因だと思う。 

  資料２－２の中で言えば、25ページの国とシナリオ３の自治体の皆さんへという

ところに、誤解が生じないメッセージを発するように、という一文が入るべきでは

ないかと思った。  

 

○岡部構成員 釜萢先生がステイホームの御説明をされていたが、その意味は、全く

のステイホームで、緊急事態宣言という形での自宅蟄居を求めているわけではない、

ということは、一応確認をしておいたほうがいいと思うが、川崎市での市民の方へ

のメッセージというのは、今日現在までは、今までの休み方の分散ということも含

めて、もし出かけるならば、すいている時間、場所を選んで、なおかつ対策が整っ

ているところについて、家族単位ぐらいの人数でゆっくりと過ごしてください、と

いうメッセージとなっている 

  やめる、やめないということを一律でやるほうが、本当は分かりやすく、多くの

人がそれを求めている一方、丸投げだと言われたり、自分で責任を取るのかと言わ

れたりもするが、中にはいろんな事情のある方もおられるので、そこまで止める段

階かどうかということを考慮して、ディスカッションをしておいたほうがいいので

はないかと思った。 

  また、英国の場合の質問をさせていただきたいが、海外の一部では、日本人が自

国に来るときにやる検査、ないし検査場所について契約をするという大使館もある

ようである。日本の場合、英国から戻ってくる人は、検査証明を求めるというのは

どのような内容か、どこでやるといったことを限定しているか、証明書を持ってく

ればいいのか、といったところをお尋ねしたい。 
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○厚生労働省（浅沼） 例えばクリニックを限定しているわけではなく、基本的には

PCR、あるいは抗原検査といったものを陰性証明で持ってきていただくということで

ある。 

  もちろん検疫は、そこでもう一回やるので、イギリスを出るときに陰性であるこ

との証明、日本でも陰性であるということをダブルでチェックすることで、14日間

待機と公共交通機関の不使用を条件に入国を認めるという形になる。 

 

○岡部構成員 追加でお伺いしたいが、日本人が海外に行くときも、国によっては証

明を求められているが、その場合の証明というのは、検査をしたという証明なのか、

それとも、医師がそれについて判断をしたという証明なのか。 

 

○厚生労働省（浅沼） 検査をした結果、陰性であると医師が証明をしているという

ことである。 

 

○岡部構成員 医師がサインをしてくれるということか。 

 

○厚生労働省（浅沼） そういうことである。もちろん各国様々なので、電子サイン

みたいなところもあるが、そういったものをいただくことになる。 

  これはイギリスに限らず、現在、外国から入国される方々に、検査証明を求めて

いるところばかりなので、ほかの国でも同じような対応をしているところである。 

 

○岡部構成員 日本でもフリーでアクセスをして、自分で検査をするところがある。

そういったところでの陰性証明も日本はOKとするのか。海外においてきちんとオー

ソライズしたものを証明とするという方針になるのか。もしイギリスが自分で検査

センターに行って、証明だけもらってきたものについては、証明にならないという

考え方か。 

 

○厚生労働省（浅沼） 出国をする場合は、相手国がどういったものを求めてくるか

によると思う。だから、相手国が指定した医療機関等でなければ駄目だというとこ

ろもあるだろうし、どこでもフリーで医師の証明があればOKということもあると思

う。二国間の中でどういった取り決めをするかというのが原則としてあるのではな

いかと思うし、実態としても、日本のクリニックでも、とある政府ときちんとそう

いった締結をした上で発行している証明だということを売り文句にしてやっていら

っしゃるところもあると聞いている。 

  ただ、将来は岡部先生の御指摘のとおりで、全世界統一でそういったものができ

るのにこしたことはないというのは、検疫実務を担当する立場としても、思いとし

第19回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　199 / 218 ページ



10 

 

てはあるところである。 

 

○事務局（吉田） 石川構成員からご発言いただいた件で、事実関係だけを申し上げ

ると、東京都の扱いについては、確かに当初、12月３日からGo Toトラベルの扱いに

ついて見直させていただいたときには、高齢者、基礎疾患のある方として整理をし

ていたが、12月18日から27日については、札幌、大阪と同じ要件で、着については

一時停止をお願いする。東京発については、自粛を呼びかけるという形にさせてい

ただいている。 

  いずれにしても、感染状況に応じて、制度を少しずつ変えているところがある。

しっかりと住民の方々、あるいは関係者の方々に誤解のないように届くよう、引き

続き周知、あるいは情報提供について、努力をさせていただきたい。 

 

○平井構成員 前回、知事会で大分切迫した議論をした関係であえて申し上げれば、

恐らく石川構成員がおっしゃったことは、今のメッセージが全く伝わっていない。

Go Toトラベルの制度がどうかということよりも、東京都民は一体どうしたらいいの

だということを、もっとはっきり言ったほうがいいのではないか、ということだと

思う。 

 そういう意味で、資料２－２はおとなしめに書いてあるが、例えば25ページなど

は、我々分科会の雰囲気からすれば、特に東京、そして、関東圏が収まらない限り

は、日本中がとんでもないことになるといった危機感を恐らく持っているわけであ

り、この辺は私たちの空気としては、共通認識なのではないかと思う。 

  25ページ辺りで、もっとはっきりと、多少危機感を感情的にも表しながら出さな

いと、世間の皆様に、今日、記者会見をしても伝わらないかもしれない。その辺を

石川先生はおっしゃりたかったのではないかと思うし、我々知事会としても、東京

の現在の状況はとにかく蛇口が開きっ放しで、風呂桶もいっぱいになって、そこか

らあふれ出てきているという認識である。そこからみんなあふれ出てきて、周りの

神奈川県から何からみんな止まらないし、大阪、さらに地方都市でも、これがどん

どんとあふれてきている。 

  一体誰が蛇口を止めてくれるのか。今、止める人はいないように見えている。そ

の辺で私どもは隔靴掻痒の感があり、尾身会長がおっしゃることなら、世間の人も

特定の人も聞いてくれるのではないか。ぜひそうした意味で、もう少しはっきり書

いていいのではないか。 

 

○釜萢構成員 資料３であるが、迅速に、12月24日からこのように踏み込んだ対応を

していただいたことに対して、非常に感謝を申し上げたい。 

  その上で、14日間の待機の確実な実施が非常に難しいところであり、アプリも含
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め、できる限り色々な手当てをして、14日間のフォローをするということをやって

いただくが、それだけで十分なのかどうかは、昨日のアドバイザリーボードでも不

安の指摘があった。 

  その中で、入国後何日目かにPCR検査をもう一度やることができないか、という指

摘もあった。実際には難しい気もするが、少なくとも14日間の待機の間で、何か体

調の変化があったときに、医療機関への相談はもちろんだが、速やかに検査につな

げるということが徹底できるように、何とか工夫ができないかと思い、指摘を申し

上げたい。 

  

○小林構成員 資料３について、対象が英国になっているが、報道では、オーストラ

リアやヨーロッパのほかの国で変異株が出ているということで、もしその事実が確

認されているのであれば、変異株を日本に入れないということを真面目に追及する

ならば、当然英国以外の変異株が確認されている国も対象にすべきではないかとい

う気がするが、そこはどういうふうに整理されているのかをお尋ねしたい。 

 

○厚生労働省（浅沼） 釜萢構成員からの御指摘であるが、検査が難しい状況という

のは、御承知いただいているところである。症状等が出た場合には、アプリで帰国

者接触者相談センターにすぐに御連絡をいただけるように誘導するような形にして、

もし14日間、いわゆる待機のときに発熱が起これば、連絡をいただけるようにお願

いしている。 

  小林構成員からの御質問であるが、検体で陽性者の方が出た場合には、陽性の検

体を国立感染症研究所にお送りしている。そこで、いわゆるゲノム解析等々を行っ

ていただき、いわゆる新しい変異型のウイルスが確認されるかどうかというのをお

願いしているところである。 

  こういう状況なので、英国の検体については、検疫所で陽性者を確認したら、そ

のまますぐにお渡しできるような体制にしている。御指摘のとおりで、その他の国

をどうするのかということもあるので、その点、まず優先順位をつけて、今、変異

ウイルスが確認されているような国の方々の陽性者の検体については、感染研の御

協力を得ながら、ゲノム解析等で確認をお願いしているところである。 

 

○小林構成員 私の質問は、ゲノム解析のことではなくて、水際対策の強化と、今ま

でやっていたビジネストラックの停止を、変異株を確認されている国に対してやら

なくていいのかということであるが、その点いかがか。 

 

○厚生労働省（浅沼） そちらについては、変異株の情報も不確かなところもあると

いうことで、まずは英国に対しての措置を優先している。ただ、例えばヨーロッパ
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については、いわゆるレベル３の国ということであり、検査を行っていたり、検疫

の強化も行ったりしているところもあるので、それで対応ができるのではないかと

いうことである。 

  また、報道等でオーストラリアはレベル２の国ではないか、という議論があるが、

オーストラリア自体は、日本に対する出国制限もしているし、そもそも感染状況は、

オーストラリアから見れば、日本のほうが流行国であるから、日本に比べはるかに

感染をしていない状況であるということも踏まえ、現行の対応で取りあえずやって

いるが、専門家の先生方からも、オーストラリアは危ないという意見をいただくよ

うになれば、政府全体として検討していくことになると思う。 

 

○脇田構成員 昨日、リスク評価の第１報を出していて、英国では、ロンドンを含む

南東のイングランドでかなりまん延しているということである。だから、英国が一

番リスクは高いという評価をしている。 

  その次に英国以外について、今の情報では、デンマークで９例、オランダで１例、

ベルギーで４例、オーストラリアで１例、イタリアはメディア情報ということで、

例数は不明ということである。そのため、英国のその次のランクとして、それ以外

の国々があるが、現状それほど多くないということである。もちろんそこは注意を

して見ていく。 

  南アフリカでも501変異は見つかっているが、別のクレードに属するということな

ので、さらにそこも様子を見て、リスク評価は随時やっていって、その評価は厚労

省にもお伝えをするということにしている。 

 

○尾身分科会長 今、変異株のことがあったので、一言だけ申し上げるが、昨日、ア

ドバイザリーボードで議論したほぼ同時ぐらいに水際対策強化措置の決断をしてい

ただいて、これについては、非常にすばらしい政府の即断に感謝申し上げたい。 

  その上で、ゲノムの解析というのは感染研でやっていて、私がオフィシャルに申

し上げたいのは、イギリスの場合には、全感染例の10％ぐらいのゲノム解析をやっ

ているので、実は日本もほぼ同じぐらいゲノム解析をやっている。 

  もう一つ、今、首都圏の問題が出ているが、ゲノムのサンプルを送る割合も東京

がほかの地域と比べて少ないということもあるので、こういうことも一つの課題と

してやっていただければと思う。 

  前に比べると、水際の情報が随分とクリアになってきて、ここまで来ると、水際

の検査が国内問題と同様に大事になってくるので、いずれ今の感染が少し落ち着い

たら、単に情報を共有するだけではなくて、共有された情報を基に一体どういう戦

略で、どうなったら開くか、閉じるかといった基本的な方針をオールジャパンで決

めたらいいと思う。その機会は厚労省だけではできないと思うので、外務省等々と
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一緒にやったらというのが私たちのお願いである。 

  資料２－２だが、皆さんの意見をまとめると、まず、営業時間の短縮と、会食場

面における感染拡大を抑えるのが大事なので、もう少しこれをしっかりと強調して、

強化してもらいたいという意見があった。 

  また、メッセージに統一感がないので理解されないということで、もう少し明確

で強いメッセージを、という意見があった。 

  人流については、これを減少させるのが非常に大事だということをもう一度言っ

たほうがいい、帰省については、控えることを含めもう少し強めにメッセージを、

という意見があった。 

  最後の特に24ページのシナリオ３のところをもう少し強いタッチで書き直したら

どうかという意見があった。 

  そういうことで、資料２－２を私の試案として説明したが、いま申し上げたよう

なことを修文するという条件で、分科会としての提言ということでよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

＜議事（２）ワクチン接種について＞ 

 

○事務局（井上） ＜資料４－１、資料４－２を説明＞ 

 

○太田構成員 ワクチンの接種順位のところで、医療従事者の中で、直接医療の提供

をする、いわゆる接する機会が多くないと分類された医療従事者に関しては、接種

順位はどこになるのかについて、現在の考え方を教えていただきたい。 

  具体的には、高齢者が多く入っているような病院、療養型病院というが、そのよ

うなところでケアをしている医療従事者は、第一位順位の直接医療を提供する施設

の医療従事者には当たらないと思うが、恐らく２番目の高齢者施設と同等程度に扱

うことが必要だと思うところ、この文面からそれが読めないので、現在の考え方に

関して、お教えいただきたい。 

 

○平井構成員 ワクチンについては、速やかな進展があり、また、治験によっても95％

といった高い効果が認められるということで、現場も大分安心をしているし、これ

も政府の力だと感謝を申し上げたい。 

  接種順位等々、色々と私どもの地方の声を聞いていただき感謝を申し上げたい。

資料11－１の３ページの４番のところに、ワクチン接種について、知事会の意見を

書かせていただいているが、各地域から寄せられたのは、先日、説明会をしていた

だいたが、正直、市町村も含めて、かえって不安感が強まっている感じである。そ
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れは、コールドチェーンや、どのように設営をしたらいいのか、という問題がある。

しかも、かなり短時間に集中して接種できる環境を整えるのは、果たして可能なの

か。そうした点について、それぞれの現場が気にしているし、心配をしているとこ

ろであり、丁寧な御説明をしていただく必要がある。 

  特に、窓口でいろんな相談、問合せに自治体が当たるということを、今回、厚労

省が示されたところだが、窓口の人が副反応はどうなるのかと質問されて、答えら

れないというわけにもいかず、困ったということになる。また、一体どの優先順位

なのかという細かいところになると、答えようのないことがあり、そうしたところ

について、ぜひ自治体の窓口が円滑に進むように御支援をいただきたい。 

  もう一つ、大きな意見として大分出たのは、地域の事情があり、予防接種法の中

にバッファー規定があり、都道府県知事の権限である程度融通が利くようになって

いる。大枠はもちろん国が定めたものでやるわけであるが、強い要求や地域の事情

があるだろうと思う。そういう意味で、予防接種法の弾力規定もぜひ運用の中で加

えていただくことをお願いしたい。 

 

○石田構成員 良い、悪いという判断ではないが、資料４－２のパブコメの期間につ

いて、私の感覚だと、２週間という期間は、本来、国民の皆さんの声を広く聞く期

間としていいのかどうなのか。一般的には１か月という期間を取っていると思うが、

２週間にしたことの背景と理由を教えていただきたい。 

 

○南構成員 資料４－１の「８ 広報」のところは、非常に端的に簡単に書かれてい

るが、以前にも発言させていただいたように、実際に接種が始まると、国民はここ

に書かれている「最終的に自分の意思で受けられるように」と言うほど簡単ではな

い実情があると思う。 

  残念ながら、これまでのワクチンの状況を見ても、日本の国民は、自分で主体的

に物を決めることが、得意ではないとみられる。長い期間にわたって、強い自立し

た自分の意思をきちんと表明することは、得意ではないと思われる傾向が続いてき

た。適正なワクチン政策という観点からも、これは非常にいい機会であるし、ぜひ

とも丁寧にプラスマイナスの情報をきちんと出していただいて、それぞれが主体的

に物を考え判断できるようにするという、良い機会にしていただけるよう、広報を

尽くしていただきたいと思う。 

前に申し上げたことと重なるが、重ねてお願いをしたい。 

 

○岡部構成員 ワクチンの接種をした後の今後の検討というところが、資料４－１の

４ページのところにあるが、私が前にも申し上げたが、副反応の対応は、もし出た

ときに早急にやっていただく。あるいは、科学的な検証を速やかに行うことが必要
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であるところで、副反応の対応のところで読めると思うが、有害事象のモニターを

きっちりやるようなことを加えていただければと思う。 

  つまり、この資料では対応だけを記載しており、有害事象が発生したときにどの

ように速やかに対応をするかということは、記載漏れのような気がしているので、

念のためであるが、よろしくお願いしたい。 

 

○事務局（井上） 太田構成員から、資料４－１の３ページ「５ 接種順位」のとこ

ろで、十分に読めない、その間に落ちてしまうところがあるのではないかという御

指摘をいただいた。優先接種すべき医療従事者の範囲については、医療提供体制の

確保が重要であるので、基本的には幅広く範囲を定めることとしたいと考えている。

改めて幅広くということを原則にしつつ、具体的な範囲に関しては、もう少し詳細

な示し方をさせていただきたい。 

  平井構成員からの御指摘は、基本的には御助言として受け止めたので、この御助

言を踏まえて対応させていただきたい。 

 

○事務局（梶尾） 石田構成員から御指摘があったパブリックコメント、意見募集の

関係である。パブリックコメントの場合、行政手続法に基づくもの、あるいは命令

等を定めるものについては、30日というのが原則としてあるが、今回のものはそう

いう仕組みは使うが、任意の意見募集というものであり、それが色々な報告書や、

あるいは基本指針といったものを定める際についていうと、それまでの間の議論の

ディスクロージャーの状態にもよるが、大体１週間や２週間という形で設定されて

いるのが、一般的にほかの例も多いところである。 

  パブリックコメントを取りまとめて、後の作業、次の展開に進む必要があるとい

うことも含めて、今回２週間ということで考えさせていただいているところである。 

 

○事務局（井上） 南構成員からは、広報に関して、主体的に市民が決められるよう

にと承ったので、それに努めてまいりたい。 

  岡部構成員からいただいた有害事象に対する対応が欠けているのではないかとい

う御指摘だが、次回の改定の際に踏まえさせていただきたい。 

 

○厚生労働省（正林） 平井構成員から弾力的な運用ということで、2009年の新型イ

ンフルエンザのときのワクチンについて、あのときはかなりタイトにやった結果と

して、本来の順番が来ている。そちらに移れない、といったいろんなことがあった

ので、今回は相当弾力的な運用ということを意識しながら、進めていきたいと思っ

ている。 

  先週の金曜日に説明会を実施し、1,700の市町村、あるいは47都道府県とオンライ
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ンで、時間をかけて説明をさせていただいて、確かにまだまだ十分ではないと思う。

年明けには説明会を考えていて、御質問を遠慮なくいただこうと思っており、そう

いったことに対しては、丁寧にお答えしていこうと考えている。 

  副反応についてであるが、副反応報告等々でそれを直ちに評価すると、副反応検

討部会という部会があるので、通常よりもかなり頻度を高めて評価していこうと思

っている。その情報は会議自体もある程度公開であるし、その資料はできるだけ現

場にお届けして、かつホームページにもアップしながら、きちんと副反応の情報も

提供していこうと考えている。 

 

○石田構成員 パブリックコメントについて、これまでのいろんなケースと照らし合

わせることがあるが、物が物であり、一番心配しているのは、政府や分科会がパブ

コメを軽視していると思われるのがよくないと思っている。それから、いつが起点

なのか。年末年始のど真ん中にしてしまうということも期間的にはあるということ

も含めて、それでも２週間ということを国民の皆さんが広く受け止めたときに、ど

のように感じられるのかということは、私は大事だと思っているので、判断はお任

せするが、感想ということで意見にさせていただく。 

 

○事務局（梶尾） 起点については、今週中の開始を考えており、２週間というのは、

年明けまでのカレンダー通りで２週間という想定であり、おっしゃるとおり、年末

年始を含む期間で考えている。 

 

○石田構成員 そのことが国民の皆さんの目にどういうふうに映るのかということ。

別に問題ないと判断しているということであれば、その方向性で理解するが、その

辺の議論の経過、日にちの切り方に関して、どのような検討があったのか、あるい

はどういうことに配慮したのかということは、少し見えにくいと感じている。 

 

○岡部構成員 私は、前の予防接種関係のところでそれに携わっていたことがあるが、

パブコメに対して、非常に丁寧に一つ一つお答えになっている。４週間たまった質

問に対して、全て回答をしていると、接種タイミングが遅れるというデメリットが

あるのではないかと思う。そういうことを説明していただいた上で、今回はやむを

得ず２週間であるといった御説明をされたらどうかと思う。 

 

○厚生労働省（正林） 2009年の新型インフルエンザのときも恐らく２週間ぐらいだ

ったと思う。これは決めないと準備が滞ってしまうので、準備をいかに早めるかと

いうことと、しっかり国民の意見を聞くということ、このバランスを取ることだと

思う。前もそのぐらいだったので、できるだけ早くという観点も入れながら、２週
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間と決めていると思う。 

 

○石田構成員 今、議論して十分に分かったが、このまま進んでいったら、そういう

ことを我々がよく分からない中で、どういうふうに我々は説明するのか。きちんと

配慮していただければと思ったので、意見として言わせていただく。 

 

○尾身分科会長 そういうことで、メッセージは十分に届いたと思うので、内閣官房、

厚労省ともによろしくお願いしたい。 

  それでは、今、言っていただいたことを十分に受け止めた上で、資料４－１の案

については、これで取りまとめということで、政府においては、パブリックコメン

トについて、よい意見があれば十分に反映していただければと思う。 

 

＜議事（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正について＞ 

 

○事務局（奈尾） ＜資料５、資料６を説明＞ 

 

○岡部構成員 現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法について、運用上の問題

が出てくるというのは、事実そうだと思う。特措法をつくったときは、11N1パンデ

ミックが収束した後で、私はそのときのメンバーの１人だったが、言わば平時の状

態で、来るべきものに備えるという状況でつくられた。しかし、第５条の私権の制

限というのは、非常に時間をかけて議論が行われて、かつこれが出たときも、専門

学会あるいは医師会等々から、相当な質問、疑問が生じて、我々はそこにずっと丁

寧に説明をし続けた記憶がある。だから、ここの根本に関わることを決めるのは、

今のような状況で決めるのではなくて、相当議論を重ねる必要があると思う。 

  ただ、それを行った上で、運用上必要なこと、特に特措法が実行されて、最終的

に驚いた部分は、自粛のお願い等々であると、結局それに対する補償、救済という

問題が全く伴わないということが、当時の解釈だったが、そういったところの運用

や、自治体に依頼する場合の権限等々については、明確に決めておいたほうがいい

と思うが、基本的なところまで踏み込むような、改正という言葉ではないほうがい

い、そのような解釈であるべきではないかと思う。 

 

○河本構成員 営業時間の短縮などの要請に対して、実効性を確保する上で、公共福

祉の観点から営業の自由などの権利を制限することは、今、やむを得ない状況だと

受け止めている。だが、これは憲法で保障された権利を制約することでもあり、慎

重な検討が必要だと考えている。 

  現行特措法の第５条においても、基本的人権の尊重として規定されているとおり
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だが、実際にこうした権利の制限を行う場合でも、時間や場所を区切るなど、必要

最低限にとどめるべきという点は、改めて強調しておきたい。 

  その上で、どうしても制限をする場合には、補償が必要となってくるが、厳密な

損失額に応じた補償額の算定は、実際には困難であることが想像される。損失額の

正確な見積もりを要件とする仕組みでは、申請の手続も複雑になり、給付まで時間

がかかるような事態も懸念されるので、それよりも簡便で迅速な協力金のような枠

組みが望ましいのではないか。 

  今般のコロナ禍においては、経済、産業が幅広く影響を受けている。営業を制限

される直接の事業者だけではなく、その周辺で事業を営む多数の関係者に広く影響

が及んでいるので、政府には、対象となる事業者に対して、幅広い包括的な支援を

引き続きお願いしたい。 

  また、厚生労働省から参考資料３として「新型コロナウイルス感染症対策におけ

る今後の検討の視点について（案）」を御用意いただいている。２ページ目では、

今後の検討の進め方について、当面の対策を整理されているが、末尾のところに、

私権制約を伴う措置も含み得ることから、慎重な議論が必要であるため、幅広い関

係者から意見を伺い、制度改正も見据えて検討を進めてはどうかということが書か

れている。これは歓迎したい。経済界からも、中小企業の代表者や、行政法の学者

など、実際の措置について知見のある方が議論の場に参加されることが望ましいと

考えており、ぜひよろしくお願いしたい。 

  

○大竹構成員 資料６の３つ目の○についてコメントしたい。本日の資料２－２にあ

るとおり、飲食店に関する営業時間規制というのは、感染拡大防止に非常に有効だ

ということが分かっている。したがって、営業時間規制を法の運用という曖昧な形

ではなく、しっかりした法的根拠で効果的に実施できる体制にすることが必要だと

思っている。 

  ただ、そのときに、理論的な枠組みをしっかりしておくことが必要だと思う。経

済学から見ると、営業規制というのは、感染拡大という負の外部性である。第三者

の被害に対して、費用負担をしないということが問題なので、それに対して、どの

ように営業規制をしてもらうかということであるが、通常だと、公害を発生させて

いる企業については、発生させないように規制する、公害発生量に応じて罰金を与

えるというのが普通である。これは食品衛生法の場合でも同じような考え方になっ

ているが、営業の自由を優先すると、休業をしてもらうために補償金を出すなど、

負の外部性の減少量に応じて補助金を与えるということが正当化できると思う。 

  通常の場合、人が集まることは正の外部性で、経済発展にいいことなのであり、

そのために普通は補助金や税の優遇措置をやるのだが、感染拡大期にはそれが逆に

なってしまうということで、通常の場合と危機の状況とできちんと法的な枠組みを
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つくっていくことが必要だと思う。 

  

○平井構成員 本日こうして議題として提起をしていただいたことに、西村大臣をは

じめ、内閣官房の皆さんに感謝を申し上げたい。 

  資料５で、これは当然延長していただかなければいけないが、一つ気になる議論

があるので、そのことは政府としても明確にされたほうがいいと思う。それは、新

型コロナ感染症を、２類から５類へという話である。今の非常に逼迫した医療の状

況からこういう話は出てくると思うが、もし２類から５類ということになると、全

国的には患者さんを治そうとして頑張っていたり、リンクを追っていたりすること

で、何とかとどめている現状があるわけである。だから、２類から５類というよう

な楽観的な議論には、正直申し上げて、到底付き合うつもりはないというのが現場

の状況である。 

  特にインフルエンザとの違いは、やはり致死性があるということである。しかも、

ワクチンがまだ十分に供給されておらず、治療法も実は確立されていない。そうい

う中で、２類から５類に落として、ただまん延するのを指をくわえて見ているとい

うのは、あまりにも暴論だと思う。だから、そういうことにはならないように、よ

くこの議論が混同されるので、明確にしていただけるとありがたい。 

  資料６は、医療施設の位置づけについては、例えば大阪で、今、プレハブで新型

コロナ病床を造ったわけであるが、医療法の第４章の適用が排除できていない。ま

だ緊急事態ということになっていないから、その前のところでできるようにすると

いう意味で、これはぜひお願いをしたいと思うし、次の都道府県知事の要請の実効

性確保も非常に重要なポイントだと思うので、ぜひ実現を図っていただければと思

う。 

  資料６の２ページの 45 条の２項について、先生方にもどのような状況であるかと

いうことを分かっていただければと思う。岡部構成員をはじめ、これを書かれたと

きに想定された立法事実があったと思う。45 条２項は言わば施設を閉鎖するという

ものであり、この延長線の中で、店舗を閉めるということを、今、実務上やってい

るが、ここに並んでいるものは、興行場や学校、社会福祉施設というものであり、

その他、政令で定める多数の者が利用する施設となっている。「多数の者が利用」

であり、だから、大規模な施設となる。インフルエンザなどは、感染性が非常に強

いから、たくさん集まるところで感染が広がるため、学校を閉めようということに

なったわけである。 

  しかし、我々は学習して、実は感染の仕方がインフルエンザとは違い、クラスタ

ーが発生するのは、むしろ小人数でも発生し、そこでカラオケをするといったこと

で伝播していく。つまり、新型インフルエンザのときに想定していたものと違うの

に、今、これを無理やり使っているから、運用が難しいということになっているわ
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けである。 

  その辺の構造の問題があるので、どこまで今回改正が及ぶのかは分からないが、

せっかくだから、新型コロナにふさわしい法律を規定として設けていただけるとあ

りがたい。例えば先ほど食品衛生法のお話などもあったが、個別のお店でクラスタ

ーが発生したときに、それを何とか閉めなければいけないが、結構抵抗を受ける。

放っておくと、どんどんクラスターは広がってしまうし、次から次へと患者が救急

されてしまう。これを閉めるためには、個別のお店に対する権限があったほうがよ

く、そういうものができないかということがある。 

  それから、予防的に考えるということでいえば、かつて緊急事態宣言をやったよ

うなときには、とにかく全自治体、全域において、全部閉めるということで、大変

にお金もかかるし、効率的でない。むしろ区域を限定して、業種を限定してやるよ

うなことを想定しなければいけない。こうなると、45条２項が想定しているような

形にならず、やはり新型コロナの実態に即した規定で考えていただければありがた

いし、憲法の問題として、補償ということも避けて通れない課題だと思う。事業者、

あるいは自治体への支援についても、やはり明記をしていただけるとありがたい。 

  そういう意味で、次期通常国会で何とか議論していただけないだろうか。西村大

臣をはじめ、皆様の御理解と後押しをぜひお願い申し上げたいと思うし、私どもも

実務の中で色々と考えていることもあるし、問題意識もある。せっかくできる条文

が現場で使えるように、立案の段階において、例えばワーキンググループのような

形で、私ども知事会を使っていただいても結構なので、そうした現場の実情に即し

た改正案の立案になるよう、御配慮いただければと思う。 

 

○小林構成員 私も資料６の３つ目の○について、一言申し上げたい。 

  特に経済界、あるいは飲食店などの営業時間の短縮、休業という措置は、ある種

外部不経済効果があるということだと思う。要するにそのような措置をやることに

よって、お店はコストを支払うが、利益は自分自身には返ってこなくて、社会全体

に感染症の防止という利益が均てんしていく。そういうことを通常の自分の利益を

計算する人間にしてもらおうとすると、お願いだけではどうしても足りないという

のが、普通、経済学などでは考えることであり、そこには何らかの法的な措置が必

要である。 

  ３つぐらい手段があって、１つ目は、法律上、罰則などを置くということ。２つ

目は営業時短などを守ったら協力金を支給する、お金を支払うという形で協力を要

請するということ。３つ目は、守らなかった人に対して罰金を科すということ。こ

の３つぐらいしか手段がないのだろうと思う。もちろん都道府県知事のリーダーシ

ップや、尾身会長の色々なメッセージなどで、皆さんの心を動かすというのが第一

であるが、それではたくさんの人をその方向に持っていくということはやや難しい
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ので、ここで書かれているような、罰則なのか、協力金なのか、あるいは罰金なの

か、そういう措置は外部効果を持って行動させようとするときには、必要になるだ

ろうと思う。 

  その際、河本構成員もおっしゃったが、協力金、あるいは営業の逸失利益を完全

に補償するという考え方は、計算も難しいし、ほかの法律などでも前例がないこと

だと思うので、一定の条件の下で、簡易に計算をした協力金、あるいは罰金を科す

という考え方で、法制度をつくっていくのが望ましいのではないか。 

  

○尾身分科会長 今日はキックオフということなので、私から皆さんへの提案は、今

出た議論については、テイクノートとするということである。協力金や罰則という

話があったが、そうした具体的なところまでは今日は結論が出ないと思う。そのよ

うな意見があったということで、幾つかポイントがあるので、テイクノートして、

これから検討していくときの一つの参考ということで、よろしいのではないかと思

う。 

  １点目は、新型コロナの実態に合わせた法律改正をしてほしいということだと思

う。 

  ２点目は、資料６の３番目の○と関係があるが、営業時間の短縮や休業要請をす

るときには、何らかの経済的な支援が必要だということである。それについてしっ

かりと法的に規定するのであれば、平時と危機のときでは違うという法的な枠組み、

理論づけもしっかりしておいたほうがいいのではないかということである。ファイ

ナンシャルサポートのところは、そのような色々な方法があるのだが、いずれにし

ても、平時とは違う、そういう中でしておいたほうがいい。 

  また、国と地方自治体の権限、役割分担というのは、なかなか微妙なところがあ

って、これを法的にどうするのかという問題も一つ指摘があった。 

  それから、これはもう皆さんのコンセンサスだと思うが、この法律を出した当時

は超党派でやって、国会全体で、基本的な人権、あるいは人々の権利を制限するの

は極めて抑制的にやろうということであった。これについては今の５条でも書いて

あるので、言わずもがなであるが、改正の有無にかかわらず、基本方針は守ってい

ただきたい。 

  厚労省の参考資料３の一番最後に、幅広い関係者から意見を伺い、制度改正を見

据えて検討を進めてはどうかということが書いてあるので、ここについては、厚労

省も、皆さんの意見もそうなので、なるべく早く、行政法学者などになるだろうが、

幅広い人々の意見を聞いて、各論に入る前に大きな枠組みでの議論をして、徐々に

コンセンサスをつくりながら各論にいくということがいいのではないか。 

そういう中で、ある程度のフィードバックを分科会にもしていただきながら、少

しずつ審議を深めていったらいいのではないかというのが、恐らく今日の皆さんの
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議論のまとめだと思うが、大体そんなことでよろしいか。 

  

○釜萢構成員 新型インフルエンザ等特別措置法に関して、法律がどうあるべきかと

いう検討をし、また、政府に対して提言するというのは、分科会が行うということ

でよろしいか。分科会の位置づけと役割、法律改正のことについての国の見解を承

りたい。 

 

○事務局（吉田） 特措法については、国民の皆様方に大きな影響を及ぼすこと、ま

た、感染症対策という意味では、感染拡大の防止と経済の両立という意味からも非

常に大きな課題を背景に背負った法律であるので、これについて御議論をいただく

際には、幅広い関係者の方々の御意見をきちんと受け止めながら、最終的には私ど

も政府として責任を持って対応させていただくというのが基本だと思う。 

  議論の立て方、あるいは場としての御質問だと思うが、率直に申し上げると、こ

の分科会の位置づけとしては、法律事項の諮問をするものではない。一部の審議会

では、諮問し、答申をいただくという立てつけもあるが、そのような形をこの分科

会は当初から予定しているわけではない。一方、まさに今日もそうであるが、この

メンバーの皆様方に大所高所から、あるいは医療、経済の立場から、我が国の新型

コロナ対策についての御議論をいただいているということからすれば、対策をどう

進めていくかというところの一側面である法的な枠組みについても、今日御議論い

ただき、色々な御意見をいただいて、それを政府として受け止めて、それについて

お諮りをする。最終的には私ども政府の責任とはいえ、専門家の方々の御意見と寄

り添った形で対策を取っていくことが望ましいのではないかと、事務局としては考

えている。 

  知事会のように、具体的な御提案をいただいたものも受け止めさせていただいて

いるし、個別に御発言をいただいているものも私どもは受け止めている。これまで

の分科会での御議論という一つの流れもある。私ども政府としての基本的なスタン

スも含めて、今後、今日いただいた議論、あるいはヒアリングをすべきではないか

というプロセスも、分科会の場なのか、あるいはそれ以外の場なのか、その立てつ

けも少し考えさせていただき、分科会に言わば持ち込む形で御議論をいただきなが

ら、最終的には私ども政府としてまとめたものについての御評価をいただき、一定

の方向性をお示しいただいた上で、具体的な改正案という形になれば、立法府に御

相談をするというプロセスを想定している。 

  進め方そのものについても、我々としては、専門家の方々の御意見をきちんと受

け止めながら、政府の責任を果たしていくという形からの取り運び、あるいはスケ

ジュールについて考えさせていただきたいと思う。 

  

第19回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　212 / 218 ページ



23 

 

○釜萢構成員 室長からの御説明でよく分かったが、分科会の位置づけについて、法

律との関係が明確に、例えば法律の条文の中に書き込まれて、役割を担うような分

科会という組織なのかどうかというところが少し曖昧で、例えば感染症法を改正す

る場合の対応などとは少し違うので、私自身がこれまでやってきた経験とは少し違

うという思いの中で質問させていただいた。 

政府がしっかり整理をして、分科会の役割、あるいは位置づけが、国民から見て

納得できるものであってほしいと思っている。 

 

○平井構成員 特措法の改正について、時間的猶予はそんなにないと思っている。私

ども現場を預かる者として、権限の行使について、板挟みになりがちだし、これが

新型コロナのまん延防止にとっては致命的な部分もある。だから、スピード感を持

って、通常国会への提出を目指していただきたい。幅広い御意見を集約しながら、

丁寧にこれから審議を重ねてということであるかもしれないが、直感的には非常に

政治的な問題になると思う。現に野党案が出てきているわけであるから、そういう

中では、国会で調整に入ることも想定されてくる段階だと思う。分科会は分科会と

して、こういう法的措置が必要だ、つまり特措法の改正が必須だということは強く

政府に要求をしながら、具体的な内容については、私どもの意見も聞いていただき

ながら取りまとめていただくということで、そうした距離感でやっていただければ

いいのではないか。 

  また、特措法には、都道府県知事という言葉が度々出てくる。我々が使えるよう

な条文にしていただきたいという面もあるので、立案過程においては、我々都道府

県との調整を政府にはお願いしたい。 

 

○尾身分科会長 釜萢構成員から出た問題提起は非常に重要なので、私としても考え

を述べたい。室長からお話があったように、分科会で何か決断をして、法律を改正

するというのは、我々の役目ではないと思う。 

一方、我々の意見も参考にしたいという発言があったが、室長の言葉とは独立し

て、どんなふうに思うかというと、今日ここにおられるメンバー、我々は、臨床家

もいるし、経済界の人もいるし、いろんな方がいて、専門家会議のときもそうだっ

たが、行政の方、政府の方と一緒に、感染症に２月から関わってきた。我々は意思

決定者ではないが、政府へ提言をするということで、日本の国民の中でも最も深く

関わってきたグループだと思う。そうした者として、ここがもう少し解決すれば、

もっとやりやすかっただろうという課題がたくさんある。 

  一番テクニカルなことでいえば、データがなかなか集まらないということは、非

常に感じた。それと、知事と国との間の権限、知事にもっと権限があれば、時間短

縮の問題も何かあったのではないか、といったいろんな思いがある。実際に色々経
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験してきた者としての問題意識があるので、そういう中で、特措法をどうするかは、

最終的には政府がお考えであるが、深く関わってきた者として、どうあったらいい

かという忌憚のない意見を言っていくべきだと思う。今日はキックオフということ

で、これからまたヒアリングをする、学者を加えるといった中で、私たちはそうい

うことを率直に述べて、それを政府が受け止めるということだと思う。 

 

○西村国務大臣 尾身会長がまとめられたとおりであり、まさに最も深く関わってこ

られた専門家の皆さん方の御意見をしっかりと踏まえながら、我々は対応していき

たいと思っている。 

  私が感じていることだけ簡潔に申し上げると、法律改正は必要だろうということ

を常々考えてきた。今日、恐らく多くの皆さんもそういうふうに感じていただいて

いると思う。 

  資料６に３つの○があるが、１つ目の○は、わざわざ法律改正で時間をかけない

と、この特措法が使えなかったという最初の出だしからして、ウイルスが既知のも

のか、未知のものかというところで、判断をしなければいけないというのは、やは

りここは直ちに使えるような枠組み、スピードを持ってできる仕組みが必要ではな

いかという問題意識を持っている。 

  ２つ目の〇は、知事会からも言われているとおり、臨時の医療施設として早く造

れるように、医療法や建築基準法、いろんな特例で造れるような仕組みは、早い段

階から必要なのだろうという問題意識も持っている。 

  ３つ目の〇の都道府県知事の要請等の実効性確保は、一番これまでも悩んできた

ところで、１つはここに書いてあるが、緊急事態宣言の後でも強制力がないわけで

ある。それより前の段階では要請しかできなくて、非常に弱い規定になっている。

緊急事態宣言は４月、５月のような大きな影響があるので、今日も御議論があった

とおり、我々も経験してきたことを踏まえ、焦点を絞って、地域を絞ってやるとい

うことであるが、そうだとしても、今の時間短縮の要請に対して、なかなか応じて

もらえないというところを見ると、今、緊急事態宣言をやったら、みんな応じてく

れるかもしれないが、応じてくれないかもしれないし、少なくとも今の段階で何ら

かの有効な措置を取ろうと思うと、やはり一定の強制力を持った仕組みが必要では

ないかということを、知事会やそれぞれの知事等を含めて、色々お話をしてきてい

る。 

  そのときに、確かにきちんとやっている店も閉じなければいけない、そのときに

何らかの経済的なインセンティブ、守らない場合は罰則、といった色々なやり方は

あると思うが、今まで協力金や家賃支援、あるいは雇用調整助成金のような形で支

援をしてきた。そういったことも含めて、どのような体系にするのか。もちろん第

５条の基本的人権の話もあるから、私権の制約に対して必要最小限とするとの規定
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にどう応えていくのかというところも含めて、しっかりと議論をして、新型コロナ

の実態を踏まえて、有効性・実効性の上がる措置を取れる仕組みが必要ではないか、

という問題意識を強く持っている。 

そういったこともぜひ御理解をいただいて、引き続き幅広い御意見をいただきな

がら、しっかりとした案をつくっていければと考えているので、よろしくお願い申

し上げたい。 

 

＜議事（４）その他＞ 

 

○事務局（奈尾） ＜資料７を説明＞ 

 

○押谷構成員 前にも同じような発言をしていたと記憶しているが、イベントに関し

てはクラスターが発生している。それ相応のクラスターが発生している。大規模イ

ベントでは起きていないが、小規模のコンサート、演劇等では起きている。今、ほ

とんどそういうことが報道されなくなってきているので、どういうことで起きてき

たのかということがよく分かっていない。 

  本来はイベントに関しても、クラスターが起きた場合には、ガイドラインの見直

し等を行うことになっていたはずだが、それがどこまで行われているのかというと

ころがよく分からない。また、本来はステージⅢ相当と判断した場合には、イベン

トの中止等を考慮することとなっていた。シナリオ１～３というのは、その後の話

で、今、シナリオ１～３で判断されているが、ステージⅢの話も、Go Toトラベルの

議論だけに矮小化されてしまっていて、イベントや飲食店、時短営業といったこと

に世間の議論も踏み込んでいないということが大きな問題で、そこがクラスターを

制御できていないということにつながってしまっているので、こういうことは、も

う一度、どのような議論をしてきて、本来どうあるべきだったのかということは、

整理する必要があると思う。 

  

○事務局（奈尾） イベントについては、御指摘のとおり、演劇等でクラスターが発

生している。本来、クラスター発生の要因が分かって、これだったら他の施設でも

発生するのではないかという場合には、ガイドラインの見直しを議論していただく

ことにしている。 

  現在、具体的に見直しを行ったものとしてイベント関係はまだないが、例えば飲

食店については、検討会を開催してガイドラインの改定を行っている。イベントに

ついても、クラスター発生の状況を見て、他の施設でもクラスターが発生しそうだ

という場合には、当然ながらガイドラインの見直しを行っていくべきだと思ってい

る。 
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  逆に個別のクラスターで、個別の施設がガイドラインを守っていないという場合

には、個別の施設にガイドラインの遵守を徹底するということになるかと思う。 

  また、ステージⅢ相当の場合には、中止も考慮していただきたいということであ

り、例えば９月25日の分科会提言等はそうなっている。この辺りは、最後は、感染

状況や医療提供体制を一番よく分かっている知事の御判断になるが、これは全国の

目安よりも厳しい判断で厳格化できるというのが、今の枠組みであるので、そのよ

うな検討については促していきたいと思っている。 

 

○北野参考人 ＜資料８を説明＞ 

 

○押谷構成員 私もこの事業に少し関わっているが、データの問題は色々なことがあ

って、人流データなども手に入りにくかったということもある。感染状況のデータ

についても、今、いろんなプラットフォームができて、資料８の４ページ以降のマ

ルチエージェントモデルなどができてきているが、そこに載せられる感染者情報が

公開されていないという問題がある。いろんな観点からデータを見て、新しい対策

を提言できるような体制はできているが、それがなかなか実際に使われてきていな

いという問題があるので、ここの部分は、個人情報の問題などを整理した上で、こ

のような情報を使ってより有効な対策を構築していくという体制づくりが必要だと

思う。 

 

○尾身分科会長 資料８の４ページ、５ページの辺り、Stay with your communityと

いうのは、非常に説得力があるので、北野先生にお願いだが、もし先生の資料を公

表してよければ、この後の会見で使うスライドの一部にしてよろしいか。 

 

○北野参考人 結構である。少しでも早く皆さんに御理解いただいて、実行していた

だけると、ある程度社会的・経済的な活動を維持しながら、感染抑制ができる一つ

の方法ではないかと考えている。 

  もう一つ、実際、先生方とお話をしていると、解除する順番が非常に重要だとい

うことである。Stay with your community、家族、いつも会っているという友人と

いうところから、少しだけ解除していく、段階的に解除していくということが非常

に重要で、いきなり解除すると、またそこで大きな感染が起きる危険性があるとい

うのが、数字的に出てくるという議論がある。なので、これは複雑ネットワークの

サイエンスの分野になるが、一つの新しいアプローチとして、いろんな知見が出て

いるので、できるだけ分かりやすい言葉でコミュニケーションできればいいと思う

し、うちのチームもどんどん有用な成果を出していきたい。 
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○西村国務大臣 ＜資料９－１を説明＞ 

 

○武藤構成員 私たちも定期的に調査をやっているが、重なる結果が多くて、信頼性

が高いデータだと思った。 

  １点、21ページのマスク着用率のところだが、私たちがやっている調査でも、大

半の人は着用しているとお答えになっているが、我々が調査したときに、盛り上が

ると外してしまうという人が結構いて、３割ぐらいそこで脱落している。特に若い

人の着用率が非常に下がるという特徴がある。 

  もう１つは、色々な注意事項の中で、大声を出さないということは、ほとんど浸

透していない。３回ぐらい調査をしたが、何よりも浸透していないと思ったので、

盛り上がってマスクを外してしまって、大声を出してしまうという場面が浮かんだ

ので、補足として申し上げた。 

 

○佐々木審議官 ＜資料10を説明＞ 

 

○武藤構成員 アプリは私たちも色々調査をしていて、陽性になったときに登録をし

てくれる人が少なく見える。陽性になったら登録するかどうかを聞くと、登録しな

い返事が結構多くて、全体で２割から３割ぐらいという感じである。そこを改善し

ないと、せっかくみんなでつくるアプリというところの魅力が効果につながらない。 

  １つお尋ねしたかったのは、４ページに陽性登録をするときのページが紹介され

ているが、右側の赤い囲みで、「登録すると」というところに、「症状が始まった

日または検査を受けた日の２日目前以降にあなたと接触した人に通知が行きます」

と書いてあるが、登録すると、登録者に対して感謝するような仕組みがあったりす

るのか。 

 

○佐々木審議官 登録をいただくと、「ありがとうございます」と表示をされるよう

になっている。 

 

○赤澤副大臣 接触確認アプリについて、２点ある。いずれもネットから入ってきた

情報であるが、１つは、「COCOAが初期化画面に何度も繰り返し戻ってしまうという

ことについて、接触情報等は引き継がれているのかと問い合わせても要領を得ない」

という話が複数私のところに来ているので、その点お伺いしたい。 

  もう１つは、シンガポールの技術担当者が発表された「国民の６割がアプリのダ

ウンロードを終えたところ、感染者を隔離するのにかかる日数が４日から２日に半

減した」という情報がある。シンガポール在住者などから寄せられている情報によ

れば、飲食店に入ろうとしたら、アプリを入れているか聞かれて、基本的には、ア
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プリを入れていないと入店できないことに加えて、アプリを入れていることで、ポ

イント付与といった特典もリンクされている。そこまでやらなければ、６割がダウ

ンロードするわけがないとのことである。 

  接触確認アプリ利用によるメリットの積極的発信については、私が副大臣に任命

されてから初めて出席した分科会で申し上げていたことなので、このタイミングで

も発言させていただいた。 

 

○尾身分科会長 それでは、今日の議題は全て終わったが、今日も有益な御意見に感

謝申し上げる。 

 

以上 
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